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高 齢 者 福 祉 宣 言 

 

すべての世代がふれあい、  

笑顔があふれるまちをめざして、 

私たち釧路市民は、 

ここに高齢者福祉を宣言します。 

 

１．あいさつを交わしあい、あたたかく見守りましょう。 

１．思いやりの心でふれあい、楽しく暮らしましょう。 

１．生きがいをもち、自分の夢の実現に努めましょう。 

１．世代を超えて、豊かな心、安らかな心、助けあいの心をもちましょう。 

１．高齢者を敬い、いきいきした高齢者社会を喜びあえるようにしましょう。 

 

 平成11年9月 15日，第49回釧路市敬老大会 

 

 

※宣言について 

全国から集まったメッセージをもとに、21世紀メッセージ検討委員会の手により、 

高齢者社会に向けた宣言案をまとめました。 

宣言案は、「高齢者福祉宣言」と命名され、第49回釧路市敬老大会において採択 

されました。 
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第１章 釧路市の概要 
１ 人口 

（1）人口及び世帯数の推移 
     区分 

年度 

人   口 
世帯数 

1世帯あたり 

の人員数 総 数 男 女 

23 182,263 人 86,172人 96,091人 93,636世帯 1.95人 

24 180,893 人 85,282人 95,611人 93,915世帯 1.93人 

25 178,888 人 84,222人 94,666人 94,015世帯 1.90人 

26 177,102 人 83,362人 93,740人 94,284世帯 1.88人 

27 175,210 人 82,483人 92,727人 94,443世帯 1.86人 

※ 各年度末現在  資料：戸籍住民課 （法改正により平成 24 年度より外国人を含む） 

 

(2)年齢階級別割合の推移                        （単位：人） 

  平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

0代 7,098 6,825 13,923  6,990 6,657 13,647  6,771 6,420 13,191 6,555 6,237 12,792 6,333 6,071 12,404 

10代 8,041 7,916 15,957  7,821 7,801 15,622  7,655 7,661 15,316  7,466 7,412 14,878 7,419 7,179 14,598 

20代 8,178 8,440 16,618  7,992 8,272 16,264  7,739 7,949 15,688  7,627 7,771 15,398 7,509 7,613 15,122 

30代 11,375 11,409 22,784  10,882 11,116 21,998  10,468 10,699 21,167  10,028 10,185 20,213 9,525 9,712 19,237 

40代 11,289 11,859 23,148  11,516 11,953 23,469  11,576 11,991 23,567  11,676 12,058 23,734 11,761 12,070 23,831 

50代 12,339 13,142 25,481  11,780 12,583 24,363  11,334 12,139 23,473  11,124 11,827 22,951 10,933 11,549 22,482 

60代 13,757 15,962 29,719  13,930 16,117  30,047  13,897 16,027  29,924  13,896 16,097 29,993 13,967 16,269 30,236 

70代 9,712 12,272 21,984  9,707 12,509  22,216  9,854 12,764  22,618  9,796 12,666 22,462 9,616 12,399 22,015 

80代 3,971 6,696 10,667  4,216 6,944  11,160  4,430 7,175  11,605  4,628 7,538 12,166 4,821 7,794 12,615 

90代 405 1,519 1,924  440 1,609  2,049 489 1,779  2,268 557 1,884 2,441 594 1,998 2,592 

100 超 7 51 58  8 50 58  9 62 71   9 65 74 4 73 77 

不詳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

計 86,172 96,091 182,263 85,282 95,611 180,893 84,222 94,666 178,888 83,362 93,740 177,102 82,483 92,727 175,210 

※ 各年度末現在  資料：戸籍住民課 （法改正により平成 24 年度より外国人を含む） 
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第２章 釧路市の福祉行政の概要 
１ 行政組織（平成 28年 4月 1日現在） 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（1）福祉部組織機構図

生活支援为幹

保育園

32人

11人

子育て支援室長

3人

臨時・特例給付金対策室

21人

　第6担当11人、第7担当8人、第8担当6人、第9担当6人、第10担当6人）

保健相談为幹

13人

13人

20人

6人

地域支援相談室長補佐

賦課担当
7人

地域支援相談室長

173人

（2）こども保健部組織機構図

こども育成課
3人

57人
保育担当

医療対策为幹

こども保健部

・緑風荘・清風荘・桜花荘・鶴風荘

・橋南荘・鉄北荘・大楽毛荘・寿荘

・美原荘・平成荘・星鶴荘

老人集会所 昭和・鉄北中央

高齢者生きがい交流プラザ

ふれあい交流センター 望洋・白樺

老人福祉ｾﾝﾀｰ

84人

74人

中部・東部・西部

　　6園

地域支援相談担当

野のはな園

・松浦・白樺・治水・春日

・緑ヶ岡・光陽・武佐・鳥取西

・大楽毛・桜ヶ岡・米町・愛国

・昭和・美原・第2武佐･鶴ヶ岱

・鶴野・芦野･望洋・昭和中央

・とんけし

児童館
児童セン

ター

放課後
児童クラブ

・新陽

健康推進課 健康づくり担当

こども支援課

12人

こども支援担当

91人

生活福祉事務所

こども未来づくり担当

6人

医療年金課

国民健康保険課

特定健診担当

医療給付担当

6人

地域福祉課

障がい者教養文化体育施設

身体障がい者福祉センター

年金担当

給付調整担当

児童発達支援センター

158人

春採・寿・新富士・大楽毛・東栄

8人
7人

地域福祉担当 生活館福祉部

4人

管理担当

保険担当

14人

8人

4人

（第1担当9人、第2担当10人、第3担当9人、第4担当10人、第5担当9人

・城山・桜ヶ岡

・新富士・鳥取

・芦野・音別

3箇所
6人

子育て支援拠点センター

6人

第1～10担当

19人
高齢福祉担当

介護給付担当
6人

6人
介護認定担当

19人

介護高齢課

障がい福祉課

14人

障がい福祉担当

15人

40人
8人

介護保険担当
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 （3）阿寒町行政センター保健福祉課組織機構図

（4）音別町行政センター保健福祉課組織機構図

1園

福祉保健センター

3人
13人

22人

阿寒湖温泉子供交流館

保育所

2園

阿寒町子ども交流広場

仁々志別

阿寒・マリモ幼稚園

音別町行政センター 保健福祉課

阿寒町行政センター 保健福祉課

保健福祉担当
9人

13人

社会福祉会館

生活館

旭町寿の家・健康増進センター

阿寒放課後児童クラブ

8人

直別生活館

音別幼稚園

阿寒町デイサービスセンター

幼稚園

保健・福祉サービス複合施設ひだまり

生活館

地域包括支援センター

緑町生活館

1園

保健福祉担当

音別町放課後子ども広場

生活支援ハウス・通所介護事業所

・訪問介護事業所・地域包括支援センター

グループホーム

老人憩の家
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２ 各課が所管する事務の内容   

 地域福祉課  

地域福祉担当（℡31-4536）   

(1)  地域福祉の推進に関すること。 

(2)  民生委員に関すること。 

(3)  戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 

(4)  行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに法外援護等に関すること。 

(5)  アイヌ福祉に関すること。 

(6)  災害援護に関すること。 

(7)  赤十字事業に関すること。 

(8)  福祉金庫資金に関すること。 

(9)  成年後見制度における市長による審判請求手続等に関すること。 

(10) 隣保事業に関すること。 

(11) 社会福祉法人に関すること。 

(12) 部内他課の所管に属しないこと。 

 

障がい福祉課  

障がい福祉担当（℡31-4537） 

(1)  身体障がい者福祉に関すること。 

(2)  知的障がい者福祉に関すること。 

(3)  精神障がい者福祉に関すること。 

(4) 難病患者等福祉に関すること。 

(5)  障がい児福祉に関すること（こども保健部の所管に属するものを除く。）。 

(6)  特別障害者手当等に関すること。 

(7)  障がい者等の援護旅費に関すること。 

(8)  重度障がい者の交通費助成に関すること。 

(9)  障害福祉サービス及び自立支援医療の給付並びに地域生活支援事業の実施その他の障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）の施行

に関すること。 

(10) 障がい者福祉計画に関すること。 

(11) 点字図書及び声の図書の制作、閲覧及び貸出しに関すること。 

(12) 障害者教養文化体育施設の管理運営に関すること。 

(13) 身体障害者福祉センターの管理運営に関すること。  

 

介護高齢課  

介護保険担当（℡31-4598） 

(1)  介護保険事業の総合的な企画及び調整に関すること。 

(2)  高齢者保健福祉計画に関すること。 

(3)  介護保険被保険者の資格に関すること。 

(4)  保険料の賦課に関すること。 

(5)  指定地域密着型サービス事業所等の指定、指導等に関すること。 

(6)  介護保険関連施設等の整備に関すること。 

(7)  介護保険事業等の統計に関すること。 

(8)  課内他係の所管に属しないこと。 

介護認定担当（℡31-4597） 

(1)  認定申請に関すること。 

(2)  認定審査会の運営に関すること。 

(3)  認定結果に対する不服申立てに関すること。 

(4)  認定調査に関すること。 

(5)  認定に係る個人情報に関すること。 

介護給付担当（℡31-4553） 

(1)  支給限度額の管理に関すること。 

(2)  利用者負担の減免等に関すること。 

(3)  給付実績に関すること。 
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(4)  給付制限に関すること。 

(5)  居宅サービス計画等に関すること。 

(6)  その他介護給付に関すること。 

高齢福祉担当（℡31-4539） 

(1)  地域包括支援センターに関すること。 

(2)  地域支援事業に関すること。 

(3)  地域包括ケアシステムに関すること。 

(4)  養護老人ホーム入所等の措置に関すること。 

(5)  単身高齢者及び要援護高齢者等の高齢者福祉に関すること。 

(6)  高齢者の生きがいづくりに関すること。 

(7)  老人クラブに関すること。 

(8)  老人福祉施設に関すること。 

 

生活福祉事務所  

給付調整担当（℡31-4542） 

(1)  保護金品の給付及びこれに付随する経理に関すること。 

(2)  医療扶助及び介護扶助の運営に関すること。 

(3)  生活保護統計に関すること。 

(4)  生活保護返還金・徴収金の収納管理に関すること。 

(5)  課内他係の所管に属しないこと。 

第１担当、第２担当、第３担当、第４担当、第５担当、第６担当、第７担当、第８担当、第９担当、

第１０担当 

（℡31-4543,31-4544,31-4545,31-4546,31-4547,31-4201,31-5231,31-4202,31-4587,31-4562） 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護及び自立助長に関すること。 

(2) 生活困窮者自立支援法（平成２６年法律第１０５号）による自立支援に関すること。 

(3) 生活保護の申請、相談等に関すること。 

(4) 無料職業紹介事業に関すること。 

 

臨時・特例給付金対策室 

臨時・特例給付金対策担当（℡31-4500） 

(1)  臨時福祉給付金の給付事業に関すること。 

(2)  子育て世帯臨時特例給付金の給付事業に関すること。 

 

こども育成課  

こども未来づくり担当（℡31-4584） 

(1)  次世代育成支援に関すること。 

(2)  児童館及び児童センターに関すること。 

(3)  放課後児童健全育成事業に関すること。 

(4)  部内他課及び課内他係の所管に属しないこと。 

保育担当（℡31-4541） 

(1)  子ども・子育て会議に関すること。 

(2) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

(3) 公立保育所及び地域子育て支援拠点センターに関すること。 

(4)  私立保育所の育成指導に関すること。 

(5)  特別保育事業推進に関すること。 

(6)  保育所の入退所に関すること。 

(7)  保育所の保育料に関すること（総務部の所管に属するものを除く。）。 

(8)  私立幼稚園に関すること。 

 

こども支援課  

こども支援担当（℡31-4540・31-4204） 

(1)  児童手当に関すること。 

(2)  児童扶養手当に関すること。 

(3)  特別児童扶養手当に関すること。 
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(4)  災害遺児手当及び災害遺児卒業祝金に関すること。 

(5)  家庭児童相談室に関すること。 

(6)  助産施設における助産の実施に関すること。 

(7)  母子生活支援施設における保護の実施に関すること。 

(8)  要保護児童対策等に関すること。 

(9) 子育て支援事業に関すること。 

(10) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談、自立促進等に関すること。 

(11) ホームヘルパーに関すること。 

(12) 女性の保護、自立促進等に関すること。 

(13) その他児童、女性及びひとり親家庭等の福祉に関すること。 

 

健康推進課  

医療対策为幹（℡31-4524） 

(1)  地域医療の確保に関すること。 

(2)  その他こども保健部長が特に指示する事項に関すること。 

保健相談为幹 

(1)  母子及び成人保健に関すること。 

(2)  その他こども保健部長が特に指示する事項に関すること。 

健康づくり担当（℡31-4524，31-4525） 

(1)  健康づくり計画に関すること。 

(2)  感染症予防に関すること。 

(3)  予防接種に関すること。 

(4)  地域医療に関すること。 

(5)  母子保健に関すること。 

(6)  成人保健に関すること。 

(7)  その他保健に関すること。 

 

児童発達支援センター  

管理担当（℡44-3551） 

(1)  施設の管理に関すること。 

(2)  所内の経理に関すること。 

(3)  車両の運行に関すること。 

(4)  給食に関すること。 

(5)  児童発達支援に関すること。 

(6)  所内他係の为管に属さないこと。 

地域支援相談担当（℡44-3555・44-1033・44-6777） 

(1)  療育相談に関すること。 

(2)  児童発達支援に関すること。 

(3)  保育所等訪問支援に関すること。 

(4)  障害児相談支援事業に関すること。 

(5)  発達支援センター事業に関すること。 

(6)  発達障害支援に関すること。 

(7)  早期療育指導に関すること。 

(8)  児童相談所との連絡調整に関すること。 

野のはな園（℡44-1022） 

(1)  野のはな園の管理に関すること。 

(2)  児童発達支援に関すること。 

(3)  児童相談所との連絡調整に関すること。 

 

国民健康保険課  

保険担当（℡31-4527） 

(1)  国民健康保険運営協議会に関すること。 

(2)  国民健康保険の給付に関すること(課内他係の所管に属するものを除く。)。 

(3)  国民健康保険の医療費の適正化に関すること。 
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(4)  課内他係の所管に属しないこと。 

賦課担当（℡31-4528） 

(1)  国民健康保険料（以下、この項において「保険料」という。）の調査、決定及び賦課に関する

こと。 

(2)  国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。 

(3)  国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。 

(4)  保険料の減免に関すること。 

(5)  保険料の滞納者の措置に関すること。 

特定健診担当（℡31-4570） 

(1)  国民健康保険被保険者（以下、この項において「被保険者」という。）に係る特定健康診査に

関すること。 

(2)  被保険者に係る特定保健指導に関すること。 

(3)  被保険者に係る健康づくり事業に関すること。 

(4)  健康増進法施行規則(平成 15年厚生労働省令第 86号)第 4条の 2第 4号に規定する健康診査に

関すること。 

 

 医療年金課  
医療給付担当（℡31-4526） 

(1)  乳幼児等及びひとり親家庭等の医療費助成に関すること。 

(2)  重度心身障がい者の医療費助成に関すること。 

(3)  精神障がい者の入院医療費助成に関すること。 

(4)  後期高齢者医療制度に関すること（総務部の所管に属するものを除く。）。 

(5)  養育医療の給付に関すること。 

(6)  老人医療給付に関すること。 

(7)  課内他係の所管に属しないこと。 

年金担当（℡31-4532） 

(1)  国民年金保険料の免除に関すること。 

(2)  国民年金制度の啓発及び各種の年金相談に関すること。 

(3)  国民年金受給権裁定請求書の受理及び審査に関すること。 

(4)  国民年金に関する資格の取得、喪失及び異動届に関すること。 

(5)  老齢福祉年金の支給事務に関すること。 

(6)  特別障害給付金請求書等の受理及び審査に関すること 

 

阿寒町行政センター保健福祉課  
保健福祉担当（℡66-2120）     

(1) 地域福祉の推進に関すること。 

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。 

(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 

(4) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに法外援護等に関すること。  

(5) アイヌ福祉に関すること。 

(6) 社会福祉施設に関すること(別に定めるものを除く。)。 

(7) 災害援護に関すること。 

(8) 赤十字事業に関すること。 

(9) 福祉金庫資金に関すること。 

(10) 身体障がい者福祉に関すること。 

(11) 知的障がい者福祉に関すること。 

(12) 難病患者等福祉に関すること。 

(13) 特別障害者手当等の申請等の受付に関すること。 

(14) 障がい児・者(身体・知的・精神)の在宅支援に関すること。 

(15) 重度障がい者の交通費助成に関すること。 

(16) 障がい者等の援護旅費に関すること。 

(17) 在宅重度障がい児・者の援護に関すること。 

(18) その他障がい者福祉に関すること。 

(19) 生活保護に関すること。 

(20) 保育所の入退所に関すること。 

(21) 保育所の保育料に関すること。 
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(22) 児童手当に関すること。 

(23) 児童扶養手当に関すること。 

(24) 特別児童扶養手当に関すること。 

(25) 家庭児童相談に関すること。 

(26) 要保護児童対策等に関すること。 

(27) 子育て支援事業に関すること。 

(28) 助産施設における助産の実施に関すること。 

(29) 母子生活支援施設における保護の実施に関すること。 

(30) ホームヘルパーに関すること。 

(31) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談、自立促進等に関すること。 

(32) 女性の保護、自立促進等に関すること。 

(33) その他児童、女性及びひとり親家庭等の福祉に関すること。 

(34) 公立保育所の管理運営に関すること。 

(35) 災害遺児手当及び災害遺児卒業祝金に関すること。 

(36) 健康づくり計画に関すること。 

(37) 感染症予防に関すること。 

(38) 予防接種に関すること。 

(39) 地域医療に関すること。 

(40) 母子保健に関すること。 

(41) 成人保健に関すること。 

(42) 保健医療関係団体に関すること。 

(43) その他保健に関すること。 

(44) 介護保険の事業計画及び高齢者保健福祉計画に関すること。 

(45) 介護保険被保険者の資格に関すること。 

(46) 介護保険料に関すること。 

(47) 要介護認定及び要支援認定の申請の受付に関すること。 

(48) 介護保険の給付に関すること。 

(49) 居宅サービス計画等に関すること。 

(50) 要介護認定及び要支援認定の訪問調査に関すること。 

(51) 訪問介護事業に関すること。 

(52) 介護保険サービス事業に関すること。 

(53) その他介護保険に関すること。 

(54) 老人福祉施設に関すること。 

(55) 養護老人ホーム入所等の措置に関すること。 

(56) 地域包括支援センターに関すること。 

(57) 地域支援事業に関すること。 

(58) その他老人福祉に関すること。 

 

音別町行政センター保健福祉課  
保健福祉担当（℡01547-9-5151）    

(1)  地域福祉の推進に関すること。 

(2)  民生委員及び児童委員に関すること。 

(3)  戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 

(4)  行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに法外援護等に関すること。  

(5)  アイヌ福祉に関すること。 

(6)  社会福祉施設に関すること(別に定めるものを除く。)。 

(7)  災害援護に関すること。 

(8)  赤十字事業に関すること。 

(9)  福祉金庫資金に関すること。 

(10) 身体障がい者福祉に関すること。 

(11) 知的障がい者福祉に関すること。 

(12) 難病患者等福祉に関すること。 

(13) 特別障害者手当等の申請等の受付に関すること。 

(14) 障がい児・者(身体・知的・精神)の在宅支援に関すること。 

(15) 重度障がい者の交通費助成に関すること。 

(16) 障がい者等の援護旅費に関すること。 



9 

(17) 在宅重度障がい児・者の援護に関すること。 

(18) 障がい者のホームヘルプサービス事業者に関すること。 

(19) その他障がい者福祉に関すること。 

(20) 生活保護に関すること。 

(21) 児童手当に関すること。 

(22) 児童扶養手当に関すること。 

(23) 特別児童扶養手当に関すること。 

(24) 家庭児童相談に関すること。 

(25) 要保護児童対策等に関すること。 

(26) 子育て支援事業に関すること。 

(27) 助産施設における助産の実施に関すること。 

(28) 母子生活支援施設における保護の実施に関すること。 

(29) ホームヘルパーに関すること。 

(30) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の相談、自立促進等に関すること。 

(31) 女性の保護、自立促進等に関すること。 

(32) その他児童、女性及びひとり親家庭等の福祉に関すること。 

(33) 災害遺児手当及び災害遺児卒業祝金に関すること。 

(34) 介護保険の事業計画及び高齢者保健福祉計画に関すること。 

(35) 介護保険被保険者の資格に関すること。 

(36) 介護保険料に関すること。 

(37) 要介護認定及び要支援認定の申請の受付に関すること。 

(38) 介護保険の給付に関すること。 

(39) 居宅サービス計画等に関すること。 

(40) 要介護認定及び要支援認定の訪問調査に関すること。 

(41) 訪問介護事業に関すること。 

(42) 介護保険サービス事業に関すること。 

(43) その他介護保険に関すること。 

(44) 老人福祉施設に関すること。 

(45) 養護老人ホーム入所等の措置に関すること。 

(46) 生活支援ハウス運営事業に関すること。 

(47) 地域包括支援センターに関すること。 

(48) 地域支援事業に関すること。 

(49) 福祉保健センターに関すること。 

(50) その他老人福祉に関すること。 

(51) 健康づくり計画に関すること。 

(52) 感染症の予防に関すること。 

(53) 予防接種に関すること。 

(54) 地域医療に関すること。 

(55) 母子保健に関すること。 

(56) 成人保健に関すること。 

(57) 保健医療関係団体に関すること。 

(58) その他保健に関すること。 
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３ 福祉関係予算 

（1）一般会計予算（当初） 

区分 

年度 

一般会計予算額 うち福祉関係予算額 

金額 伸び率 金額 伸び率 構成比 市民 1人当り 

24 91,600,000 千円 -4.0％ 29,486,777 千円 -0.3％ 32.1％ 161,781円 

25 90,000,000 千円 -1.7％ 30,407,862 千円 3.1％ 33.7％ 168,098円 

26 92,200,000 千円 2.4％ 31,880,271 千円 4.8％ 34.6％ 178,213円 

27 96,400,000 千円 4.5％ 31,510,332 千円 -0.1％ 32.7％ 176,928円 

28 97,200,000 千円 0.8％ 33,001,708 千円 4.6％ 33.9％ 188,355円 

※ 福祉関係予算～福祉部・こども保健部予算（一部他部所管分含む） 

 

【福祉関係予算の科目別推移】                              （単位：千円） 

                年度 

科目 
24 25 26 27 28 

 

特定財源 

福祉関係予算 29,486,777 30,407,862 31,880,271 31,510,332 33,001,708 22,070,371 

  民生費 28,635,072 29,567,216 31,078,075 30,681,653 32,101,331 21,924,019 

    社会福祉費 4,272,905 4,806,740 5,734,165 5,939,815 7,021,039 5,372,507 

    老人福祉費 792,248 750,131 749,448 711,022 759,576 227,060 

    児童福祉費 6,282,693 6,497,522 6,977,165 6,853,869 7,068,434 4,913,908 

 
  

生活保護費 14,615,528 14,803,233 14,837,928 14,418,965 14,423,037 10,930,216 

  医療助成費 2,671,698 2,709,590 2,779,369 2,757,982 2,829,245 480,328 

  衛生費 851,705 840,646 802,196 828,679 900,377 146,352 

    保健衛生費 851,705 840,646 802,196 828,679 900,377 146,352 

  
 

総務費 533,577 542,115 511,368 528,247 512,808 125,546 

  予防費 318,128 298,531 290,828 300,432 387,569 20,806 

※ 一部他部所管分含む 

 

（2）介護保険特別会計予算（当初）                         （単位：千円） 
           年度 

科目 
24 25 26 27 28 

保険事業勘定予算 12,113,645 13,748,576 15,004,602 14,421,161 15,244,453 

 

総務費 394,481 621,850 501,805 419,376 513,633 

保険給付費 11,422,602 12,798,891 14,036,272 13,538,566 14,350,477 

地域支援事業費 288,497 322,961 334,577 335,618 375,216 

基金積立金 4,565 1,374 1,181 775 500 

諸支出金 3,500 3,500 4,627 4,627 4,627 

介護サービス事業勘定予算 109,444 110,191 126,140 122,199 124,986 

 総務費 15,107 15,414 9,162 8,696 7,877 

 サービス事業費 94,336 94,776 116,977 113,447 116,358 

 公債費 0 0 0 55 750 

 諸支出金 1 1 1 1 1 
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４ 福祉関係条例 
【地域福祉課】 

○釧路市福祉事務所設置条例 

○釧路市福祉金庫資金条例 

○釧路市災害弔慰金の支給等に関する条例 

○釧路市災害援護資金融資あっせん条例 

○釧路市アイヌ住宅新築資金等貸付条例 

○釧路市生活館条例 

○釧路市アイヌ共同作業所条例 

○釧路市社会福祉法人の助成に関する条例 

 

【障がい福祉課】 
○釧路市障害者等援護旅費助成条例 

○釧路市障害者教養文化体育施設条例 

   ○釧路市障害者施策推進協議会条例 

   ○釧路市身体障害者福祉センター条例 

 
【介護高齢課】 

○釧路市介護保険条例 

○釧路市長寿祝品贈呈条例 

○釧路市高齢者生きがい交流プラザ条例 

○釧路市老人福祉施設条例 

○釧路市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等に関する条例 

○釧路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

○釧路市地域包括支援センターの職員に係る基準等に関する条例 

○釧路市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等に関する条例 

 
【こども育成課】 

○釧路市児童館条例 

○釧路市保育に関する条例 

○釧路市子ども・子育て会議条例 

 

【こども支援課】 
○釧路市ホームヘルパー派遣条例 

○釧路市災害遺児手当条例 

 
【児童発達支援センター】 

○釧路市児童発達支援センター条例 

 
【国民健康保険課】 

○釧路市国民健康保険条例 
 

【医療年金課】 
  ○釧路市重度心身障がい者医療費助成条例 

  ○釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例 

  ○釧路市乳幼児等医療費助成条例 

  ○釧路市精神障がい者入院医療費助成条例 

○釧路市後期高齢者医療に関する条例 

 

【阿寒町行政センター保健福祉課】 
○釧路市阿寒町共同浴場条例 
○釧路市阿寒湖温泉子供交流館条例 
○釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例 
○釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例 

○釧路市阿寒町老人健康増進センター条例 

○釧路市老人憩の家条例 



12 

【音別町行政センター保健福祉課】 
 ○釧路市音別町社会福祉会館条例 

 ○釧路市音別町福祉保健センター条例 

 ○釧路市音別町認知症高齢者グループホームの設置及び管理運営に関する条例 

 
 
５ 福祉関係行政計画 

○新市建設計画 
  策定年月    平成 17年 2月 

  計画年次  平成 17年度～平成 32年度 

    策定趣旨  釧路市、阿寒町及び音別町が合併した後の新市のまちづくりを進めていくための基本方

針を定め、３市町の速やかな一本化を促進し、地域の均衡ある発展と住民福祉の向上を

図るための方策を示すために策定。 

   担当部署  都市経営課企画担当 

 

○釧路市総合計画 
   策定年月    平成 20年 3月 

   計画年次  平成 20年度～平成 29年度 

   策定趣旨  釧路市、阿寒町及び音別町の１市２町による合併により時代に即した市民サービスを提

供する体制や地域の持続的な発展を可能とする基盤を築いた。この上に自然と調和した

魅力と個性あふれるまちづくりを進め、都市機能が集積した物流、交通拠点である生産

都市としての特徴をさらに伸ばし、新たな価値を創造することにより、活気と賑わいに

満ちたまちづくりを進めるために本計画を策定。 

   担当部署  都市経営課企画担当 

 

○釧路市地域福祉計画（第２期） 
 策定年月  平成 25年 3 月 

計画年次  平成 25年度～平成 29年度 

策定趣旨  全ての人が住み慣れた地域で、個人が尊重され、心安らかに自立した生活を送るため、

市民や関係機関などの幅広い参加を得ながら様々な課題を解決するための仕組みづく

りや地域福祉推進の方向性を示すために策定。 

担当部署  地域福祉課地域福祉担当（℡31-4536） 

 

○はーとふるプラン（第３次釧路市障がい者福祉計画） 
 策定年月   平成 24 年 3月 

   計画年次   平成 25年度～平成 34年度 

   策定趣旨  障がいのある人もない人もともに社会・経済・文化などの幅広い分野にわたって活動す

る社会を目指すための、本市における障害者施策の基本的方向を示したもの。 

  担当部署    障がい福祉課障がい福祉担当（℡31-4537） 

 

○釧路市障がい福祉計画 
策定年月   平成 27年 2月 

   計画年次   平成 27年度～平成 29年度 

   策定趣旨  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 88 条に基づく計画で、

1.福祉施設の入所者の地域生活への移行 2.地域生活支援拠点等の整備 3.福祉施設から一

般就労への移行 4.福祉的就労の工賃水準の向上の 4 つについて成果目標を定め、目標達

成に必要と見込まれる「障害福祉サービス」「地域生活支援事業」について、必要なサー

ビス量の確保のための方策について定めるとともに、必要なサービスの基盤を着実に整

備していくことを目的としています。 

  担当部署    障がい福祉課障がい福祉担当（℡31-4537） 

 
○いきいき健やか安心プラン（釧路市高齢者保健福祉計画・釧路市介護保険事業計画） 

  策定年月  平成 27年 3月 

  計画年次  平成 27年度～平成 29年度 

  策定趣旨  「釧路市高齢者保健福祉計画」は、長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉の構築を目指

し、基本的な政策目標を設定するとともに、地域における高齢者の保健福祉サービス全
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般にわたる供給体制の確保など、その実現に向けて取り組むべき施策を明らかにするも

のとして策定。 

        「釧路市介護保険事業計画」は、地域の要介護者がその有する能力に応じて自立した日

常生活が営まれるよう、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を計画的に定めるも

ので、高齢者保健福祉計画と一体的に策定。 

 担当部署  介護高齢課介護保険担当（℡31-4598） 

 

○よちよちキッズ てくてくプラン（釧路市子ども・子育て支援事業計画） 

 策定年月   平成 27 年 2月 

   計画年次   平成 27年度～平成 31年度 

   策定趣旨  小学校就学前の子どもの教育・保育および地域の子ども・子育て支援の提供体制の確保

等に関し定め、併せて、次世代育成支援対策推進法に基づく次期「次世代育成支援対策

地域行動計画」としても位置付け、総合的かつきめ細やかな子ども・子育て支援を推進

するために策定。 

  担当部署    こども育成課保育担当（℡31-4541） 

 

○釧路市ひとり親家庭自立促進計画（第４次） 
  策定年月  平成 28年 3月 

  計画年次  平成 28年度～平成 32年度 

  策定趣旨  国の「基本方針」及び「北の大地☆子ども未来づくり北海道計画」に則した、母子及び

父子並びに寡婦福祉法第 12 条の規定による「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上の

ための措置に関する計画」に基づき、ひとり親家庭の福祉増進を目的とした支援策を体

系的に明確化したもの。 

  担当部署  こども支援課こども支援担当（℡31-4204） 

 

○健康くしろ２１第 2 次計画 

 策定年月   平成 26 年 3月 

   計画年次   平成 26年度～平成 34年度 

   策定趣旨  乳幼児から高齢者まですべての市民が健康で心豊かに生活できる活力ある社会とするた

め、早世の減尐、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現する。 

  担当部署    健康推進課健康づくり担当（℡31-4524） 

 

 
６ 福祉関係審議会等 

福祉関係の審議会、委員会などの附属機関や政策形成に関係する委員会は、下表のとおりです。 

 

名称 为な審議内容 開催頻度 
委員

数 
担当課 

釧路市社会福祉委員会 
本市の社会福祉行政の適正執行を期

すための意見を頂く。 年 3回 42 地域福祉課 

釧路市民生委員推薦会 
民生委員の選任 

随 時 7 地域福祉課 

釧路市地域福祉計画策定市民

委員会 

釧路市地域福祉計画の策定及び推進

について 
年 1回 

（計画策定 

年度は 5 回

程度） 

20 地域福祉課 

釧路市障害支援区分等審査会 
障害支援区分等の審査判定 

月 2回 10 
障がい福祉

課 

障害者施策推進協議会 
障害者の福祉に関する施策の推進につ

いて等 
年 1回 25 

障がい福祉

課 

釧路市老人ホーム入所判定会

議 
老人ホーム入所措置の検討 随 時 7 介護高齢課 
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釧路市介護認定審査会 要介護認定の審査判定 週 4～5回 90 介護高齢課 

釧路市高齢者保健福祉・介護

保険事業計画策定市民委員会 

保健・福祉・医療の一体的な福祉施策

を推進し、福祉向上を図る高齢者保健

福祉計画と介護保険事業計画の策定

に関し、幅広い関係者から広く意見・

要望等を求めるもの。 

年 1回 

（計画策定 

年度は 10回程

度） 

26 介護高齢課 

釧路市地域包括支援センター

運営協議会 

地域包括支援センターの適切な運営、

公正・中立性の確保、その他センター

の円滑かつ適正な運営を図るための

協議 

年 2回程度 10 介護高齢課 

釧路市地域密着型サービス等

運営委員会 

地域密着型サービスの指定等に関し

意見を求めるとともに、サービスの質

の確保、運営評価、その他適正な運営

の確保を図るための協議を行うもの。 

年 2回程度 10 介護高齢課 

釧路市子ども・子育て会議 
釧路市子ども・子育て支援事業計画の

進捗状況等について審議 

平成 27年度

年 3回開催 
20 

こども育成

課 

釧路市発達障害者支援連絡調

整会議 
発達障害者支援について 年 1回 11 

児童発達支

援センター 
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第３章 福祉の現状と施策の実施状況 
第１節 保健・医療の充実  
【現況】 

１ 人口動態及び衛生統計【健康推進課】   

 

（１）人口動態総覧（平成 25年）  資料：平成 26 年版釧路・根室地域保健情報年報 / 空欄はデータ

無し 
 全国 全道 釧路市 

人口構成比 100.0 4.3 0.1 

出生率 

(人口千対) 

8.2 7.1 6.6 

死亡率 

(人口千対) 

10.1 11.0 11.5 

自然増加率 

(人口千対) 

△1.9 △3.9 △4.9 

低出生体重児出生率 

(出生千対) 

95.8 97.5 131.1 

乳児死亡率 

(出生千対) 

2.1 2.2 1.7 

新生児死亡率 

(出生千対) 

1.0 1.1 1.7 

周産

期 

死亡

率 

総数 3.7 3.6 3.5 
妊娠満 22 週以降 

死産(出産千対) 
3.0 2.7 1.7 

早期新生児死亡 

(出生千対) 
0.7 0.9 1.7 

死産

率 

(出産

千対) 

総数 22.9 28.8 20.4 

自然 10.4 10.1 10.2 

人工 12.5 18.7 10.2 

婚姻率 

(人口千対) 
5.3 4.9 5.0 

離婚率 

(人口千対) 

1.84 2.09 2.34 

 

 

（２）为要死因別死亡数及び死亡率（人口 10万対）（平成 25年）資料：平成 26 年版釧路・根室地域保健情

報年報 

 
全 国 全 道 釧路市 

死亡数 率 死亡数 率 死亡数 率 

死亡総数 1,268,436 1,009.1 59,432 1,091.3 2,016 1,119.9 

結核 2,087 1.7 60 1.1 5 2.8 

悪性新生物 364,872 290.3 18,453 338.8 694 385.5 

糖尿病 13,812 11.0 674 12.4 28 15.6 

心疾患(高血圧性を除く) 196,723 156.5 9,496 174.4 325 180.5 

脳血管疾患 118,347 94.1 4,977 91.4 143 79.4 

肺炎 122,969 97.8 5,763 105.8 184 102.2 

老衰 69,720 55.5 2,320 42.6 93 51.7 

不慮の事故 39,574 31.5 1,281 23.5 53 29.4 

自殺 26,063 20.7 1,145 21.0 44 24.4 

交通事故(再掲) 6,060 4.8 254 4.7 7 3.9 

 

 

 

 

     全 国 全 道 釧路市 

人口（25年3月31日現

在）    

128,373,87

9 

5,465,45

1 
180,893 

出生数 

総数 1,029,816 38,190 1,152 

男 527,657 19,558 580 

女 502,159 18,632 572 

死亡数 

総数 1,268,436 59,432 2,016 

男 658,684 30,976 1,109 

女 609,752 28,456 907 

自 然 

増加数 

総数 △238,620 △21,242 △864 

男 - - - 

女 - - - 

低出生 

体重児

数 

総数 98,624 3,722 151 

男 44,697 1,661 60 

女 53,927 2,061 91 

乳 児 

死亡数 

総数 2,185 85 2 

男 - - - 

女 - - - 

新生児 

死亡数 

総数 1,026 43 2 

男 - - - 

女 - - - 

周産期 

死亡数 

総数 3,862 138 4 
妊娠満22週 
以降死産 3,110 104 2 

生後1週未 
満 死 亡 752 34 2 

死産数 

総数 24,102 1,134 24 

自然 10,938 398 12 

人工 13,164 736 12 

婚 姻 件 数 660,613 26,330 877 

離 婚 件 数 231,383 11,285 412 
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（3）死因順位及び構成比（平成 25年）資料：平成 26 年版釧路・根室地域保健情報年報 
 全 国 全 道 釧路市 

第１位 

死 因 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 

実 数 364,872 18,453 694 

構成比 28.7% 31.0% 34.4% 

第２位 

死 因 心疾患 心疾患 心疾患 

実 数 196,723 9,496 325 

構成比 15.5% 15.9% 16.1% 

第３位 

死 因 肺炎 肺炎 肺炎 

実 数 122,969 5,763 184 

構成比 9.6% 9.6% 9.1% 

第４位 

死 因 脳血管疾患 脳血管疾患 脳血管疾患 

実 数 118,347 4,977 143 

構成比 9.3% 8.3% 7.0% 

第５位 

死 因 老衰 老衰 老衰 

実 数 69,720 2,320 93 

構成比 5.4% 3.9% 4.6% 

第６位 

死 因 不慮の事故 腎不全 腎不全 

実 数 39,574 1,609 63 

構成比 3.1% 2.7% 3.1% 

第７位 

死 因 自殺 不慮の事故 不慮の事故 

実 数 26,063 1,281 53 

構成比 2.0% 2.1% 2.6% 

第８位 

死 因 腎不全 自殺 自殺 

実 数 25,101 1,145 44 

構成比 2.0% 1.9% 2.1% 

第９位 

死 因 肝疾患 糖尿病 糖尿病 

実 数 15,930 674 28 

構成比 1.2% 1.1% 1.3% 

第 10位 

死 因 糖尿病 肝疾患 肝疾患 

実 数 13,812 639 21 

構成比 1.0% 1.0% 1.0% 

 

   

（4）年次別人口動態総覧（釧路市）   資料：平成 26 年版釧路・根室地域保健情報年報 

 区分 

 

年度 

出    生 死    亡 自然増加 乳児死亡 死    産 婚    姻 離    婚 

実数 
人口

千対 
実数 

人口 

千対 
実数 

人口

千対 
実数 

出生

千対 
実数 

出産

千対 
実数 

人口

千対 
実数 

人口

千対 

21 1,378 7.6 1,878 10.3 △500 △2.8 6 4.4 35 24.8 970 5.3 460 2.53 

22 1,334 7.4 1,912 10.6 △578 △3.2 7 5.2 29 21.3 960 5.3 471 2.6 

23 1,284 7.2 1,939 10.8 △655 △3.6 5 3.9 21 16.1 840 4.7 437 2.43 

24 1,239 7.0 2,028 11.4 △789 △4.4 - - 26 20.6 824 4.6 442 2.48 

25 1,152 6.6 2,016 11.5 △864 △4.9 2 1.7 24 20.4 877 5.0 412 2.34 
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【施策の実施状況】 

１ 健康づくりの推進 

（1）健康まつり【健康推進課】 

市民が自分の健康について「知る」「気づく」「考える」ことができる体験型健康イベント及び保健

事業の包括的事業として実施する。 
 

〔平成 27年度実施内容〕 
ステージイベント 
・高齢者歯のコンクール８０２０表彰式・健康川柳表彰式・ＤＡＮＣＥで健康づくり・志茂田景
樹氏による絵本の読み聞かせ 

フロアーイベント 
ヘルシー相談、体力測定、生命のコーナー、こどもの広場、歯のコーナー、おくすりなんでもコ
ーナー、栄養相談コーナー、運動指導～膝・腰弱っていませんか？～、リハビリテーションコー
ナー、看護コーナー、がんパネル展・大腸がんクイズラリー・生活習慣病パネル展・BON-SCO、
なんでも医療相談コーナー！！、はり・灸体験コーナー、アロマテラピー・ハンドリフレクソロ
ジー体験コーナー、難病相談、お酒とからだの悩み相談コーナー、健康くしろサポータークラブ
のコーナー、AEDコーナー、タッチパネル式｢物忘れ相談｣体験コーナー、血糖測定＆血管年齢チ
ェックコーナー、医療・介護保険制度相談コーナー、医療被ばく相談、健康に効く！いも（キク
イモ）！、食事バランスチェックコーナー 

ロビーのイベント 
 総合案内、ヘルシースタンプラリー、福祉バザー（全 4施設）、釧路市健康を守る会のコーナー、
臓器提供意思表示カード普及コーナー、腎臓元気度チェック！、薬物乱用は「ダメ！ゼッタイ。」 

２階３階他のイベント 
HIV 抗体検査会（2階）、動脈硬化測定コーナー（3階）、胃がん検診（前庭）、肺がん検診（前
庭）、大腸がん検診（前庭）、ＣＴ検診（前庭）、図書館バス(前庭)  
 

〔年度別参加状況〕 

年度 開催日 来場者数 延参加者数 従事者数 

23 平成 23年 10月 16 日（日） 1,062 人 12,902 人 520人 

24 平成 24年 10月 14 日（日） 938人 12,393 人 474人 

25 平成 25年 10月 20 日（日） 717人 10,398 人 462人 

26 平成 26年 10月 19 日（日） 749人 11,543 人 491人 

27 平成 27年 10月 18 日（日） 981人 12,120 人 477人 

 

２ 保健予防対策の充実 

（1）妊婦保健対策事業 

母子の健全育成を図るため、妊娠期や産後を通して母子の健康管理(母子健康手帳交付、妊婦健

診費用の一部助成、保健相談など）を行っています。 

 

① 母子健康手帳の交付【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

妊娠中の健康状態や出生後の児の状態を記載することにより、妊婦自身が母子の健康管理を行え

るようにするため、母子健康手帳を交付しています。 

また、手帳の交付により、妊婦を早期に把握し適切な保健サービスを提供しています。 

 
〔年度別母子健康手帳交付数及び妊娠届出数〕 
      区分 

年度 

母 子 健 康 手 帳 交 付 数 
妊娠届出数 

総 計 新 規 交 付 数 再交付数 

23 1,326冊 1,297冊 双胎 20組 品胎 0組 29冊 1,277 人 

24 1,257冊 1,222冊 双胎 15組 品胎 0組 35冊 1,207 人 

25 1,230冊 1,209冊 双胎 16組 品胎 0組 21冊 1,193 人 

26 1,224冊 1,206冊 双胎 9組 品胎 0組 18冊 1,198 人 

27 1,217冊 1,194冊 双胎 12組 品胎 1組 23冊 1,180 人 

 

② 妊婦一般健康診査【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

安全な出産と健康な児の出生を図るため、妊娠中の定期的な健康診査を実施することにより、異

常の早期発見・早期治療に努めています。 
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〔年度別妊婦一般健康診査票交付状況〕 

 年度 妊婦一般健康診査票発行数 

23 （計） 18,113 枚 （初回） 1,278枚 （2～14回） 16,835枚 

24 （計） 17,161 枚 （初回） 1,205枚 （2～14回） 15,953枚 

25 （計） 17,154 枚 （初回） 1,198枚 （2～14回） 15,956枚 

26 （計） 17,051 枚 （初回） 1,198枚 （2～14回） 15,853枚 

27 （計） 16,939 枚 （初回） 1,184枚 （2～14回） 15,755枚 

 

〔年度別妊婦一般健康診査受診状況〕 

 年度 妊婦一般健康診査受診数 
受診結果 

要経過観察等件

数 

（再掲） 

償還払い申請数／延

数 

23 （計） 13,500 人 （初回） 1,241人 （2～14回） 12,259人 321件 115/566 

24 （計） 13,349 人 （初回） 1,186人 （2～14回） 12,163人 290件 110/542 

25 （計） 13,543 人 （初回） 1,184人 （2～14回） 12,359人 235件 107/517    

26 （計） 13,540 人 （初回） 1,180人 （2～14回） 12,360人 195件 95/491   

27 （計） 12,992 人 （初回） 1,159人 （2～14回） 11,833人 181件 114/647   

 

（2）特定不妊治療費助成事業(新規) 

   特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受ける方の経済的負担を軽減するため、北海道の実施

する特定不妊治療費助成の決定を受けた方を対象に、治療費の一部を助成しています。 

 

（3）母子健康教育事業 

育児に関する適切な知識と理解を深め、乳幼児と保護者の健康の保持増進を図るため、健康教育

や子育てサークル支援事業などを行っています。 

 

① マタニティ講座【健康推進課】 

妊娠、出産、育児に関する正しい知識の普及を図り、不安や悩みを解消し様々な育児の問題に対

して、対処していく力を身につけることができるよう援助しています。 

 
〔年度別実施状況〕                         

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

（釧路） 
実施回数 6回 10回 8回 8回 8回 

受講者数 86人 249人 263人 278人 230人 

※1 20年度より釧路地区でのみ実施、阿寒地区は妊婦相談会として実施 

※2 平成 23年度 1回目 4月 17 日は、津波被害のため中止。 

※3 平成 23年度より、日曜講座のみの実施となり、妊婦に同伴者を加えた総数を計上。 

※4 平成 24年度より実施の子育て支援拠点センター見学は上記の数に含まず。 

 

② 地域健康教育【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

母性及び育児についての正しい知識と理解を深め、健康の保持増進を図ります。 

 
〔年度別実施状況〕                  

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

実施回数 45 回 55回 39回 25回 17回 

受講者数 674 人 914人 566人 334人 300人 

 

③ 思春期保健事業【健康推進課 健康づくり担当、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

青尐年が自己肯定感を育み、自己決定し、責任ある行動を取れるよう、幼・小・中・高校生やそ

の保護者・関係職種に、望まない妊娠や性感染症の予防等正しい性知識の普及啓発を行っています。 

 

 

 

 



19 

〔年度別実施状況〕 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

実施回数 41 回 42回 42回 47回 37回 

受講者数 4,668 人 4,597人 4,658人 4,239人 3,884人 

 

 

④ 子育て教室【阿寒町行政センター保健福祉課】 

乳幼児期の子を持つ母親の育児不安を解消するため、母親同士が交流できる場を設け、親子あそ

びの体験や育児に関する学習を行っています。 

 

〔年度別実施状況〕       

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

延実施回数 23回 22回 22回 21回 22回 

実参加組数 82組 67組 44組 47組 55組 

延参加組数 266 組 211組 136組 113組 173組 

※なお、上記の表のうち２１年～２２年までは釧路地区実施分も含む。釧路地区分は平成２４年度から

子育て支援センターに業務移行。 

 

⑤ 21's club【健康推進課】 

3 歳児健康診査によって子供への関わり方や子供の発育・発達等に関する育児支援が必要と認め

られた母子を対象として、子どもの健全な発達や養育の改善を促すため、遊びを仲立ちとして発育

や発達に関する学習を行っています。 

 
〔年度別実施状況〕 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

回  数 14回 18回 18回 17回 18回 

対象者数 
実数 24人 34人 24人 21人 32人 

延数 195 人 290人 224人 237人 300人 

参加組数 
実数 24組 33組 24組 21組 32組 

延数 128 組 181組 137組 157組 175組 

※平成 23年度は、東日本大震災による津波の影響により、4～5月の計 4回の教室開催を中止した。 

※平成 26年度は、年 18回実施予定のところ参加者が全員欠席により教室開催を 1 回中止した。 

 

⑥ サークル支援事業【阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

母と子のコミュニケーションを深め、子どもの心と身体の発達を促すとともに、母親同志の交流を通し

て育児不安を解消するなど、育児の仲間づくりを目指した自为グループ活動の支援を行っています。 

 

⑦ わくわくセミナー【音別町行政センター保健福祉課】 

幼児とその保護者を対象に、子どもの遊びと食生活について学ぶことにより、適切な日常生活、

食生活の注意とその実践ができるよう支援しています。 

 
〔年度別実施状況〕 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

実施回数 2回 3回 3回 3回 3回 

参加組数 9組 17組 8組 13組 12組 

参加延組数 13組 22組 15組 22組 27組 

食生活改善推進員 9人 8人 10人 15人 14人 

 

⑧ 親と子の料理教室【音別町行政センター保健福祉課】 

小学 1～6 年生と保護者を対象に、親と子が一緒に料理をすることにより、学童期における食事

の重要性を理解し、適切な食生活を身につけることができるよう支援しています。 
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〔年度別実施状況〕 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

実施回数 2回 2回 2回 2回 2回 

参加組数 9組 17組 10組 12組 16組 

参加延組数 12組 24組 17組 17組 25組 

食生活改善推進員延数 10人 8人 12人 13人 13人 

 

（4）乳幼児健康診査事業【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

乳幼児の健やかな成長や発達を促すため、発育・発達の節目に健康診査を実施し、発育発達の問

題や疾病を発見した場合に治療・療育・保健に関する指導を実施しています。 

また、保護者が安心して子育てできるよう支援するため、子育て相談を行っています。 

 

① 4ヵ月児健康診査 

疾病・障害を早期に発見し、治療や療育を援助するため、为に 4ヵ月児を対象として、健康と発

達を確認するとともに、育児の充実についての助言を行っています。 

 

〔年度別実施状況〕                         

   区分 

年度 

実 施 

回 数 
対象数 a 

受   診   数 受診率

b/a*100 新 b 再 延 

23 33回 1,270人 1,232人 31人 1,263人 97.0％ 

24 33回 1,238人 1,198人 99人 1,297人 96.8％ 

25 33回 1,152人 1,122人 68人 1,190人 97.4％ 

26 33回 1,113人 1,102人 71人 1,173人 99.0％ 

27 32回 1,101人 1,090人 58人 1,148人 99.0％ 

 

② 9～10ヵ月児健康診査 

  乳児期前後で発見されなかった疾病・異常の問題等を発見し、治療・療育に対応した栄養・育児

等を実施して乳児期の健やかな成長発達に資するため、9～10 ヵ月児を対象として健康診査を実施

しています。 

 
〔年度別実施状況〕                         

区分 

年度 

対象者 

a 

集団 

実施回数 

受診数 受診率 

集団 個別 計 b b/a*100 

23 1,320人 9回 30人 1,164 人 1,194人 90.5％ 

24 1,276人 9回 26人 1,112 人 1,138人 89.2％ 

25 1,160人 8回 27人 1,005 人 1,032人 89.0％ 

26 1,150人 9回 20人 1,019 人 1,039人 90.3％ 

27 1,137人 9回 25人 1,006 人 1,031人 90.7％ 

 

③ 1歳 6ヵ月児健康診査 

1 歳までの健診で発見できなかった軽度の運動・知能・言語・視聴覚の障がいを発見し、療育・

相談など継続的援助を行うとともに、精神行動発達上の問題や正しい育児について指導助言するた

め、1歳 6ヵ月児～2 歳未満児を対象として、健康診査を実施しています。 

 
〔年度別実施状況〕                               

     区分 

年度 
回数 

対象数 

a 

受診数 受診率 歯 科 

健 診 

歯 科 

相 談 新 b 再 延 b/a*100 

23 39回 1,339人 1,277人 73人 1,350人 95.4％ 1,277人 215人 

24 39回 1,293人 1,231人 90人 1,321人 95.2％ 1,231人 226人 

25 35回 1,246人 1,196人 140人 1,336人 96.0％ 1,196人 232人 

26 36回 1,136人 1,109人 148人 1,257人 97.6％ 1,109人 261人 

27 36回 1,150人 1,100人 141人 1,241人 95.7％ 1,100人 216人 

 

 

 



21 

④ 3歳児健康診査 

3 歳児に多角的な健康診査を行い、疾病・異常・発育や、視覚・聴覚・運動・精神発達等の障が

いの早期発見と適切な医療・療育を図り、心身障がいの進行を未然に防止するとともに、う蝕の予

防、発育や栄養、生活習慣、その他育児に関する保健指導を行い、幼児の健康保持増進、及び健全

な育成を図るため、3 歳から 4歳未満の児を対象として、健康診査を実施しています。 

 
〔年度別実施状況〕                               

区分 

年度 
回数 

対象数 

a 

受診数 受診率 歯 科 

健 診 

歯 科 

相 談 新 b 再 延 b/a*100 

23 42回 1,334人 1,234人 57人 1,291人 92.5％ 1,234人 225人 

24 42回 1,335人 1,242人 69人 1,311人 93.0％ 1,240人 222人 

25 39回 1,320人 1,242人 83人 1,325人 94.1％ 1,240人 240人 

26 39回 1,243人 1,184人 122人 1,306人 95.3％ 1,184人 216人 

27 39回 1,182人 1,134人 215人 1,349人 95.9％ 1,133人 224人 

 

（5）母子健康相談事業 

乳幼児の発育・発達について理解することにより、子育てについての悩みや不安を軽減し、心身

ともにすこやかに子育てできるようにするため、保健師・栄養士による相談を行っています。 

 

① 妊産婦相談【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

妊娠中の健康管理、健やかな児の出生を図るため、妊娠届出者やその家族を対象として、保健師

が妊娠中の生活や栄養などについて個別の相談を行っています。 

 

② 6～7ヵ月児育児相談 

児の健やかな成長を図るため、6～7ヵ月児を対象として、心身の発達と健康に関する個別の育児

指導を行っています。 

 
〔年度別実施状況〕                   

   区分 

年度 
回数 対象数 

利 用 数 

新 再 計 

23 52回 1,292人 1,194人 0人 1,194人 

24 50回 1,237人 1,146人 0人 1,146人 

25 47回 1,137人 1,062人 1人 1,063人 

26 44回 1,158人 1,107人 1人 1,108人 

27 42回 1,129人 1,052人 0人 1,052人 

 

（6）母子訪問指導事業【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

母子の健康保持増進を図るため、個別の生活指導を必要とする家庭を対象として、保健師・助産

師・栄養士が、家庭を訪問し生活状況を確認しながら、発育・栄養・生活環境・疾病予防などに関

する相談・助言を行っています。 

 

〔年度別訪問実施状況（保健師・栄養士・助産師）〕               

区分 

年度 
妊産婦 未熟児 

未熟児以

外の乳児 
幼児 その他 計 

23 
実数 1,310 人 65人 1,243 人 345人 19人 3,000人 

延数 1,375 人 71人 1,296 人 548人 28人 3,353人 

24 
実数 1,222 人 49人 1,213 人 372人 74人 2,930人 

延数 1,259 人 53人 1,304 人 668人 212人 3,496人 

25 
実数 1,147 人 50人 1,156 人 391人 162人 2,906人 

延数 1,163 人 50人 1,243 人 600人 317人 3,373人 

26 
実数 1,177 人 44人 1,203 人 312人 168人 2,904人 

延数 1,187 人 47人 1,312 人 514人 384人 3,444人 

27 
実数 1,107 人 21人 1,126 人 199人 255人 2,708人 

延数 1,148 人 24人 1,194 人 281人 391人 3,038人 

 



22 

（7）乳幼児むし歯予防事業【健康推進課・阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

乳幼児のむし歯の発生の予防を図るため、幼児（1 歳 8 ヶ月児～2 歳 8 ヶ月児）を対象としてフ

ッ素塗布を行っています。 

 
〔年度別フッ素塗布及び口腔衛生指導実績〕                 

        年度 

区分 
23 24 25 26 27 

対象者数（受診券送付数） 2,871人 2,757人 2,742人 2,440人 2,464人 

受診者数 1,648人 1,554人 1,367人 1,300人 1,177人 

内 訳 フッ素塗布 1,648人 1,554人 1,367人 1,300人 1,177人 

 

（8）口腔衛生指導事業【音別町行政センター保健福祉課】 

口腔衛生に対する正しい知識をもち、健全な生活習慣・食習慣を身につけ実践することにより、

虫歯・歯周病疾患の発生を予防しています。 

 

〔年度別事業実績〕                      
    区分 

年度 
回数 延人数 小学 1年生 小学４年生 中学生 

23 3回 40人 16人 12人 12人 

24 3回 45人 16人 13人 16人 

25 2回 35人 12人 9人 14人 

26 2回 34人 6人 16人 12人 

27 2回 35人 12人 14人 9人 

 

 (9) 健康診査【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

疾病を早期に発見し早期治療につなげることにより、疾病の予防や進行の防止、生涯にわたる健

康の増進を図るため、職場などで健康診断を受ける機会のない 40歳以上の市民（子宮頸がん検診は

20歳以上）を対象として、検診を実施しています。（②③は、対象者に個別通知） 

 
〔健康診査の概要〕 

種類 対象 受診間隔 为な検査内容 

① 肝炎ウイルス

検診 

40 歳以上(過去に受

診したものを除く) 
- 

血液検査（Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検

査） 

② 歯周病検診 40・50・60・70 歳 - 歯周組織検査 

③ 総合がん検診 40・50・60・70 歳 - 
男性：④～⑥のがん検診 

女性：④～⑧のがん検診 

④ 胃がん検診 40 歳以上 1 年に 1回 エックス線間接撮影 

⑤ 肺がん検診 40 歳以上 1 年に 1回 エックス線間接撮影、喀痰細胞診 

⑥ 大腸がん検診 40 歳以上 1 年に 1回 便潜血検査 

⑦ 乳がん検診 40 歳以上（偶数年齢） 2 年に 1回 マンモグラフィ 

⑧ 子宮頸がん検診      20 歳以上（偶数年齢） 2 年に 1回 頸部細胞診 

⑨ 若者健診 
(生活習慣病予防健

診) 
18～39歳 1 年に 1回 

身体計測・血圧・血液検査・尿検査・

診察 

※ 市が実施してきた基本健康診査(元気健診)は平成 19 年度で終了 

 ※ 平成 20年度から各医療保険者が特定検診・特定保健指導を実施 
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(10) 健康教育【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

生活習慣病の予防や介護を要する状態となることの予防、その他健康に関する正しい知識の普及

を図るとともに、適切な支援により、セルフケア能力を高め市民の健康の保持・増進に資すること

を目的に実施しています。 

 

 ① 成人健康教育 

 
〔年度別実施状況〕健康増進事業分 

  

② 健康づくりサポーター養成講座【健康推進課】 ①と別掲  

住民が为体的に健康づくりを行うことの必要性や重要性について認識し、地域で住民のリーダー

となり健康づくりを実践できるサポーターを養成する講座。 

 

〔年度別参加状況〕  
 

 

 

 

※ 平成 23、24年度は休止。平成 25年度からは隔年実施。 

 

③ からだスッキリ教室【音別町行政センター 保健福祉課】①の再掲 

生活習慣病予防のための正しい知識を普及し、各自が予防への関心を高め、望ましい保健行動が

とれることにより、健康づくりの推進を図るため 18歳以上の住民を対象に開催。 

 
〔年度別参加状況〕平成 20 年度から開始 

    年度 

区分 
23 24 25 26 27 

回数 6回 6回 8回 8回 8回 

参加実人数 13人 12人 11人 6人 9人 

参加延人数 44人 57人 57人 41人 60人 

 

 

(11) 健康相談【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な助言指導を行い、家庭生活における健康管理に資

するために行っています。 
 

〔年度別実施状況（健康増進事業分）〕 

年度 

 区分 

23 24 25 26 27 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

重点健康相談 87回 688人 40回 681人 66回 412人 50回 282人 41回 352人 

総合健康相談 120回 2,324人 89回 929人 97回 613人 52回 384人 37回 351人 

計 207回 3,012人 129回 1,610人 163回 1,025人 102回 666人 78回 703人 

 

〔年度別実施状況（18～39歳）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

区分 

23 24 25 26 27 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

集団健康教育 95回 1,534人 77回 1,651人 65回 
1,399

人 
61回 

1,199

人 
67回 1,074人 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

回数   5回  5回 

延参加人数   74人  43人 

    年度 

区分 
23 24 25 26 27 

回数    122回 112回 

人数    338人 424人 
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〔年度別実施状況（精神保健分）・・酒害相談含む〕 ※下記には電話相談を含まず 

 

 

 

 

 

(12) 歯科保健推進事業【健康推進課、阿寒町、音別町行政センター保健福祉課】 

う蝕や歯周病による歯の喪失を防ぎ、生涯にわたり健全な咀嚼能力を維持することにより、健や

かで豊かな生活をめざす「８０２０運動」の理想を実現するため、歯科保健に関する意識向上・知

識の普及啓発を行っています。 
※ ８０２０（ハチ・マル・ニイ・マル）運動：平成元年、厚生省と日本歯科医師会が提唱した「80歳

になっても 20本以上自分の歯を保とう」という为旨の運動。   

平成２３年度「お口の健康を考えよう！」 広報くしろ３月号掲載 

 平成２４年度「お口の健康を考えよう！」 “いきいき家族に聞きました”広報くしろ１２月号掲

載 

 平成２５年度「お口の健康を考えよう！」 “妊娠中のお口の健康を考えよう”広報くしろ９月号

掲載 

 平成２６年度「子どもの虫歯予防は家族みんなの協力が必要です！虫歯になりにくい食生活習慣を考え

ましょう」「それぞれの世代でできる、歯と口の健康を考えよう！」 広報くしろ８月号掲載 

平成２７年度「それぞれの世代でできる、歯と口の健康を考えよう！」子ども編 フッ化物洗口に

ついて 広報くしろ９月号掲載 

 

（13）訪問指導【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

保健指導が必要であると認められる者及びその家族に対して、保健師などが訪問して、その健康

に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行い、これらの者の心身の低下の防止と健康の保持

増進を図ることを目的として実施しています。 

 

〔成人訪問指導実施状況〕                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔精神保健福祉関係実績〕 
    区分 

 

年度 

計 

内                訳 

老人精神 

保健 
社会復帰 アルコール 薬物 思春期 

心の健康 

づくり 
その他 

23 
実数 7人 0人 2人 0人 0人 0人 1人 4人 

延数 22人 0人 4人 0人 0人 0人 3人 15人 

24 
実数 5人 0人 3人 0人 0人 0人 0人 2人 

延数 11人 0人 5人 0人 0人 0人 0人 6人 

25 
実数 6人 1人 2人 1人 0人 0人 1人 1人 

延数 17人 2人 8人 1人 0人 0人 3人 3人 

26 
実数 2人 0人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 

延数 4人 0人 3人 1人 0人 0人 0人 0人 

27 
実数 3人 0人 3人 0人 0人 0人 0人 0人 

延数 6人 0人 6人 0人 0人 0人 0人 0人 

    年度 

区分 
23 24 25 26 27 

回数 145 回 173回 94回 143回 128回 

人数 157 人 230人 136人 150人 145人 

区分 

 

年度 
計 

          内    訳 

要指導者 
閉じこも 

り予防 
介護家族 

寝たき 

り者 

認知症 

老人 
その他 

23 
実数 6人 4人 0人 0人 0人 0人 2人 

延数 8人 4人 0人 0人 0人 0人 4人 

24 
実数 4人 1人 1人 0人 0人 0人 2人 

延数 8人 1人 1人 0人 0人 0人 6人 

25 
実数 6人 3人 0人 0人 0人 0人 3人 

延数 10人 4人 0人 0人 0人 0人 6人 

26 
実数 6人 2人 1人 0人 0人 0人 3人 

延数 9人 2人 1人 0人 0人 0人 6人 

27 
実数 3人 0人 0人 0人 0人 0人 3人 

延数 4人 0人 0人 0人 0人 0人 4人 
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 (14) 予防接種事業【健康推進課・阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

伝染のおそれのある疾病の発生・まん延を予防するため、法に基づき市民に予防接種を行ってい

ます。 

 
〔対象年齢及び実施方法〕 

区      分 対 象 年 齢  実施方法 

四種混合（百日咳・ジフテリア・破傷風・ポ

リオ) 

三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風) 

二種混合（ジフテリア・破傷風） 

1期初回･ 1期追加 

生後 3 ヵ月～7歳 6 ヵ月未満 

 

 

 

 

医療機関 

による 

個別接種 

 

 

 

 

 

麻しん・風しん混合 

1期：生後 12 ヵ月～24 ヵ月未満 

2 期：5 歳以上 7 歳未満であって、小学校就学前１年間（入学す

る年の 3月 31日まで） 

ポリオ 生後 3 ヵ月～7歳 6 ヵ月未満 

二種混合(ジフテリア・破傷風)2期 11歳～13歳未満 

ＢＣＧ 生後 1歳未満 

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型） 生後 2 ヵ月～5歳未満 

小児用肺炎球菌 生後 2 ヵ月～5歳未満 

水痘 生後 12 ヵ月～36 ヵ月未満 

日本脳炎 

1期：生後 6 ヵ月～7歳 6 ヵ月未満 

2期：９歳～13歳未満 

特例措置：9歳～20歳未満 

子宮頸がん（ヒトパピローマウイルス） 
12歳となる日の属する年度の初日から 16歳となる日の属する年

度の末日までの間にある女子 

インフルエンザ 65歳以上（一部 60～64歳） 

高齢者肺炎球菌 

65歳(一部 60～64歳) 

当該年度に 70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100 歳と

なる者(H26～H30年度までの経過措置) 

 

(15) 感染症等に対する予防啓発【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

腸管出血性大腸菌Ｏ１５７、ノロウイルス、エキノコックス症、ＳＡＲＳなどの感染症を予防す

るため、連合町内会を通じた啓発チラシの回覧や街頭放送、防災無線（音別地区）、ホームページ

への記事掲載などにより啓発を行っています。 

 

(16) エキノコックス症第一次検診【健康推進課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

エキノコックス症を予防するため、小学 3年生以上の者（過去に受けた検診の結果、異常なしと

された者でその後 5ヵ年以上検診を受けていない者）を対象として、問診及び血清検査（酵素抗体

法）を実施し、患者の早期発見・早期治療に努めています。 

 
〔年度別実施状況〕 
   年度 

区分 
23 24 25 26 27 

検診人員 333人 20人 150人 35人 44人 

延検診回数 12回 7回 19回 16回 13回 

要観察者数 4人 3人 3人 1人 1人 
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３ 誰もが安心できる医療体制の充実 

 

（1）地域医療体制の充実 

○  地域の医療機関と連携を図りながら、市民が身近な地域で安心して医療を受けられる体制

の維持に努めています。 

○  休日や夜間の急病に対応できる救急医療体制の維持と、休日緊急歯科診療所の運営等の支

援をしています。 

○  医師会をはじめ関係機関との連携を図りながら、国や北海道に対し医師不足対策を働きかけて

います。 
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第２節 地域福祉の充実  
【施策の実施状況】 

１ 市民の福祉意識の醸成 

（1）ボランティア・市民活動の促進【地域福祉課 地域福祉担当】 

市内の福祉ボランティアの育成支援や活動の促進のため、釧路市社会福祉協議会や釧路市ボラ

ンティア連絡協議会が行う関係事業に補助金を支出しています。 

 
〔補助金支出先とその事業目的〕 

補助金支出先 事業目的 

釧路市社会福祉協議会 
（ボランティア・市民活動促進事
業） 

・市民のボランティア活動及び市民活動に対する理解と関心を深め、
育成及び活動の援助を促進 
・活動の支援・研修会、講座を実施しボランティア人口の拡大を図る 
・ボランティアニーズの把握、活動情報を集約し需給調整の推進 
・ボランティア実践者の活動支援、交流の促進によるボランティアネッ
トワークの展開 

（福祉教育推進事業） 児童・生徒・学生を対象に、社会福祉への参加と理解を深め、ボラン
ティアの心を養い、家庭及び地域社会への啓発を図る福祉教育を推
進するとともに、学校と地域の協働活動を推進する。 

釧路市ボランティア連絡協議会 ボランティア活動を目的とする釧路市内の団体及び個人で構成され
る「釧路市ボランティア連絡協議会」の活動を支援することで、市民に
よる地域に根ざしたボランティア活動の充実を図る。 

 

（2）民生委員活動推進事業【地域福祉課 地域福祉担当】 
地域の要援護者等への支援や情報の提供、行政機関への協力などを行う民生委員・児童委員（定

数 458名）の活動にかかる経費、民生委員児童委員協議会の運営にかかる経費を補助することに
よって、地域福祉活動の促進を図っています。 

  同協議会では、委員活動を円滑・効果的にすすめるための研究・修養を行なう会議・研修など
を開催しています。 

 
２ サービス利用者への支援 
（1）成年後見制度利用支援事業【地域福祉課 地域福祉担当】 

成年後見制度は、判断能力が不十分な方（認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など）
の財産管理や身上監護、福祉サービスの利用援助などを裁判所が選任した後見人が行う制度です。 
制度の利用には申立てが必要で身寄りがないなどの理由で申立人がいない方については、市長

が代わりに申立てを行います。経済的な理由から後見人などへの報酬が支払えない方には、その
経費を助成しています。 
 

〔成年後見制度利用状況の推移〕 

年度 23 24 25 26 27 

市長申立 11件 12件 16件 18件 25件 

報酬助成 1件 5件 7件 11件 21件 

 

３ 地域で支えあう福祉の推進 

（1）災害時における要援護者の対策【地域福祉課 地域福祉担当】 

 地域の防災力を高め、安心して暮らすことのできる地域づくりを推進するため、「災害時要援護

者安否確認・避難支援事業」を実施しています。 

 この事業は、災害時に避難支援や安否の確認の必要がある要援護者に対して、安否確認や避難施

設への誘導などの支援を行うものです。支援活動は、各地区に設立した「災害避難支援協働会」を

为体に実施しています。また、年 2 回関係部局が保有する要援護者の情報を統合し、「災害時要援

護者名簿」を更新しています。 
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〔各地区における事業の実施状況〕 

設立 地区名 対象 町内会数 
要援護者数 

（設立当初） 

要援護者数 

（現在） 

H20 

音別 音別町海光 1～3丁目 3 13 人 7 人 

大楽毛 大楽毛地区連合町内会 18 21 人 16 人 

寿・宝浜 寿町会・宝浜町内会 2 13 人  

H21 

益浦白桜 益浦白桜町内会 1 19 人 11 人 

入舟 5丁目 入舟 5丁目会 1 5 人 4 人 

泉町 阿寒湖温泉泉町町内会 1 9 人 4 人 

H22 春中南 春中南町内会 1 9 人 7 人 

H23 桜ヶ岡付属南 桜ヶ岡付属南町内会 1 2 人 1 人 

H24 
寿地区 寿町内会 1 5 人 1 人 

宝浜地区 宝浜町内会 1 1 人 0 人 

H25 浪花地区 浪花町内会 1 0 人 0 人 

※ 平成20年度設立の寿・宝浜地区災害避難支援協働会は平成24年度に各々で活動を行うことになる。 

 

（2）釧路市社会福祉協議会運営費等補助事業【地域福祉課 地域福祉担当】 

民間社会福祉活動の中核的団体として、地域における福祉の課題に取り組み、誰もが安心して

暮らすことのできる地域福祉の実現を目指している釧路市社会福祉協議会に対し、ふれあい相談

センターや事務局経費など各種事業費の補助を行なっています。 
 

（3）地域福祉活動の促進【地域福祉課 地域福祉担当】 

  地域活動への参加の促進や地域福祉推進に向けた体制づくりを行うため、住民相互の交流や地

域内の各種団体ネットワークづくりの関係事業に補助金を支出しています。 

 

〔補助金支出先とその事業目的〕 
補助金支出先 事業目的 

釧路市社会福祉協議会 
（福祉コミュニティ活動促進事
業） 

地域福祉、在宅福祉の基盤となる小地域ネットワークづくりを促進する。 
 

（ふれあい福祉交流推進事業） ・地域福祉実施計画の重点事業でもある『ふれあい・いきいきサロン』活動を継
続的に支援し、全市的な活動普及を図る 
・釧路市とタイアップし、各種介護予防・健康づくり事業を促進する 

小地域ネットワーク活動活性化
事業 

既存地域の社協等組織の活性化と新たな地域での小地域ネットワークの構築
を進め、地域で生活する誰もが「孤立化」しないような安心・安全な体制作りを
目指す 

 

（4）釧路地区保護司会等運営費補助事業【地域福祉課 地域福祉担当】 

犯罪者などの更生や犯罪の予防による福祉の向上を目的として、犯罪者の更生支援などに取り

組んでいる団体の運営活動資金の一部を助成しています。 

〔助成先団体とその活動の概要〕 

助成先団体名 活動の概要 

釧路地区保護司会 

保護司会阿寒分区 

保護司会音別分区 

犯罪者の改善・更生を助けるため、保護司が相互に連携して保護観察の活

性化を図る組織で、犯罪予防活動と明るい社会の実現のために各種事業を

推進しています。 

釧路慈徳会 行刑施設からの出所者などを対象に、更生保護施設に収容し、早く社会

復帰ができるように施設入所者の改善更生を行っています。 

 

(5)釧路市地域安心ネットワーク事業【地域福祉課 地域福祉担当】 

 高齢の方や障がいをお持ちの方など生活支援の必要な方が地域から孤立することなく安心して暮

らし続けることができるよう平成 26年 6月より、「釧路市地域安心ネットワーク事業」を実施し、地

域住民や様々な団体・事業者に協力をいただき、地域をさりげなく見守り、日常生活や通常業務の中

で異変を早期に発見し、必要な支援につなげる取り組みを推進しています。 
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第３節 高齢者福祉の充実  
【施策の実施状況等】 

  １ 高齢者が安心して暮らせる地域づくりの推進 

 （1）地域老人福祉推進員（愛称：シルバーボランティア）【介護高齢課 高齢福祉担当】 

各老人クラブから 1～2 名の推進員を選び、近隣に住む高齢者に関し訪問、声かけ等を行うとと

もに、日常地域における福祉問題について広報・広聴マンとして活動していただく事業で、現在 204

名の方が登録されています。 

 

（2）老人福祉センター・憩の家などの運営【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健

福祉課】 

高齢者の生きがいづくりや健康づくりを支援し、社会参加を促進するため、釧路地区では、11

館の老人福祉センターと望洋・白樺のふれあい交流センター、昭和の老人集会所、更にそれらの拠

点施設となる高齢者生きがい交流プラザ（プラザよねまち）を設置しています。 

各施設は、地域の老人クラブが中心となり運営されており、趣味活動や老人クラブ活動の拠点と

して活用されています。 

また、阿寒・音別地区には、憩の家など 3ヶ所のコミュニティ活動の拠点を設置しています。 

 

（3）民間老人福祉施設の整備協力【介護高齢課 介護保険担当】 

介護老人福祉施設等を運営する民間法人が健全な経営を維持できるように支援するため、施設の

建設などの事業費として借入れしている元利金の一部を、市が債務負担行為により助成しています。 
※ Ｐ86 参考資料「福祉施設等整備協力債務負担」参照  

  

（4）地域包括支援センター【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、介護サービスをはじめ、保健・医

療・福祉など生活に関わるさまざまな相談に応じ、高齢者の生活を総合的に支えるための地域の中

核機関として、釧路市全体で 7ヶ所（西部地区、中部地区北部、中部地区南部、東部地区北部、東

部地区南部、阿寒地区、音別地区）に設置しています。 

  地域包括支援センターでは、保健師等・社会福祉士・为任介護支援専門員を配置し、それぞれの

専門性を活かし連携を取りながら支援します。平成 24年度より認知症地域支援推進員および地域

支援コーディネーターを配置し、地域における認知症支援体制づくりやネットワークづくりを行っ

ています。 

※ Ｐ35 (4)地域包括支援センター運営事業実施状況 参照 

 

２ 高齢者の健康づくりと介護予防の推進 

（1）介護予防の推進【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

  平成 18年度より 65歳以上の高齢者を対象にした介護予防事業を実施しています。 

  介護予防二次予防事業においては、地域包括支援センターを中心に二次予防事業の対象者の把握

や介護予防事業への参加がスムーズとなる体制づくりを進めています。 

  釧路地区では、生活機能が低下し、要支援・要介護状態になるおそれのある虚弱高齢者を対象と

した通所型介護予防事業を 12法人 18事業所に委託して実施しており、阿寒・音別地区では直営に

より実施しています。 

  介護予防一次予防事業においては、釧路地区では平成 19 年度より老人福祉センターや地区会館

を活用し、高齢者が気軽に参加できる介護予防活動の拠点づくりに取り組み、平成 26 年度では 13

ヶ所の老人福祉センター等において継続的な介護予防活動を行っています。 

 

３ 介護保険制度の円滑な運営と適切なサービスの提供 

（1）介護保険制度の概要【介護高齢課、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

今わが国は、65 歳以上の高齢者が総人口の 25％を超える尐子・高齢社会に突入しています。釧

路市でも、平成 28年 3 月末日現在の 65 歳以上の被保険者数は 53,318 人で、全人口の約 30％とな

っており、今後の高齢化の進展にともなって、寝たきりや認知症などの、介護を必要とする高齢者

がこれまでよりもさらに増えることが見込まれています。 

このような中で、「介護を国民みんなで支えあう」ことを目的として、平成 12年 4月から「介護

保険制度」がスタートしました。保険制度の導入により、多くの方々に介護サービスを提供できる

ようになり、家族の介護の負担も軽減されてきています。 
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介護保険は、40 歳以上のすべての方々から納めていただく保険料と、国・道・市から公費（税金）を

財源として運営しており、介護を必要とする方の介護サービス費用にあてることで、利用者とその家族

を支えています。 

 

① 介護保険の財源 

介護保険に加入することになるのは、①65歳以上の方（第 1号被保険者）と②40歳以上 65歳

未満の医療保険加入者（第 2 号被保険者）です。介護保険の給付費は、半分を税金、残りの半分

を第 1号被保険者と第 2号被保険者の支払う保険料で負担しています。 

 

②  第１号被保険者の状況（平成 28年 3月末日現在） 
65歳以上被保険

者（ａ） 

75歳以上被保険

者（ｂ） 

住民登録人口

（ｃ） 

高齢化率 

(a/c) 

後期高齢化率 

(b/c) 

53,318人  25,698人 175,210人 30.43％ 14.67％ 

 

③ 平成 28年度の介護保険料 

ア 保険料額 

65 歳以上の方の保険料は、それぞれの所得に応じた負担となるように、基準額（第 5段階）

をもとに設定しています。平成 27 年度より負担能力により細かく対応できるように、保険料

の段階区分を見直し、これまでの 8段階（10区分）制から 11段階制になりました。この 11段階

制の区分けは、その方の年金収入や給与所得などに応じて次のような段階に設定しています。 

 

所得段階 
対象となる方 

負担の割合 
年間保険料

額 

第１段階 
生活保護を受給している方、または世帯全員が市民税非課税

で老齢福祉年金（注１）を受給している方 

基準

額 
× 0.45 27,270 円 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で〔合計所得金額＋課税年金収入額

が 80万円を超えて 120万円以下の方〕 

基準

額 
× 0.63 38,178 円 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で〔合計所得金額＋課税年金収入額

が 120万円を超える方〕 

基準

額 
× 0.75 45,450 円 

第４段階 
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で〔合

計所得金額＋課税年金収入額が 80万円以下の方〕 

基準

額 
× 0.9 54,540 円 

第５段階 
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で〔合

計所得金額＋課税年金収入額が 80万円を超える方〕 
基準額 60,600 円 

第６段階 本人が市民税課税で、合計所得金額 125万円未満の方 
基準

額 
× 1.2 72,720 円 

第７段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額 125 万円以上 190 万未満

の方 

基準

額 
× 1.3 78,780 円 

第８段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額 190万円以上 290万円未

満の方 
基準

額 
× 1.5 90,900 円 

第９段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額 290万円以上 500万円未

満の方 
基準

額 
× 1.7 103,020 円 

第１０段

階 

本人が市民税課税で、合計所得金額 500万円以上 1,000万円

未満の方 
基準

額 
× 1.9 115,140 円 

第１１段

階 
本人が市民税課税で、合計所得金額 1,000 万円以上 

基準

額 
× 2.1 127,260 円 

  注１：老齢福祉年金･･･大正 5年 4月 1 日までに生まれた方の一部が対象となる年金のことをいい、一
般的な「老齢年金」とは異なります。 

  注２：合計所得金額･･･実際の収入ではなく、収入金額から必要経費などに相当する金額を控除した額。
年金収入のみの方であれば、〔年金収入額－公的年金控除〕で算出した額。 

 注３：課税年金収入額･･･老齢基礎年金などの収入額。ただし、障害年金や遺族年金は税法上、非課税
扱いとなっており、ここには含まれません。 

※ お支払いしていただく年間保険料額は、10円未満を切り捨てた額となります。 
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イ 所得段階被保険者数（平成 28年 3月末日現在） 

 

 

ウ 介護保険のサービスを受けるための手続き 

  介護保険のサービスを利用するためには、まず「要介護認定の申請」を行い、その人がどれく

らいの介護が必要かを公平に判断する介護認定審査会の審査に基づく認定を受ける必要があり

ます。 
 

〔手続きの概要〕 

１．申請 

介護を必要とする本人または家族が、介護保険被保険者証を添えて申請します。 

申請は、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設、地域包括支援センターに代行し

てもらうこともできます。 

２．訪問調査 
申請後、調査員が自宅等を訪問して、介護を必要とする方の心身の状態を基本調査

及び特記事項によって調査します。 

３．審査・判定 

調査の結果とかかりつけ医の意見をふまえたうえで、保健・医療・福祉の専門家に

よる介護認定審査会で介護の必要の程度を審査・判定します。かかりつけ医の意

見書は、市から直接お願いをします。 

４．認定 市は、介護認定審査会の判定結果をもとに要介護等の認定を行い、通知します。 

５．サービス計画の作成 
居宅でのサービスを利用する場合には、適切なサービスを選択・決定するために、

介護サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

６．サービスの開始 
サービス計画に基づいて必要なサービスを受けられます。また、要介護状態と認定

された方は、施設サービスも受けられます。 

 

〔要介護状態区分ごとの平均的な状態〕 

要支援１ 日常生活上の基本動作は、ほぼ自分で行うことが可能であるが、何らかの支援を要する状態 

要支援２ 要支援１の状態から、日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態 

要介護１ 
立ち上がりや歩行などが不安定で、日常生活上の基本動作や金銭管理に部分的な介助が必要な状

態 

要介護２ 
立ち上がりや歩行がひとりでできないことが多い。要介護１の日常生活能力の低下に加え、理解

力の低下もみられる状態 

要介護３ 
入浴や排泄、衣服の着脱など日常生活の行為のなかで、ひとりでできないことが多い。理解力の

低下、暴言・暴力などの行為がみられる状態 

要介護４ 
日常生活を遂行する能力がかなり低下しており、入浴や排泄、衣服の着脱など多くの行為で介助

を必要とする状態 

要介護５ 日常生活を遂行する能力が著しく低下しており、全般にわたって全面的な介助を必要とする状態 

 

 

 

 

 

段階 被保険者数 構成比 

第 1段階 15,622 29.30% 

第 2段階 4,212 7.90% 

第 3段階 4,585 8.60% 

第 4段階 7,624 14.30% 

第 5段階 3,839 7.20% 

第 6段階 6,718 12.60% 

第 7段階 6,132 11.50% 

第 8段階 2,986 5.60% 

第 9段階 1,120 2.10% 

第１０段階 480 0.90% 

第１１段階 213 0.40% 

  53,318 100.00% 
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〔要介護認定の申請ができる方〕 

65 歳以上の方（第 1 号被

保険者）の場合 

・要介護または要支援の状態にある人は、全員が対象になります。 

・申請をする際、介護保険の被保険者証と個人番号確認書類をご持参下さい。 

40 歳以上 65 歳未満の方

（第 2号被保険者）の場合 

・加齢にともなって生じた病気（特定疾病）が原因で、要介護または要支援の状態になっ

た方が対象になります。（特定疾病以外の若年障がい者で介護が必要な方は、障がい者

サービスが利用できます。）  

・申請をする際、医療保険の被保険者証と個人番号確認書類をご持参下さい。 

 

エ サービスの種類と内容 

介護保険のサービスには、大きく分けて居宅サービス（地域密着型サービス含む）と施設サ

ービスの 2 つがあります。利用者は、自分自身の心身の状況や要介護度にあったサービス等を

選択して利用します。 

その際に、サービスに係る費用の 1 割または 2 割を自己負担することになります。この他に

サービスによって、保険対象とはならない自己負担となる費用があります。 

 
〔居宅サービス〕 

（ア）居宅で利用するサービス ※介護予防サービス含む 

訪問介護（ホームヘルプサービス） ホームヘルパーによる身体介護や家事などの生活援助等 

訪問入浴介護 移動入浴車の訪問による入浴の介助等 

訪問看護 医師の指示により看護師等が行う診療補助等 

訪問リハビリテーション 医師の指示により理学療法士等が行う機能回復訓練等 

居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等による療養上の管理、指導等 

 
（イ）施設などで利用するサービス ※介護予防サービス含む 

通所介護（デイサービス） 介護老人福祉施設などで日帰りで受ける、食事、入浴、日常動作訓練等 

通所リハビリテーション（デイケ

ア） 
介護老人保健施設などで日帰りで受ける、食事、入浴、機能回復訓練等 

短期入所生活介護（ショートステ

イ） 

介護老人福祉施設などに短期間入所して受ける、日常生活上の支援や機能

訓練等 

短期入所療養介護（ショートステ

イ） 

医学的管理が必要な方が短期間、介護老人保健施設などに入所して受け

る、日常生活上の支援や機能訓練等 

特定施設入居者生活介護 
特定施設入居者生活介護の指定をうけた有料老人ホームなどによる、日常

生活上の支援や介護等 

 

（ウ）その他のサービス ※介護予防サービス含む 

福祉用具貸与 日常生活の自立を助ける福祉用具の貸与 

福祉用具購入 排泄や入浴などに使用する福祉用具の購入費の支給 

住宅改修 手すりの設置やバリアフリー工事など住宅改修費の支給 

 

（エ）地域密着型サービス ※介護予防サービス含む（地域密着型通所介護除く） 
定期巡回・随時対応型訪問介護看

護 

(要支援１･２の方は利用できませ

ん) 

日中・夜間を通じて１日複数回の定期的な巡回または通報によって受ける

生活援助等 

夜間対応型訪問介護 

(要支援１･２の方は利用できませ

ん) 

夜間にホームヘルパーによる定期的な巡回や、通報による随時訪問によっ

てうける身体介護などの生活援助等 

地域密着型通所介護 
定員が１８名以下の小規模な施設において日帰りで受けられる、食事、入

浴等の日常生活上の支援や、その方の目標に合わせたサービス等 

認知症対応型通所介護 
認知症の方がデイサービスを行う事業所に通って受ける、日常生活上の世

話や機能訓練等 

小規模多機能型居宅介護 
「通い」を中心にして、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて受ける

サービス等 

認知症対応型共同生活介護 

（要支援１の方は利用できませ

ん） 

認知症の方が共同生活を営む住居で受ける、日常生活上の世話や機能訓練

等 
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地域密着型介護老人福祉施設入所

者 

生活介護 

(要支援１･２の方は利用できませ

ん。また、新規入所は原則として

要介護３以上の方となります。) 

常時介護が必要で居宅での生活が困難な方のための施設で定員が２９名

以下のもの 

複合型サービス 

（看護小規模多機能型居宅介護） 

(要支援１･２の方は利用できませ

ん) 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の「通い」「泊まり」「訪問」を柔軟に

組み合わせて受けるサービス等 

 

〔施設サービス〕要支援 1・要支援 2の方は利用できません 

介護老人福祉施設 

(特別養護老人ホーム) 

※新規入所は原則として要介護３

以上の方となります。 

常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入所して受ける、日常生活上

の介護や機能訓練、健康管理等 

介護老人保健施設 

（老人保健施設） 

状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心

とした医療ケアや日常生活上の世話等 

介護療養型医療施設 

(療養型病床群等) 

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方を中心とした日常生活上

の世話、機能訓練、その他必要な医療等 

 

（2）要介護認定の状況【介護高齢課 介護認定担当】  

「釧路市介護認定審査会」において要介護状態又は要支援状態に該当するかどうかを審査し、介

護の必要の程度に応じて要介護状態区分を判定しています。 

 審査委員は、医師・歯科医師・薬剤師・保健師・看護師・理学療法士・作業療法士・福祉関係者

などの専門家により構成されています。 
 

〔申請受付状況〕                      

  
申請内訳 

計 
新規 変更 更新 

サービス受給者 0人 737人 5,934人 6,671人 

サービス未利用

者 
2,474 人 516人 692人 3,682人 

施設入所者 0人 33人 567人 600人 

計 2,474 人 1,286人 7,193人 10,953人 

 

〔審査会判定状況〕 

ア 審査会開催数  219 回 

イ 判定状況 

  
審査内訳 

計 
新規 変更 更新 

非 該 当 241人 0人 46人 287人 

要支援１ 748人 28人 1,068人 1,844人 

要支援２ 239人 55人 1,197人 1,491人 

要介護１ 502人 162人 1,750人 2,414人 

要介護２ 208人 249人 1,224人 1,681人 

要介護３ 125人 228人 597人 950人 

要介護４ 171人 283人 592人 1,046人 

要介護５ 128人 236人 498人 862人 

再調査  0人 1人 0人 1人 

計 2,362人 1,242人 6,972人 10,576人 
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（3）介護給付の状況【介護高齢課 介護給付担当】 

①サービスの利用件数(平成 28年 2月末現在)                   （単位：件） 

種          類 
要 支 援 要  介  護 

計 
1 2 1 2 3 4 5 

居宅介護（支援）サービス 19,861 23,674 51,090 65,843 27,621 22,717 15,139 225,945 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

訪問サービス 3,932 5,177 14,333 17,564 6,670 6,668 5,266 59,610 

  

  

  

  

  

訪問介護 3,708 4,917 12,220 14,711 4,615 3,731 2,356 46,528 

訪問入浴介護 0 0 30 139 168 523 591 1451 

訪問看護 96 164 1,102 1,398 765 962 1,088 5,575 

訪問リハビリテーション 30 21 183 402 256 381 338 1,611 

居宅療養管理指導 98 75 798 914 866 1,071 893 4,715 

通所サービス 4,838 5,286 11,117 13,078 5,400 3,294 1,746 44,759 

  

  

通所介護 3,992 4,149 8,589 9,234 3,920 2,188 1,219 33,291 

通所リハビリテーション 846 1,137 2,528 3,844 1,480 1,106 527 11,468 

短期入所サービス 31 47 742 1,724 1,377 1,260 828 6,009 

  

短期入所生活介護 19 43 598 1,377 1,068 995 602 4,702 

短期入所療養介護 

（介護老人保健施設） 
12 4 144 347 309 265 226 1,307 

短期入所療養介護 

（介護療養型医療施設等） 
0 0 0 0 0 0 0 0 

福祉用具・住宅改修サービス 2,385 3,606 6,804 12,741 6,058 5,221 3,423 40,238 

  

福祉用具貸与 2,034 3,379 6,452 12,346 5,881 5,051 3,339 38,482 

福祉用具購入費 157 106 171 214 97 97 44 886 

住宅改修費 194 121 181 181 80 73 40 870 

特定施設入居者生活介護 326 223 1,137 1,135 858 1,037 604 5,320 

介護予防支援・居宅介護支援 8,349 9,335 16,597 19,601 7,258 5,237 3,272 70,009 

域密着型（介護予防）サービス 180 179 2,093 3,377 3,527 2,239 1,454 13,049 

  

  

  

  

  

  

  

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護 
  79 75 46 12 6 218 

夜間対応型訪問介護   134 272 146 114 90 756 

認知症対応型通所介護 0 0 236 270 317 159 165 1,147 

小規模多機能型居宅介護 180 174 663 877 780 534 321 3,529 

認知症対応型共同生活介護  5 937 1,827 2,023 1,270 792 6,854 

地域密着型特定施設入居者生活

介護 
  0 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入居者

生活介護 
  0 12 139 111 72 334 

複合型サービス   44 44 76 39 8 211 

施設介護サービス   501 1,178 2,350 4,647 4,156 12,832 

  

  

  

介護老人福祉施設   43 291 1,297 3,340 3,086 8,057 

介護老人保健施設   458 887 1,053 1,263 1,006 4,667 

介護療養型医療施設   0 0 0 44 64 108 

合    計 19,438 22,804 48,092 66,494 31,903 27,217 22,008 237,956 

  

② 居宅介護上乗せ給付状況（市独自施策）   0件 

 平成 12 年度の介護保険導入時に、それまで措置の適用を受けていた方で、法施行前に受けてい

たサービスと同等のサービスを受けようとした場合に、やむを得ない理由により支給限度額を超

えた場合、経過措置としてこの超えた部分を上乗せ給付し救済しています。 

 

③ 利用者負担の軽減状況（延べ件数） 

介護保険では、ケアプランに基づいてサービスを利用したとき、かかった費用の１割を利用者が

負担しますが、低所得者に対して、高額介護サービス費等利用者負担の上限額を設定するほか、利

用者負担の軽減を実施しています。 

なお、国の制度にもとづく社会福祉法人等利用者負担軽減に加え、平成 18 年 7 月より市独自施

策として民間等事業者が提供する一定のサービスへも拡大し、利用者負担の一層の軽減を図ってお

ります。 
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ア 高額介護サービス費               24,594件 

イ 社会福祉法人等利用者負担軽減           8,214件 

ウ 民間等サービス利用者負担軽減（市独自施策）   7,182件 

エ 高額医療合算介護サービス費                1,480件 

 

（4）地域包括支援センター運営事業実施状況【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健

福祉課】 

   市内 7 ケ所のうち阿寒、音別は市直営で実施し、医療法人（西部、中部南）、社会医療法人（東

部北）、及び社会福祉法人（中部北、東部南）に運営を委託しています。 

 

  地域の方からの在宅介護等に関する相談に応じるとともに、地域の高齢者の心身の状態やその家

族などの実態を把握し、介護予防事業などの利用を促進することはもとより、地域ケア会議の開催

や高齢者虐待等の早期発見・見守りネットワークの構築を行います。 

また、要支援１、要支援２と認定された方の介護予防ケアプランを作成するほか、ケアマネジャ

ー等からの相談に応じます。 
 

                                        

センター名 

相談受理件数 
地域ケア会

議開催回数 

介護予防ケ

アプラン作

成数 
総合相談 

介護予防 
ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ 

包括的・継
続的ｹｱﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ 

計 

阿寒地域包括支援センター 361件 1,002件 70件 1,433件 26回 310件 

音別地域包括支援センター 654件 739件 295件 1,688件 3回 294件 

西部地域包括支援センター 2,073件 4,042件 416件 6,531件 4回 1,659件 

中部北地域包括支援センター 1,568件 5,440件 375件 7,383件 5回 2,001件 

中部南地域包括支援センター 1,898件 2,213件 86件 4,197件 12回 1,133件 

東部北地域包括支援センター 3,284件 3,529件 275件 7,088件 5回 1,696件 

東部南地域包括支援センター 2,369件 1,934件 120件 4,423件 6回 1,661件 

計 12,207件 18,899件 1,637件 32,743件 61回 8,754件 

 

（5）介護予防事業の推進【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

  ① 介護予防二次予防事業 

生活機能の低下している高齢者（要支援予備軍の方）を対象に、心身の状態の悪化を防ぐため

に行われる事業です。 

事業の利用に当たっては、地域包括支援センターの保健師等と相談し、自分に合った介護予防

教室のコースを決め、目標を設定し、参加します。 

 

  〔事業内容〕 

ア 通所型介護予防教室「元気づくり達人教室」 

【釧路地区】市が委託した事業所で実施します。 

【阿寒地区・音別地区】市が直営で実施します。 

 

 コース名 期 間 内容 参加人数 

健脚コース（運動器の機能向上） 3ヶ月・全 12回 
ストレッチや筋力トレーニング、有

酸素運動などを行います。 
316人 

噛むかむ栄養コース（栄養改善と口腔

機能向上） 
3ヶ月・全 8回 

バランスの良い食事の摂り方、便利

な調理器具、簡単な料理、口腔ケア

などについての情報を提供します。 

0人 

口すっきりコース（口腔機能の向上） 3ヶ月・全 6回 
口腔の健康を保つ方法や呼吸法・体

操などを行います。 
83人 

脳シャっきりコース（認知機能等向上

教室） 
3ヶ月・全 12回 

認知機能等向上に効果的で簡単な

運動等を行います。 
159人 

複合型 
3 ヶ月・概ね 12

回 

運動・栄養・口腔・認知機能等向上

のプログラムを複合的に行います。 
39人 

 

 



36 

イ 訪問型介護予防事業 

   心身の状態から通所型介護予防事業に参加することが困難である高齢者等を対象に、保健師等

が居宅を訪問し、必要な相談・指導を実施します。 

   実施人数：0人 

 

② 介護予防一次予防事業 

    介護高齢課高齢福祉担当または阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当、音別町行政セン

ター保健福祉課高齢者福祉健康担当で実施します。 

 
内容 釧路地区 阿寒地区 音別地区 計 

介護予防普

及啓発事業 

講演会、予防教室等 
実施回数 32回 36回 59回 127回 

参加人数 1,175人 514人 915人 2,604人 

相談会（講演会等での相談

等） 

実施回数 308回 72回 60回 440回 

参加人数 3,975人 217人 914人 5,106人 

普及啓発（パンフ配布等） 実施回数 31回 6回 4回 41回 

地域介護予

防活動支援

事業 

ボランティア育成のための

研修会等 

実施回数 48回 22回 - 70回 

参加人数 500人 150人 - 650人 

地域活動組織への支援・協力 実施回数 14回 12回 - 26回 

その他（いきいきサロン等） 
実施回数 288回 37回 20回 345回 

参加人数 5,676人 300人 179人 6,805人 

 

（6）在宅福祉サービスの推進【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

高齢者福祉を高めるうえでは、家庭や住み慣れた地域において、高齢者のニーズに応じたサービ

スが提供されることが重要です。市では、要援護高齢者の生活の安定や向上を図るため、地域住民

やボランティア団体などの協力を得ながら、各種事業を実施しています。介護保険制度における地

域支援事業（任意事業）とその他の高齢者福祉事業があります。 

 
〔高齢者への支援〕 

事業名 事業内容 
地域支援事業 

（任意事業） 

その他の 

高齢者福祉事業 

食の自立支援事業 

（配食サービス） 

ひとり暮らしの高齢者などで、調理や買い物等が困

難な方に対して、栄養バランスのとれた食事の配達

（配食サービス）とあわせ、安否の確認を一体的に

行います。 

実利用人員/456人 

延利用食数 

/45,865食 

実利用人員/456人 

延利用食数 

   /18,606食 

介護予防生活指導員

派遣事業 

（釧路地区） 

自立した日常生活を送る上での支援や指導が必

要な高齢者の方に対し、生活指導員（ホームヘル

パー）を派遣することにより、生活支援や介護予

防を行います。（平成 17年度末まで生活管理指導

員派遣事業を利用していた方にのみ適用） 

― 
実利用人員/0人 

延利用回数/0回 

生活管理指導短期宿

泊事業 

一時的に施設での支援や指導が必要な高齢者な

どを養護老人ホーム等の施設において短期の宿

泊を行います。 

― 
実利用人員/16人 

延利用日数/391日 

寝たきり高齢者等移

送サービス事業 

（釧路地区・阿寒地

区） 

普通車両での外出が著しく困難な方について、移

送用車両（リフト付車両やストレッチャー装着ワ

ゴン車等）により、居宅と医療機関との間の送迎

を行います。 

― 

実利用人員 /189

人 

延利用回数 

/2,114回 

在宅福祉移送サービ

ス事業 

（音別地区） 

在宅の高齢者及び重度身体障がい者に対して、ハ

ンディキャップ等を解消するため移送サービス

を提供し、外出の手段を確保するなど、日常生活

上の行動範囲を拡大するために送迎を行います。 

― 
実利用人員/8人 

延利用回数/67回 

軽度生活援助事業 

軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅

のひとり暮らしの高齢者など（市民税非課税世

帯）が自立した生活を可能にするとともに、要介

護状態への進行を予防します。 

― 

実利用人員/84人 

延利用回数 /324

回 
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単身高齢者等除雪等

事業 

 

自力で除雪等を行うことが困難な在宅の高齢

者・身体障がい者のみで構成される市民税非課税

世帯の方を対象に、15cm以上の降雪時に年３回、

生活道路確保のための除雪等を行う他、石炭スト

ーブの掃除（集合煙突を除く）を行います。 

― 

実利用人員 

/484世帯 

延利用回数 

/1,517回 

単身高齢者声かけ運

動事業 

単身で生活している高齢者を訪問し、声かけを行

うことにより孤独感を軽減し、安否及び異動等の

状況を確認するもので、市が釧路ヤクルト販売

（株）に委託して実施しています。 

― 

実利用人員/653人 

延利用回数 

/57,430回 

高齢者等緊急通報シ

ステム設置事業 

ひとり暮らしの虚弱な高齢者等を対象に、自宅で

急病になった、動けなくなった、火災が発生した

等、緊急な事態が発生したとき、簡単な操作によ

り消防本部等に通報でき、速やかな救護・救援体

制がとれるよう通報装置を貸与しています。 

― 端末設置数/835台 

高齢者住宅等安心確

保事業 

春採・望洋団地内の高齢者世話付住宅（シルバー

ハウジング）に入居されている方に対して、生活

援助員（ライフサポートアドバイザー）を派遣し､

必要な生活指導･相談、安否の確認、一時的な家

事援助・緊急対応等のサービスを行っています。 

生活援助員数/2名 

入居世帯数 42/47 世

帯 

― 

外国人高齢者・障害者 

福祉給付金支給事業 

国民年金制度上、無年金にならざるを得なかった

在日外国人高齢者・障がい者の方に給付金を支給

します。 

― 受給者数/0人 

 

〔家族への支援〕 

事業名 事業内容 
地域支援事業 

（任意事業） 

その他の 

高齢者福祉事業 

家族介護用品支給事

業 

在宅の重度の要介護者を介護している家族（市民

税非課税世帯）に対して、介護に必要なオムツや

その他の用品代を支給することにより、介護保険

によるサービスとあわせて、家族の身体的・精神

的・経済的負担の軽減を行います。 

実利用人員/301人 

延支給回数 

/2,348

回 

(家族介護援助事

業） 

実利用人員/14人 

延支給回数/128回 

家族介護慰労金支給

事業 

在宅の要介護者を介護している家族（市民税非課

税世帯）であって、過去１年間介護保険のサービ

ス（年間１週間程度のショートステイの利用を除

く。）を受けずに介護を行っている家族への慰労

として、年間 10万円の慰労金を支給します。 

受給者数/3人 

(家族介護援助事

業） 

受給者数/0人 

家族介護教室開催事

業 

住民に身近な在宅介護支援センター等において、

家族や近隣の援助者を対象に、適切な介護知識・

技術や外部サービスの適切な利用方法を習得す

る教室を開催します。 

開催数/54回 

延利用人員/701人 
― 

家族介護者交流事業 

介護者を介護から一時的に解放し、日帰り旅行等

を活用した、介護者相互の交流等により心身の元

気回復（リフレッシュ）を図ります。 

開催数/5回 

延利用人員/35人 

(家族介護援助事

業） 

開催数/5回 

延利用人員/1人 

徘徊高齢者等早期発

見システム事業 

徘徊症状のある高齢者等を早期に発見するため、

GPS（人工衛星を利用した位置検索システム）を

利用した民間サービスを利用する際の加入料等

の一部を助成します。 

5人 

(家族介護援助事

業） 

0人 

認知症高齢者家族や

すらぎ支援事業 

ボランティア（やすらぎ支援員）が居宅を訪問し、

認知症高齢者の見守りや話し相手をすることに

より、家族への介護の軽減を図ります。 

実利用人員/13人 

延利用回数/394 回 

(家族介護援助事

業） 

実利用人員/0人 

延利用回数/0回 
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（7）施設福祉サービスの推進【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

在宅で生活することが困難な高齢者が、適切な介護や生活習慣の指導、相談などを受けることに

より、心身ともに健やかな生活ができるようにするため、養護老人ホームや生活支援ハウスへの入

所・入居の申請の受付、決定を行っています。 
 

〔施設の概要〕 

養護老人ホーム 
おおむね６５歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により、在宅で生

活することが困難な方を対象とした入所施設です。 

1 施設 定員 160

人 

生活支援ハウス 
６０歳以上の高齢者で、家庭での生活が不安な方に対し、住居を提供し、

生活援助員が各種の相談や助言を行う入居施設です。 
2施設 定員 31人 

（参考） 

ケアハウス 

６０歳以上（夫婦の場合は一方が６０歳以上で可）の方で、自炊ができ

ない程度の身体的機能の低下が認められるなど、家庭環境や住宅事情に

より自宅での生活が困難な方を対象とした入所施設です。 

2 施設 定員 100

名 

 

〔入所(入居)者延人数〕 

          年度 

区分 
23 24 25 26 27 

（釧路） 

養護老人ホーム 1,925人 1,777人 1710人 1,777人 1,668 人 

生活支援ハウス 323人 319人 287人 319人 272 人 

計 2,248人 2,096人 1,997人 2,096人 1,940 人 

 

 

４ 高齢者の生きがいづくりの推進 

（1）老人クラブ活動の支援【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

おおむね 60 歳以上の高齢者の生きがいづくりと老人相互の交流親睦を図るため、教養の向上や健

康の増進、地域社会との交流などの活動を行っている老人クラブに対して活動費の助成を行っています。     

また、複数の老人クラブにより構成される地区老人クラブ連合会に対しても活動費の助成を行って

います。 
 

〔老人クラブの団体数の推移〕                     （単位：団体） 
              年度 

区分 
23 24 25 26 27 

（釧路） 
単位老人クラブ 192 185 177 169 162 

地区老人クラブ連合会 20 20 19 19 18 

（阿寒） 
単位老人クラブ 5 5 5 5 5 

地区老人クラブ連合会 1 1 1 1 1 

（音別） 
単位老人クラブ 7 7 7 7 7 

地区老人クラブ連合会 1 1 1 1 1 

 

（2）趣味活動【介護高齢課 高齢福祉担当】 

共通の趣味を通じた仲間づくりや生きがいづくりを目的として、老人福祉センターなどで、老人

クラブが、踊りや俳句、詩吟、民謡、コーラスなど趣味の会活動を実施しています。 

 

（3）高齢者スポーツ【介護高齢課 高齢福祉担当】 

高齢者の体力維持や健康増進のため、健康ダンス、ニゥカムボール、ゲートボール、ディスコダ

ンスなどの軽スポーツを通じて健康づくりを推進するための、各種事業を実施しています。 

 

（4）高齢者生きがいスポーツ推進員【介護高齢課 高齢福祉担当】 

各老人クラブから推薦された推進員が、高齢者の生きがいと健康づくりとしてのスポーツ、軽ス

ポーツの普及・啓発のために活動しており、200名が登録されています。 

 

（5）いきいきフェスタ【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町各行政センター保健福祉課】 

     長寿社会と健康づくりの意識向上を図るため、「健康」をテーマとして、敬老大会、シルバーバスの

旅、ニゥカムボール大会、ダンス交流会、ゲートボール大会、シルバー作品展など多様なイベントを開

催しています。 
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〔釧路市いきいきフェスタ参加者の推移〕           

       年度 

区分 
23 24 25 26 27 

行 事 数 12 12 14 12 12 

参加者数 4,814 人 4,166人 5,662 人 4,749人 4,742人 

 

（6）高齢者福祉バスの運行【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町行政センター保健福祉課】 

高齢者に交通手段を提供することにより行動範囲を拡充するため、老人クラブや高齢者福祉の向

上に寄与している団体などが実施する行事やレクリエーションのために福祉バスを運行しています。 

   平成 17年度より運行業務は、民間へ委託しています。 
 

〔福祉バス運行回数の推移〕 
          年度 

区分 
23 24 25 26 27 

（釧路） 老人クラブ関係 60回 63回 47回 81回 74回 

（阿寒） 老人クラブ関係 7回 7回 5回 4回 5回 

 

（7）高齢者バス等利用助成【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

高齢者の積極的な社会参加を促進するため、健康の維持増進、生きがいのある生活の援助を目的

として、バス利用助成券等の交付を行っています。平成 18 年度より、バス利用券（阿寒・音別地

区はタクシー可）または赤いベレー・山花リフレの入浴利用券の選択制とし、70 歳以上で市民税非

課税者を対象としています。 
 

〔高齢者バス等利用助成の推移〕 

 

(8）長寿祝品【介護高齢課 高齢福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】  

長寿を祝福するとともに、市民の敬老思想の高揚を図るため、祝品を贈呈しています。 

※ 長寿祝品については、9月 15 日現在、市内に１年以上居住し、当該年度に 100歳に達する者 

  （外国人登録含む）  

  
〔長寿祝品の推移〕 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       年度 

区分 
23 24 25 26 27 

対象者数 22,922人 23,779人 24,463人 25,210 人 25,802人 

バス等利用 

助成券 

8,969人 9,472人 9,700人 10,265人 10,339 人 10,265人 

2,763人 2,809人 2,807人 2,833人 2,881 人 2,833人 

622人 583人 572人 520人 574 人 520人 

398人 401人 416人 404人 398 人 404人 

12,752人 13,265人 13,495人 14,022人 14,192 人 14,022人 

交付率 55.6％ 55,8％ 55.2％ 55.6％ 55.0％ 

交付会場数 25ヶ所 25 ｹ所 25 ｹ所 25 ｹ所 25ヶ所 

助成額 4,800円 4,800円 4,800円 4,800 円 4,800円 

             年度 

区分 
23 24 25 26 27 

長寿祝品贈呈者数 100歳 31人 32人 34人 31人 31人 
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第４節 障がい（児）者福祉の充実  
  【現況】【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

障がい者は、肢体不自由・視聴覚・内部障がい等の身体上の障がい、または知的障がい及び精神障

がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活に制限を受けています。 

障がい者に対する施策は、施設処遇と在宅援護に分かれますが、その基本は、障がい者のハンディ

キャップをできる限り軽減し、一般の人々と同様の生活条件と生活の安らぎを享受できるようにする

ことにあり、この理念に基づき障がい者の福祉施策をすすめています。 

また、身体障がい者や知的障がい者の自立更生のため民間法人の施設整備についても市が協力し、

処遇の改善に努めています。 

 

〔障害別・等級別身体障がい者数（平成 28年 4月 1日現在）〕              
区分 肢体障害 視覚障害 聴覚障害 内部障害 体幹障害 言語障害 免疫障害 計 

1 1,297人 260 人  2,433人 81人 4人 4人 4,079人 

2 1,545人 165 人 267人 1人 118人 1人 1人 2,098人 

3 1,330人 69人 161人 385人 82人 115人 1人 2,143人 

4 2,336人 74人 236人 702人  31人 3人 3,382人 

5 950人 98人   28人  0人 1,076人 

6 346人 120 人 563人    0人 1,029人 

計 7,804人 786 人 1,227人 3,521人 309人 151人 9人 13,807人 

※ 釧路市における身体障がい者数は、人口千人に対し 78.8人となっています 

 

〔障害程度区分別知的障がい者数（平成 28年 4月 1日現在）〕   

程度 

区分 
知的障がい者数（療育手

帳の交付を受けている者） 

内訳 

判定Ａ 判定Ｂ その他 

18歳以上の者 1,109人 347人 683人 79人 

18歳未満の者 1,064人 233人 817人 14人 

計 2,173人 580人 1,500人 93人 

※ 全国における知的障がい児(者)の総数は、在宅者 419,000 人、施設入所者 128,000 人で合計 547,000

人となっています（出典：平成 17年 厚生労働省 「知的障害児(者)基礎調査」ほか） 

 

〔等級別精神障がい者数（平成 28年 4 月 1日現在）〕       
精神障がい者数 

(精神手帳の交付を受けている

者) 

内訳 

1級 2級 3級 

1,720人 201人 943人 576人 

 

【施策の実施状況】 

１ 安心な日常生活を支援するサービスの充実 

（1）点字図書館【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

  視覚障がい者の方々へ点字図書・声の図書（テープ・ＣＤ）の製作及び貸出を行っています。 

また、点訳・音訳のボランティアを養成するため、講習会を開催し、講習会修了後は点訳・音訳

図書の製作にご協力いただいています。 
〔点字図書・声の図書の保有と貸出の推移〕             （単位：巻、件） 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

点字図書 
保有数 5,766 6,082 6,557 6,952 7,365 

貸出数 577 699 615 446 622 

声の図書 
保有数 18,122 3,857 3,999 4,122 4,226 

貸出数 2,973 1,123 936 1,213 2,261 

※24年度テープ図書廃止により、声の図書保有数減 

 

（2）釧路市障害者教養文化体育施設（サン・アビリティーズくしろ）管理運営事業【障がい福祉課 障がい福祉担

当】 

  障がい者の身体等の機能向上や健康増進を図るとともに、コミュニケーション・教養文化向上の

機会の提供により障がい者の社会参加を促進するため、障害者教養文化体育施設を運営しています。 
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〔釧路市障害者教養文化体育施設利用者数〕            

    年度 

区分 
23 24 25 26 27 

障がい者  14,601 人 14,083人 13,657人 12,414人 13,779人 

一般 18,647 人 21,283人 20,418人 19,670人 21,163人 

計 33,248 人 35,366人 34,075人 32,084人 34,942人 

 

（3）障害者手帳等交付事務【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

  身体障害者手帳、療育手帳､精神保健福祉手帳の交付申請を受け、北海道が決定した手帳等を交

付しています。手帳所持者については、指導や援護記録の整備を行っています。 

 
〔身体障害者手帳等交付件数（平成 27 年度実績）〕              

区  分 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者保健福祉手

帳 

交付件数 441件 107件 120件 

 

（4）障害者自助具給付事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

  重度（障がいの程度が 1級又は 2級）身体障がい者（児）へ日常生活における不便を解消するた

め自助具の交付をしています。 
 

〔自助具交付件数〕                         

   年度 

区分 
23 24 25 26 27 

自助具交付件数 1件 1件 1件 2件 2件 

 

（5）難聴児補聴器購入等助成事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

  身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入等の費用の助

成をしています。 

 
〔難聴児補聴器購入等助成件数〕                         

   年度 

区分 
27 

助成件数 4件 

 

（6）特別障害者手当等支給事務【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度の障がい者を対象として、経済的な負

担を軽減するため、特別障害者手当等を支給しています。 

 
〔特別障害者手当等受給者の推移（各年度末現在）〕           

    年度 

区分 
23 24 25 26 27 

障害児福祉手当 106 件 99件 99件 100件 98件 

特別障害者手当 115 件 124件 123件 121件 130件 

経過的福祉手当 8件 8件 8件 8件 8件 

計 229 件 231件 230件 229件 236件 

 

（7）障害者等援護旅費助成事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

身体・知的障がい者世帯の経済的負担を軽減するため、釧路市外の施設に入所している障がい者

及びその保護者を対象として、施設の入退所や訪問、一時帰省などにかかる旅費の一部を助成してい

ます。 

 
〔援護旅費助成の推移〕               
    年度 

区分 
23 24 25 26 27 

助成件数 399 件 381件 313件 278件 246 件 

助成金額 3,108千円 2,863千円 2,232千円 1,803千円 1,731 千円 
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（8）社会参加促進事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

  市内に居住する障がい者を対象に、障がい者の社会参加の促進を目的とし、スポーツ・レクリエ

ーション活動等を行っています。 

 
〔事業の推移〕                             

                     年度 

区分 
23 24 25 26 27 

社会適応訓練 料理、民謡、歌謡教室等 
実施回数 10回 7回 7回 4回 4回 

参加人員 61人 80人 96人 106人 123人 

創作・軽作業 手芸教室等 
実施回数 2回 4回 6回 6回 1回 

参加人員 29人 24人 47人 30人 15人 

その他 施設見学・スポーツ等 
実施回数 1回 1回 1回 3回 1回 

参加人員 37人 36人 58人 90人 40人 

計 
実施回数  13回 12回 14回 13回 6回 

参加人員 127人 140人 201人 226人 178人 

※ 平成 18 年 10月、デイサービス事業から社会参加促進事業へ名称変更 

 

 

 

（9）障害者自立支援給付事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

  平成 18年 10月から障害者自立支援法が施行され、身体・知的・精神障害といった障害種別ごと

に提供されていたサービスを一元化し、施設・事業の再編が行われました。平成 25 年 4 月からは

法律名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）

に改正され、難病患者等が対象者に含まれました。 

また、利用者にも利用量と所得に応じた負担を求めるとともに、国と地方自治体の費用負担をル

ール化し必要なサービスを計画的に実施しています。 
 

 

 

〔サービス別の延べ利用者数（上段）・給付額（下段）〕           

年度 

サービスの区分 
23 24 25 26 27 

介
護
給
付 

居宅介護 
2,713件 3,140 件 3,776件 3,891件 4,119件 

69,875千円 89,988 千円 106,711千円 126,560 千円 140,665千円 

重度訪問介護 
82件 91件 116件 123件 143件 

110,521千円 12,412 千円 13,649千円 13,476 千円 17,279千円 

行動援護 
107件 101件 154件 161件 187件 

1,854千円 1,510 千円 3,468千円 3,622 千円 4,560千円 

同行援護 
49件 155件 177件 184件 210件 

441千円 2,042 千円 3,197千円 4,333 千円 5,461千円 

療養介護 
24件 413件 426件 415件 407件 

6,405千円 97,777 千円 147,584千円 141,023 千円 101,373千円 

生活介護 
4,818件 6,954 件 7,225件 7,342件 7,376件 

847,795千円 1,285,249千円 1,359,550千円 1,415,715千円 1,451,107千円 

短期入所 
584件 631件 698件 644件 626件 

20,748千円 25,796 千円 34,459千円 31,986 千円 33,427千円 

児童デイサービス 
2,569件 220件 - - - 

156,132千円 15,245 千円 - - - 

共同生活介護 
1,720件 2272 件 2,444件 211件 - 

238,601円 323,763 千円 340,739千円 32,036 千円 - 

施設入所支援 
2,660件 4432 件 4,399件 4,306件 4,105件 

250,541千円 450,034 千円 459,116千円 455,442 千円 453,937千円 

旧法施設支援 
2,145件 28件 - - - 

499,532千円 7,076 千円 - - - 
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訓
練
等
給
付 

自立訓練（宿泊型・

機能訓練・生活訓練） 

269件 238件 307件 199件 147件 

34,235千円 35,623 千円 39,319千円 25,340 千円 18,494千円 

就労移行支援 
788件 844件 864件 713件 620件 

131,014千円 146,963 千円 153,147千円 138,017 千円 128,835千円 

就労継続支援（ A

型・B型） 

6,001件 7230 件 8,288件 9,347件 10,184件 

648,440千円 821,522 千円 942,478千円 1,073,746千円 1,169,137千円 

共同生活援助 
1,342件 1308 件 1,326件 3,877件 4,542件 

78,444千円 86,388 千円 91,461千円 499,819 千円 649,620千円 

相
談
支
援
給
付 

計画相談支援 
 431件 1,595件 2,945件 4,085件 

 6,753 千円 25,882千円 51,401 千円 75,381千円 

地域移行支援 
 25件 13件 5件 7件 

 790千円 469千円 182千円 197千円 

地域定着支援 
 4件 11件 9件 27件 

 12千円 125千円 122千円 102千円 

 

〔補装具費〕                 
年度 

区分 
23 24 25 26 27 

交付件数 584 件 678件 590件 643件 596件 

給付額 52,212千円 60,736千円 54,594 千円 57,214千円 58,423 千円 

 

〔自立支援医療〕                         

※ 精神通院医療については道負担 

 

（10）障害児通所給付事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

  平成 24 年 4 月の障害者自立支援法、児童福祉法の改正により、従来の障害者自立支援法の児童

デイサービスが児童福祉法の障害児通所給付へ移行しました。 

 

年度 

サービスの区分 
24 25 26 27 

給
付
障
害
児
通
所 

児童発達支援 
1,750件 1,928 件 2,127件 2,172件 

93,842千円 115,353 千円 131,416千円 150,761 千円 

放課後等デイサービ

ス 

1,800件 2,465 件 3,276件 4,059件 

168,252千円 268,291 千円 370,847千円 456,733 千円 

保育所等訪問支援 
 57件 118件 146件 

 833千円 1,619千円 2,517千円 

給
付 

相
談
支
援 

障
害
児 障害児相談支援 

308件 879件 941件 1,139件 

4,865千円 14,416 千円 16,674千円 20,678 千円 

 

（11）日常生活用具給付等事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

重度障がいのある方に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行っています。 

 
年度 

区分 
23 24 25 26 27 

交付件数 2,739 件 2,821件 2,859 件 2,912件 3,260 件 

給付額 55,112千円 57,018千円 58,253千円 57,517千円 63,896 千円 

 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

更生医療 
交付件数 606件 592件 633件 652件 624件 

給付額 481,841千円 511,088千円 543,305千円 553,077 千円 592,030千円 

育成医療 
交付件数   30件 44件 42件 

給付額   2,983千円 3,485千円 5,951千円 

精神通院医

療 

交付件数(新規のみ) 232件 276件 256件 272件 269件 

給付額※      
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（12）移動支援事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

障害者手帳の交付を受けている方の外出（恒常的でないもの）の支援を行っています。 

 
年度 

区分 
23 24 25 26 27 

利用件数 484 件 488件 497件 439件 366件 

利用時間 3,294時間 3,471時間 3,570 時間 3,139時間 2,622 時間 

給付額 2,503千円 2,638千円 2,713 千円 2,386千円 2,697 千円 

 

（13）地域活動支援センター【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う場です。平成 27 年度は 3 箇所の地

域活動支援センターが活動しており、市ではこれらの地域活動支援センターに対して運営費の補助を

行っています。 

 

（14）日中一時支援事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

障害者手帳の交付を受けている方の施設や自宅での預かりの支援を行うことにより、介護者であ

る家族の方の休息や就労の時間の確保を図っています。 

 

 

 

（15）障がい者福祉バス運行事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

障がい者の自立を促進し、社会活動への参加を容易にするため、心身障がい者の通院の送迎や障

がい者団体の会合・レクリエーション等に際し、交通手段としてバスを運行しています。 

 
〔福祉バスの運行状況（平成 27 年度実績）〕 

バス名 運行回数 延べ利用人員 

いずみ号（44人乗り） 59回 984人 

つどい号（20人乗り） 48回   216人 

 

（16）重度障がい者交通費助成事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

障がい者の外出の機会を増やすとともに、行動範囲の拡大を図るため、在宅の重度肢体不自由者、

内部障がい者、視覚障がい者、重度知的障がい者のうち対象となる方に、タクシー料金又は自動車

燃料代の一部を助成しています。 
 

    年度 

区分 23 24 25 26 27 

助成人員 1,063 人 1,108人 1,142 人 1,164人 1,199 人 

助成金額 11,530千円 11,989千円 12,221 千円 12,378千円 12,673 千円 

 

（17）児童発達支援センター 

就学前までの発達に遅れや障がいのある子を対象として、日常生活における基本動作の習得及び

集団生活への適応のための指導を提供するとともに、早期療育・保護者の育児支援を行うため、福

祉型児童発達支援センターとして、各種事業を行っています。 

①地域支援相談担当 

ア 児童発達支援（個別指導） 

为に言語発達に障がいや遅れのある就学前までの乳幼児とその保護者を対象として、日常生活に
おけるコミュニケーション指導や集団生活に適応するためのルールや自己統制など社会性の向上
に関する指導を個別に定期的に行い、発達を支援しています。 
なお、児童発達支援の対象とならないものは経過観察児として不定期に相談・支援を行っていま

す。 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

利用件数 791 件 771件 891件 820件 827 件 

利用時間 6,489時間 6,165時間 6,827 時間 6,996時間 6,423 時間 

送迎回数 2,703 回 2,917回 2,452 回 2,070回 1,717 回 

給付額 5,621千円 5,464千円 5,832 千円 5,903千円 6,970 千円 
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〔契約・指導状況の推移〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 発達支援センター事業 

心やからだの発達に心配のある子どものために、電話相談・心理相談・面接相談・訪問相談など

の方法により、専門的な相談・援助活動を行っています。 
 

〔相談件数の推移〕                      

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

相談受理 232件 185件 233件 237件 281件 

来所相談 

心理相談 216件 233件 211件 208件 203件 

面接相談（言語・発達） 53件 38件 136件 152件 210件 

面接相談（運動） 40件 71件 37件 50件 11件 

小  計 309件 342件 384件 410件 424件 

訪問相談（言語・発達） 246件 273件 272件 306件 281件 

訪問相談（運動） 183件 163件 92件 51件 26件 

電話相談 560件 613件 365件 359件 419件 

巡回療育相談 13件 21件 18件 17件 11件 

 ※巡回療育相談は旭川療育センター小児科医による相談です。 
  
 ウ 障害児早期療育指導事業 
相談後の支援の場として、1～2歳児を対象にした親子集団遊びの場（ひよこクラブ）、2～3歳児

を対象とした小集団指導の場（コアラの教室）、社会福祉協議会が为催する親子集団遊びの場（ポ
ニーの教室）への支援協力を実施しています。 

 
【ひよこクラブ】 
为に１歳半健診後、発達に何らかの不安や心配のある概ね 1～2 歳の幼児とその保護者を対象

として、子どもの健全な発達の支援を行うとともに、育児不安の解消を図るため、親子の集団遊
びを通じて指導や相談などを行っています。 

   なお､ひよこクラブ終了後に継続して指導が必要な場合は､2～3歳児を対象とした｢ポニーの教 
室｣（実施運営：釧路市社会福祉協議会）でも指導を行っています。 

 

〔在籍児数・指導件数の推移〕                    

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

住吉グループ 
在籍児数 22人 15人 20人 16人 13人 

指導件数 248件 288件 317件 313 件 240件 

第 2住吉グループ 
在籍児数 22人 18人 16人 15人 12人 

指導件数 256件 243件 331件 258 件 164件 

第 3住吉グループ 
在籍児数 19人 15人 14人 16人 12人 

指導件数 271件 345件 180件 274 件 213件 

鳥取西グループ 
在籍児数 20人 20人 17人 20人 17人 

指導件数 268件 262件 192件 344 件 255件 

計 
在籍児数 83人 68人 67人 67人 54人 

指導件数 1,043件 1,138件 1,020件 1,189 件 872件 

 

 

 

 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

契約児童 
言語・発達 34人 32人 27人 30人 30人 

運動 ― ― 15人 21人 19人 

指導件数 
言語・発達 820件 836件 467件 692 件 622件 

運動 ― ― 369件 427 件 469件 
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【コアラの教室】 

    ことばや遊びなど、発達全般に弱さがある概ね 2歳～3歳の幼児とその保護者を対象として､

为に大人とじっくり関わりながら遊びを拡げていくように支援しています。 

 

〔在籍児数・指導件数の推移〕       

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

在籍児数 9人 8人 12人 11人 11人 

指導件数 257件 279件 252件 311件 203件 

 
エ 発達障害者支援体制整備事業  

 高機能自閉症やＬＤ、ＡＤＨＤ等の発達障害のある方、またその家族が適切な相談支援及び療育を受
けることができるように支援体制の整備を進め、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対
応する一貫した支援体制の整備を図ることを目的としています。 

 

年度 

区分 
 23 24  25  26   27 

延べ相談件数 326人 410人 534人 359人 323人 

 

オ 保育所等訪問支援事業（平成 25年度からの事業） 

支援員が保育園や幼稚園に定期的に訪問し、障害児本人に対し集団生活適応のための支援や、訪

問先のスタッフに対し、園児の支援方法等の指導を行います。 

 

〔契約児童数・指導回数〕       

年度 

区分 
25 26 27 

契約児童数 7人 8人 7人 

年間指導回数 90回 108回 86回 

 

カ 障害児相談支援事業（平成 25年度からの事業） 

 障害児ひとりひとりのニーズに合わせ、適切な福祉サービス等の提供を受けられる利用計画の策

定を行っています。 

 
〔実施件数〕       

年度 

区分 
25 26 27 

利用計画作成数 94件 114件 126件 

モニタリング 376件 378件 382件 

 

②野のはな園（通園による児童発達支援） 

障害のある子に対し、日常生活における基本動作の指導や集団生活への適応のための支援など、

通園による児童発達支援を行っています。 

園では、単独通園クラスと親子通園クラスに分かれており、単独通園クラスでは 3歳から就学前

のお子さんを対象に運動や遊びをとおして生活をしていくうえで必要な力をつけることを目的と

し、親子通園クラスでは運動・精神面の発達支援が必要な就学前のお子さんを対象に理学療法士、

作業療法士による運動療法と保育を組み合わせながら、個々に応じた適切な指導を行っています。 
※ 施設の経過：昭和 35 年 6 月開設，昭和 50 年 4 月新築移転，昭和 54 年 4 月釧路養護学校の開設に伴い定員を

40人に変更。平成 20年 4月に現在地（住吉 2丁目 12番 37号）へ移転。 

※ 平成 24年度まで療育センター内にあった「こばと学園」「わかば整肢園」「子ども発達相談室」の 3事業所が統

合し、平成 25 年度より課の名称が「釧路市児童発達支援センター」と変わり、また「こばと学園」「わかば整

肢園」が統合し、名称が「野のはな園」となった。 
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〔27年度延通園児〕       〔障害別分類：単独通園クラス〕  〔障害別分類：親子通園クラス〕 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（18）幼児こども相談室【阿寒町行政センター保健福祉課 保健福祉担当】 

① 相談業務 

   発達に心配や遅れのある幼児に対し「幼児子ども相談室」を平成 10 年に阿寒町に開設し、子

どもの全般的な相談を面接・電話等により随時受付けています。また必要に応じて関係機関へ訪

問を実施し、支援を行っています。  

 
〔相談及び訪問件数〕                   

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

面接相談 9人 10人 15人 4人 8人 

電話相談 0人 0人 6人 0人 0人 

家庭訪問 3人 10人 0人 4人 5人 

保育所幼稚園学校訪問 26人 32人 52人 48人 0人 

 

② 療育支援 

 言語発達の遅れや発音の問題、多動、社会性の遅れなど発達に心配や遅れがある幼児に対し、

各々に適した療育支援を個別・小集団対応によって定期的に行い、支援を行っています。 

 
〔在籍児数・指導件数の推移〕 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

個別 
在籍児数 22人 26人 22人 21人 20人 

指導件数 225件 278件 225件 262件 268件 

小集団 
在籍児数 12人 5人 12人 9人 6人 

指導件数 16件 28件 16件 38件 48件 

 

（19）特別児童扶養手当給付事務【こども支援課 こども支援担当】 

  障がい児のいる家庭の福祉増進を図り児童の生活を向上させるため、身体や精神に障がいのある

20歳未満の児童を養育している方を対象として、北海道から特別児童扶養手当が支給されています。 

  市は、制度のＰＲと書類の受付事務を行っています。 
 

〔特別児童扶養手当の状況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 

区分 
27 

脳性マヒ 1人 

ダウン症候群 2人 

筋疾患 0人 

脳疾患 2人 

運動発達の遅れ 14人 

その他の疾患 3人 

その他 0人 

計 22人 

  年 度

区分 27 

野のはな園 10,197人 

年度 

区分 
27 

知的障害 8人 

精神発達遅滞 14人 

自閉症・自閉傾向 30人 

その他 0人 

計 52人 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

１級 173世帯 183世帯 161世帯 156世帯 140世帯 

２級 367世帯 378世帯 425世帯 412世帯 365世帯 

計 540世帯 561世帯 586世帯 568世帯 505世帯 
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２ 障がいのある人が安心して暮らせる地域づくりの推進 

（1）相談支援事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

障がいのある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のた

めに必要な援助を行い、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援

していきます。 

また、様々な相談に応じる為市の窓口に障害者相談員を配置しているほか、精神障がい者の専門

的な相談支援等への対応として、専門的職員を配置している相談支援事業者に相談業務の委託をし

ています。 

 

（2）コミュニケーション支援事業【障がい福祉課障がい福祉担当】 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその

他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳者等の派遣、手話通訳者の設置等を行います。 

 

〔手話通訳者派遣事業の状況〕                          
区分 

年度  
生活 職業 病院 教育 

運転 

免許 
その他 計 

23 41件 15件 558件 55件 8件 57件 734件 

24 42件 226件 488件 33件 19件 47件 855件 

25 45件 187件 493件 37件 25件 153件 940件 

26 49件 28件 585件 37件 43件 152件 894件 

27 42件 13件 618件 42件 21件 142件 878件 

 

（3）障害者福祉団体運営費補助事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

  障害者福祉団体の活動を通じて、障がい者とその家族の福祉の向上を図るため、各種団体に運営

費を補助しています。 

 

３ 障がい者の社会参加の充実 

（1）釧路湿原全国車いすマラソン大会【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

  肢体不自由者と健常者を対象とした車いすによるマラソン大会を開催しています。 

本大会は、マラソンへの参加を通じて、参加者が、全国の仲間との友情を深め、障がいを克服し、

よりたくましく生きていく力を育てることを目的としています。 

また、大会運営への参画や大会の観戦を通じて、市民の障がい者に対する認識や理解を高めるこ

とにより、ノーマライゼーション理念の普及やボランティア意識の高揚を図るねらいもあります。 

 
 〔大会参加者数の推移〕                          

          

年度 

区分 

23 24 25 26 27 

ハーフマラソン 23人 28人 31人 25人 20人 

８ｋｍ 2人 2人 4人 5人 4人 

２ｋｍ 74人 75人 62人 53人 65人 

300ｍ 5人 1人 2人 4人 6人 

計 104人 106人 99人 87人 95人 

 

（2）障害者雇用促進啓発事業【障がい福祉課 障がい福祉担当】 

障がい者が就労し社会自立することを目的として、勤務成績が優秀な障がい者や障がい者を積極

的に雇用している事業所、障がい者の雇用促進に特に貢献あった団体又は個人を表彰しています。 
 

〔表彰者数〕 
   年度 

区分 
23 24 25 26 27 

優良勤労障がい者 4 6 2 3 3 

障がい者雇用優良事業

所 
0 6 1 3 2 
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第５節  子育て支援の充実  
 【現況】 

１ 保育所の設置の状況【こども育成課 保育担当】 

 女性の就労増加、核家族化の進行などによって家庭で保育を受けることのできない児童のため市

立保育園 

7園（釧路5園認可、音別1園認可、阿寒1園認可外）、法人立保育園20園（全て釧路、認可）、家庭的

保育事業1園(認可)において、保育サービスを提供しています。 

これまでの保育所の整備により、必要な入所定員枠は確保されています。 

 今後は、市内における地域的な人口移動や出生児数の減尐にともない、配置の見直しが必要となってい

ます。 

 
〔入所児童数の推移（認可・各年度4月1日現在）〕    

 

 
〔年齢別入所児童数（平成 27年 4月 1日現在）〕 

 

※ 3歳未満児36.9%、3歳児20.5%、4歳以上児42.6%となっている。 

 

 

【施策の実施状況】 

１ 地域ぐるみの子育て支援の充実 

（1）ファミリー・サポート・センター事業【こども育成課 保育担当】 

ファミリー・サポート・センターを開設（釧路市社会福祉協議会に運営委託）し、育児に関する会

員制の相互援助活動を支援しています。 

〔会員数の推移（各年度末）〕                 
      年度 

区分 
  22 23 24 25 26 27 

提供会員 136 人 148人 155人 160人 172人 185 人 

依頼会員 463 人 553人 606人 651人 706人 750 人 

提供、依頼両方会員 96人 101人 109人 107人 103人 107 人 

合計 695 人 802人 870人 918人 981人 1,042 人 

 

 

 

                 年度 

区分 
23 24 25 26 27 

認可 

（釧路・音

別） 

公立 
入所定員 680人 850人 680人 515人 435人 

入所児童数 554人 753人 526人 361人 315人 

法人立 
入所定員 1,175人 1,005人 1,175人 1,340 人 1,420人 

入所児童数 1,150人 979人 1,105人 1,244 人 1,358人 

小規模保

育 

入所定員 ― ― ― ― 15人 

入所児童数 ― ― ― ― 6人 

計 
入所定員 1,855人 1,855人 1,855人 1,855 人 1,870人 

入所児童数 1,704人 1,732人 1,631人 1,605 人 1,679人 

広域入所児童数（管外委託

分） 
0人 1人 2人 0人 1人 

総入所児童数 1,704人 1,632人 1,734人 1,605 人 1,680人 

認可外 

（阿寒） 

公立 
入所定員 60人 60人 60人 30人 30人 

入所児童数 12人 8人 11人 4人 3人 

総入所児童数 12人 11人 8人 4人 3人 

      年齢 

区分 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

認可 
児童数 94人 217人 311人 344人 350人 364 人 1,680人 

構成比 5.6％ 12.9％ 18.5％ 20.5％ 20.8％ 21.7％ 100％ 

認可外 
児童数 － － － － 1人 2人 3人 

構成比 － － － － 33％ 67％ 100％ 
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２ 子育てニーズに対応した支援機能の充実 

（1）地域子育て支援拠点事業【こども育成課 保育担当】 
子育てに関する不安や悩みなどを解消するため、就学前の乳幼児を抱えた保護者を対象として、

相談業務を行っています。 
そのほか、親子のふれあい・同年代の子どもを持つ保護者との交流や親子遊びの紹介・おもちゃ

や絵本の貸出しなどを通じて個人や育児サークルへの支援を行っています。現在、地域子育て支援
センターは、市内に6ヶ所設置しています。 
① 釧路市東部子育て支援拠点センター（旧春洋保育園）平成21年10月開設 

② 釧路市中部子育て支援拠点センター（釧路市地域保育センター内） 

③ 釧路市中部子育て支援拠点センターサテライト（新橋６丁目ビル３階 ※市委託事業）平成27年7月開

設 

④ 釧路市西部子育て支援拠点センター（鳥取保育園敷地内）平成23年11月開設 

⑤ 釧路はるとり保育園子育て支援センター（釧路はるとり保育園内 ※市委託事業） 

⑥ 釧路風の子保育園子育て支援センター（釧路風の子保育園内 ※市委託事業） 

 

〔相談状況（平成27年度実績）〕                                                    

     区分 

子育て支援センター名 

相談件数 相談内容の内訳 

E-mail 電話 面接等 計 生活習慣 発育発達 健康 生活環境 育児方法 その他 

釧路市東部 12件 6件 3,262件 3,280件 1,092件 926件 190件 397件 344件 331件 

釧路市中部 0件 4件 3,051件 3,055件 941件 1,051件 51件 151件 643件 218件 

釧路市中部サテライ

ト 
0件 4件 723件 727件 214件 324件 33件 38件 72件 46件 

釧路市西部 0件 5件 3,590件 3,595件 1,238件 946件 142件 468件 552件 249件 

釧路はるとり保育園 0件 3件 37件 40件 12件 13件 － 2件 4件 9件 

釧路風の子保育園 0件 29件 45件 74件 16件 11件 － 1件 11件 35件 

 

〔親子ふれあいの場利用状況（平成27年度実績）〕 

クラブ名 開催日 利用組数 利用者数 

東部親子ふれあいの場（パオパオクラブ） 毎週月～土曜日 5,021 組 10,669人 

中部親子ふれあいの場（にこにこクラブ） 
毎週月・水・木・金・土曜

日 
3,187 組 6,676人 

中部サテライト親子ふれあいの場 毎週月～土曜日 3,526 組 7,780人 

西部親子ふれあいの場（ぴょんぴょんク

ラブ） 

毎週月・水・木・金・土曜

日 
7,406 組 15,938人 

 

（2）市立保育園の運営並びに法人立保育園への委託及び運営協力【こども育成課 保育担当】 
働きながら子育てをする世帯に対する子育て支援を行うため、市立保育園7園（釧路5園認可、音

別１園認可、阿寒1園認可外）、法人立保育20園（全て釧路、認可）、地域型保育事業1園(認可)にお
いて、保育サービスを提供しています。 
また、市立3園･法人立7園においては、心身に障がいを持つ児童を健常児と集団保育を行うこと

により成長発達を助長するための障がい児保育を実施しています。 
法人立保育園に対しては、入所を委託した児童数に応じて委託費を交付しています。また、適正

な運営を助長するため、補助金を交付しています。 
 

〔法人立保育所運営費助成の推移〕 

 

 
 
 
 

       年度 

区分 
23 24 25 26 27 

助成総額 184,557 千円 192,242千円 204,592 千円 223,877千円 141,777 千円 

月平均入所児童数 1,242人 1,200人 1,304人 1,348人 1,464人 

児童 1人当り助成

額 
148,597 円 160,202円 156,896円 166,081円 96,843円 
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（3）一時預かり事業【こども育成課 保育担当】 
保護者の勤務形態や傷病・事故・介護・冠婚葬祭などにより、緊急的・断続的に家庭での保育が

困難な児童を対象として、一時的な保育サービスを行っています。 
〔事業及び年齢別延べ利用児童数(平成27年度実績)〕                 

保育園名 
非定型保育サービス 緊急保育サービス 延べ利用 

児童数 ３歳未満 ３歳以上 計 ３歳未満 ３歳以上 計 

旭保育園 144人 108人 252人 11人 3人 14人 266人 

芦野保育園 324人 50人 374人 52人 26人 78人 452人 

桂恋保育園 297人 59人 356人 0人 2人 2人 358人 

風の子保育園 76人 118人 194人 34人 11人 45人 239人 

共栄保育園 86人 23人 109人 38人 38人 76人 185人 

おたのしけ保育

園 
80人 17人 97人 3人 0人 3人 100人 

治水どんぐり保

育園 
269人 135人 404人 8人 9人 17人 421人 

計 1,276人 510人 1,786人 146人 89人 235 人 2,021人 

※ 非定型保育サービス事業とは、保護者の労働・職業訓練・就学などにより週3日程度断続的に保育が困難にな
る場合を、緊急保育サービス事業とは、保護者等の傷病・出産・看病等の緊急一時的に保育が困難になる場合
を対象とする保育事業 

 
（4）休日保育事業【こども育成課 保育担当】 

保護者の勤務などにより休日に家庭での保育が困難な児童を対象として、平成8年1月から認可保
育所に委託し、休日の保育サービスを行っています。 
 

〔休日保育利用状況（平成27年度実績）〕                 

保育園名 
開園延べ 

日数 

年齢別利用児童の延べ人数 

０歳児 １・２歳児 ３歳以上児 計 

釧路旭夜間保育園 66日 5人 191人 320人 516人 

釧路風の子保育園 66日 11人 114人 320人 445人 

 

（5）延長保育事業【こども育成課 保育担当】 

保護者の勤務形態の多様化などに対応するため、釧路地区のすべての認可保育園（市立6園・法

人立20園）において、通常の保育時間終了後30分から1時間の延長保育を実施しています。 

 

（6）保育所開放事業【こども育成課 保育担当】 

入所児童や保育士とのふれあいを通し、保育所に入所していない児童に遊びの場を提供します。 

 ア 実施保育所  市内全認可保育所  

イ 開放日と時間 毎週水曜日 午前10時～11時まで（釧路旭夜間保育園は午後5時から午後6時

まで） 

 

（7）親子つどいの広場【こども育成課 保育担当】 

地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的に、平成 18 年 2 月から乳幼児とその親（子育て

親子）が気軽につどい、交流を図ることや、情報交換、育児相談等ができる場を提供しています。 

開設：月～金曜日（水曜日は相談日）午前９時～午後２時   

場所：昭和中央児童センター内 
 

〔利用・相談状況〕       

       年度 

区分 
22 23 24 25 26 27 

利用状況 
乳幼児 5,000件 3,560件 3,086 件 3,339件 3,196 件 2,864件 

保護者 4,076件 3,012件 2,744 件 3,074件 2,729 件 2,616件 

相談状況 1,313件 1,017件 1,025 件 1,060件 1,020 件 933件 
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３ 明るい家庭づくりの推進 

（1）家庭児童相談事業【こども支援課 こども支援担当】 

家庭における児童の養育や親子関係、児童虐待などに関する不安・問題を解消するため、相談室

を設置し、家庭児童相談員による相談・助言などを行っています。 

 
〔家庭児童相談室相談受理状況〕 

 

 

〔児童虐待に関する相談の受理状況〕 
        年度 

区分 
23  24 25 26 27 

受理件数 54件 61件 77件 52件 82件 

内
訳 

被
害
児
年
齢
別 

乳幼児 27件 25件 41件 23件 41件 

小学生 16件 28件 26件 19件 25件 

中学生 5件 6件 7件 8件 7件 

高校生等 6件 2件 3件 2件 8件 

特定不可 0件 0件 0件 0件 1件 

計 54件 61件 77件 52件 82件 

相
談
内
容
別 

身体的 15件 22件 18件 16件 12件 

ネグレクト 21件 22件 30件 30件 54件 

心理的 18件 16件 29件 4件 15件 

性的 0件 1件 0件 1件 0件 

特定不可 0件 0件 0件 1件 1件 

計 54件 61件 77件 52件 82件 

为
た
る
虐
待
者
別 

実父 15件 17件 29件 12件 15件 

実母 29件 38件 42件 34件 55件 

実父外父 2件 2件 0件 4件 5件 

実母外母 3件 0件 0件 0件 0件 

その他 5件 4件 6件 0件 4件 

特定不可 0件 0件 0件 2件 3件 

計 54件 61件 77件 52件 82件 
 
※ 児童福祉法の改正により、平成 17 年度より釧路市の処理件数を計上 

 

（2）家庭福祉推進事業【こども支援課 こども支援担当】 

児童虐待の被害件数は、全国的に増加する傾向にあり、釧路市においても通告や相談などが増加

しています。このため、早期発見・早期対応・再発防止に向けて、関係機関の連携を図るとともに、

子育て家庭の支援に関する情報提供などを行っています。 

 

① 釧路市家庭福祉推進連絡協議会（要保護児童対策地域協議会）の開催 

家庭・児童・女性問題などへ対応するため、関係機関が集まり、健全な家庭づくりや地域福祉

などについての協議、要支援家庭等の情報の共有や支援の方法等の検討を行います。 

 

〔会議開催状況及び取扱ケース数の推移〕 
年度 

区分 
23 24 25 26 27 

ケース検討会議開催日数 47日 73日 70日 65日 54日 

ケース数（延べ） 69件 91件 87件 82件 66件 

         年度 

区分 
23 24 25 26 27 

子育て相談 2件 3件 2件 1件 3件 

発達相談 7件 6件 1件 8件 2件 

不登校などの学校生活 2件 6件 6件 13件 6件 

非行相談 2件 3件 0件 1件 0件 

家族・虐待等 31件 32件 55件 51件 55件 

養育環境 3件 0件 4件 2件 1件 

障がい相談 1件 0件 1件 0件 0件 

その他 1件 1件 2件 4件 1件 

計 49件 51件 71件 80件 68件 
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② 家庭福祉推進庁内連絡会議の開催 

児童虐待、ＤＶ問題や要支援世帯への支援の方法などを検討するため、庁内 18 課で連絡会議

を開催しています。 

 

（3）育児支援家庭訪問事業【こども支援課 こども支援担当】 

比較的軽度の児童虐待のおそれのある母親のケアや育児等が困難で支援が必要な家庭及び産後 3

ヶ月以内で支援者がいない母親に、家事や育児に必要な技術の指導及び助言をする支援員を派遣して

います。 
 

〔年度別支援状況の推移〕 
年度 

区分 
23 24 25 26 27 

養

育 

支援世帯数(延べ) 142世帯 145世帯 202世帯 206世帯 146 世帯 

支援回数 1,094回 1,106回 1,508 回 1,479回 1,000 回 

支援員活動回数 2,227回 2,237回 3,180 回 3,647回 2,798 回 

産

後 

支援世帯数(延べ) 8世帯 20世帯 26世帯 24世帯 46世帯 

支援回数 35回 110回 162回 144回 205 回 

支援員活動回数 101回 270回 421回 393回 511 回 

※ 平成 16 年度まで家庭生活等支援事業として実施 
※ 平成 19 年度より産後支援事業拡大 

 

（4）女性相談・自立支援事業【こども支援課 こども支援担当】 

  支援を必要とする女性の自立に向けて指導や助言を行い、配偶者等からの暴力（ＤＶ：ドメステ

ィック・バイオレンス）についての相談などに対応するため、婦人相談員などによる相談や助言を

行っています。 

  相談者への支援については、個々の状況に応じ、関係機関と連携を図りながら、福祉制度の活用

などについて適切な情報提供や助言を行っています。また、ＤＶ被害者については、不安の解消を

図り、安定した生活環境づくりの支援を行っています。 

 
〔内容別相談件数の推移〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ひとり親家庭への支援 

（1）災害遺児手当等給付事業【こども支援課 こども支援担当】 

交通事故などにより父、母又はそれらに代わる養育者が死亡（または重度の障がい）した災害遺

児を養育している保護者を対象として、災害遺児 1 人につき義務教育を修了するまでの間月額

2,000円（平成 28年 4月分より月額 5,000円）の災害遺児手当を支給しています。また、義務教育

修了時には、卒業祝い金として災害遺児 1人につき 10万円を支給しています。 

 

〔災害遺児卒業祝金支払状況〕 
  年度 

区分 
23 24 25 26 27 

卒業祝金支払者数 2人 3人 2人 2人 1人 

 

 

 

 

    年度

区分 
23 24 25 26 27 

生活問題 143件 137件 75件 72件 127件 

結婚・離婚 142件 114件 139件 204件 249件 

家庭内紛争 6件 7件 10件 1件 1件 

その他 50件 38件 21件 60件 63件 

計 341件 296件 245件 337件 440件 
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〔災害遺児手当受給状況〕 
         年度 

区分 
23 24 25 26 27 

交通災害 
世帯数 8世帯 8世帯 7世帯 7世帯 7世帯 

遺児数 13人 14人 12人 12人 11人 

海上災害 
世帯数 0世帯 0世帯 0世帯 0世帯 0世帯 

遺児数 0人 0人 0人 0人 0人 

労働災害 
世帯数 3世帯 3世帯 3世帯 3世帯 2世帯 

遺児数 4人 5人 5人 5人 4人 

計 
世帯数 11世帯 11世帯 10世帯 10世帯 9世帯 

遺児数 17人 19人 17人 17人 15人 

 

（2）児童扶養手当給付事業【こども支援課 こども支援担当】 

母子家庭等の生活の安定と自立、児童の健全育成を促進するため、父母の離婚などにより父又は

母と生計を同じくしていない児童を養育する方を対象として、児童扶養手当を支給しています。 

 
〔児童扶養手当受給世帯数〕 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

離  婚 2,915世帯 2,908世帯 2,807世帯 2,723世帯 2,670世帯 

未  婚 216世帯 225世帯 231世帯 236世帯 242世帯 

死  別 31世帯 30世帯 32世帯 32世帯 29世帯 

遺  棄 7世帯 6世帯 6世帯 6世帯 5世帯 

障  害 2世帯 3世帯 3世帯 3世帯 6世帯 

拘  禁 4世帯 3世帯 2世帯 2世帯 1世帯 

そ の 他 82世帯 91世帯 93世帯 82世帯 82世帯 

計 3,257世帯 3,266世帯 3,174世帯 3,084世帯 3,035世帯 

 

（3）母子等相談・支援事業【こども支援課 こども支援担当】 

母子･寡婦･父子世帯の社会的自立や日常生活を支援するために、生活全般や各種制度の相談、紹

介などを行っています。 

また、北海道が実施する資金貸付制度である母子寡婦福祉資金に関する相談や受付も行っていま

す。 
〔母子相談延べ件数〕 

年度  

 区分 
23 24 25 26 27 

住宅 5件 2件 9件 16件 7件 

医療 273件 308件 310件 284件 327件 

家庭紛争（夫の暴力等） 6件 2件 11件 19件 21件 

就職 230件 214件 208件 207件 170件 

児童 135件 190件 231件 235件 252件 

資金貸付・償還等 655件 552件 299件 248件 175件 

生活保護 68件 62件 81件 71件 56件 

その他 680件 667件 759件 729件 917件 

計 2,052件 1,997件 1,908 件 1,809件 1,925件 

 

 

（4）母子・父子家庭自立支援給付金事業【こども支援課 こども支援担当】 

母子家庭の母、又は父子家庭の父の経済的自立を図るため給付金を支給し、職業能力向上や就業

機会の創出を行っています。 
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〔給付件数（平成 27年度実績）〕 

          

       
相談件数 

講座指定 

決定件数 

給付決定件

数 
支給額 

自立支援教育訓練給付金 6件 1件 1件 16,092 円 

高等職業訓練促進給付金 30件      － 15件 16,311,500 円   
※ 常用雇用転換奨励給付金事業は平成 18年度で廃止 

 

（5）母子家庭等就労自立支援促進事業【こども支援課 こども支援担当】 

  母子家庭の母、又は父子家庭の父の就業適性の発見、職業意識の向上を目的とした事業を実施し

ています。 

 

 〔実施状況〕   
       年度 

区分 
26 27 

参加実人員 実施期間 参加実人員 実施期間 

企業体験事業 8人 3日間 6人 3日間 

企業説明会事業 18人 1日間 14人 1日間 
 

 

（6）母子・父子・寡婦福祉資金【こども支援課 こども支援担当】 

母子家庭・父子家庭及び寡婦家庭の経済的自立を促進するため、北海道が各種資金の貸付を行っ

ています。市では、制度に関する照会・申込みの受付業務を行っています。 

 

 

〔母子寡婦福祉資金利用の推移〕 

年度                          

区分 
23 24 25 26 27 

（
釧
路
） 

事業

開始 

事業開始時に必要な設備購入

経費 

件数（件） 0 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 

事業

継続 
事業継続のための運転資金 

件数（件） 0 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 

修学 就学させるための授業料等 
件数（件） 152 159 106 60 32 

金額（千円） 77,092 84,638 52,418 26,643 14,565 

技能

習得 
知識技能習得するための経費 

件数（件） 6 5 2 3 1 

金額（千円） 2,324 2,298 1,500 1,173 816 

修業 知識技能習得に必要な経費 
件数（件） 8 3 0 1 1 

金額（千円） 2,696 612 0 468 374 

就職

支度 
就職準備に必要な経費 

件数（件） 0 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 

医療

介護 

医療・介護を受けるための経

費 

件数（件） 0 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 

生活 生活費補給 
件数（件） 5 2 0 0 2 

金額（千円） 1,958 1,524 0 0 1,920 

住宅 自家の補修、増改築経費 
件数（件） 0 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 

転宅 住宅移転のための経費 
件数（件） 2 3 0 0 0 

金額（千円） 280 570 0 0 0 

就学

支度 
入学時の入学金等 

件数（件） 61 20 13 9 7 

金額（千円） 15,989 3,395 1,846 1,783 832 

結婚 子の結婚に必要な経費 
件数（件） 0 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 

 

特例児童扶養資金 
件数（件） - - - - - 

金額（千円） - - - -   - 

合計 
件数（件） 234 192 121 73 43 

金額（千円） 100,338 93,037 55,764 30,067 18,507 



56 

再
掲
（
阿
寒
） 

修学 就学させるための授業料等 
件数（件） 0 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 

就学

支度 
入学時の入学金等 

件数（件） 0 0 1 0 0 

金額（千円） 228 0 105 0 0 

合計 
件数（件） 1 0 1 0 0 

金額（千円） 228 0 105 0 0 

再
掲
（
音
別
） 

修学 就学させるための授業料等 
件数（件） 0 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 

就学

支度 
入学時の入学金等 

件数（件） 0 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 

合計 
件数（件） 1 0 0 0 0 

金額（千円） 0 0 0 0 0 
  

 

（7）母子・父子家庭ホームヘルパー派遣事業【こども支援課 こども支援担当】 

父子・母子家庭の自立のため、父・母の疾病などの理由により、一時的に家事援助などが必要な

場合、家事援助を行うホームヘルパーを派遣しています。 

 

〔制度の利用状況〕 
    年度 

区分 
23 24 25 26 27 

派遣回数 23回 20回 0回 201回 307回 

派遣時間 31時間 20時間 0時間 368時間 456.5時間 

世帯数 1件 2件 0件 1件 1件 
 
 

（8）子育て短期支援事業【こども支援課 こども支援担当】 

保護者の疾病やその他の理由により一時的に児童の養育が困難な場合に児童養護施設で養育・保

護を行っています。 
 

〔実施状況〕 
年度 

区分            

23 24 25 26 27 

相談件数 利用日数 相談件数 利用日数 相談件数 利用日数 相談件数 利用日数 相談件数 利用日数 

ショートステイ事業 9件 61日 15件 52日 22件 113日 20件 87日 14日 66日 

トワイライトステイ事業 11件 16日 17件 45日 10件 24日 13件 24日 12日 16日   
 

（9）釧路市母子寡婦会活動支援事業【こども支援課 こども支援担当】 

母子・寡婦の自立に向けた取組や相互扶助体制作りを支援することにより、母子・寡婦福祉の向

上を図るため、釧路市母子寡婦会が行う活動に対し、事業費の一部を助成しています。 

 

５ 児童の健全育成  
（1）児童館運営事業（放課後児童クラブ事業を含む）【こども育成課 こども未来づくり担当】 

地域の児童が「遊び」を通じて社会性や協調性を培い、情操を豊かにし、心身の健康増進を図る

ことを目的として、児童館を設置し運営しています。 

児童館では、児童厚生員によって遊びの指導が計画的に行われ、母親クラブ等の地域活動を通じ、

児童の健全育成に関する総合的活動を行っています。 

 
 

〔児童館利用状況〕 

     年度 

区分 
23 24 25 26 27 

児童館数 20館 20館 21館 21館 21館 

利 用 数 287,229人 280,022人 286,732人 287,608人 314,439人 
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〔児童クラブ･母親クラブの状況（平成 28年 3月 31日現在）〕  

 

保護者が勤務などにより家庭にいない小学１年生から６年生までの児童を対象として、授業終了

後に児童館を利用して遊びなどを行う放課後児童クラブ（放課後児童健全育成）事業を実施してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館名 
児童クラブ登録人数 母親クラブ 

会員数 

 

平成 27年度 

利用者数 

 1年 2年 3年 4年 5年 6年 計 

児
童
館 

松浦 15人 23人 13人 11人 ０人 ０人 62人 59人 14,047人  

白樺 13人 16人 11人 ０人 １人 ０人 41人 38人 9,799人  

治水 ８人 ７人 ３人 ６人 ４人 １人 29人 30人 6,135人  

春日 18人 17人 14人 ４人 ３人 ０人 56人 87人 14,763人  

緑ヶ岡 26人 11人 17人 ７人 ０人 ０人 61人 72人 14,307人  

光陽 25人 25人 ８人 ３人 ０人 ０人 61人 59人 14,143人  

児
童
セ
ン
タ
ー 

武佐 24人 19人 11人 ３人 ０人 ０人  57人 70人 14,533人 

鳥取西 50人 35人 36人 20人 ０人 ０人 141人 134人 29,451人  

大楽毛 22人 12人 15人 ６人 １人 ０人 56人 68人 12,956人  

桜ヶ岡 15人 ７人 ６人 ４人 ０人 ０人 32人 37人 8,781人  

米町 14人 11人 17人 ６人 ３人 ０人 51人 71人 12,166人  

愛国 50人 43人 27人 12人 １人 ０人 133人 179人 25,059人  

昭和 23人 18人 15人 ８人 ０人 ０人 64人 57人 13,482人  

美原 13人 20人 ６人 ０人 ０人 ０人 39人 63人 13,617人  

第 2武佐 ４人 11人 ７人 ２人 ０人 ０人 24人 34人 7,221人  

鶴ヶ岱 ８人 15人 ６人 １人 ０人 ０人 30人 44人 8,042人 

鶴野 27人 28人 30人 ３人 １人 ０人 89人 104人 17,742人  

芦野 30人 29人 19人 ７人 ０人 ０人 85人 110人 21,084人  

望洋 37人 26人 16人 ８人 １人 １人 89人 86人 19,978人  

昭和中央 57人 48人 36人 ９人 ４人 ０人 154人 137人 24,663人  

とんけし 14人 11人 ９人 ５人 ０人 ０人 39人 30人 12,470人 

計 493人 432人 322人 125人 19人 ２人 1393人 1569人 314,439人 

クラブ名 1年 2年 3年 4年 5年 6年 計 H27年度利用者数 

新陽放課後児童クラブ ５人 ８人 ４人 ９人 ０人 １人 27人 4,991人  

阿寒放課後児童クラブ ６人 11人 ２人 ０人 １人 １人 21人 2,560人  
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６ その他福祉事業 

（1）児童手当・特例給付事業【こども支援課 こども支援担当】（平成24年4月より） 

 児童を養育している方の家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を

目的とし、中学校修了前の児童を養育している方を対象として児童手当・特例給付を支給していま

す。 

 
 ［児童手当・特例給付受給状況］ 

       年度 

区分 
24 25 26 27 

被用者  
世帯数 8,470 世帯 8,216世帯 8,141 世帯 8,081世帯 

児童数 13,577 人 13,181人 13,174 人 13,107人 

非被用者 
世帯数 3,582 世帯 3,424世帯 3,039 世帯 2,781世帯 

児童数 5,676人 5,456人 4,867人 4,487人 

特例給付 

被 用 者 

世帯数 289世帯 296世帯 286世帯 284世帯 

児童数 475人 477人 451人 442人 

特例給付 

非被用者 

世帯数 46世帯 41世帯 51世帯 49世帯 

児童数 70人 60人 77人 78人 

合計 
世帯数 12,387 世帯 11,977世帯 11,517 世帯 11,195世帯 

児童数 19,798 人 19,174人 18,569 人 18,114人 

 

（2）低所得者入院助産事業【こども支援課 こども支援担当】 

経済的理由により、出産費用を支払うことが困難な妊産婦に対し、指定された助産施設で出産し

た場合に出産費用を助成しています。 

 
〔入院助産制度階層別措置人員〕 
      年度 

区分 
23 24 25 26 27 

Ａ階層 40人 22人 24人 18人 19人 

Ｂ階層 19人 27人 14人 10人 20人 

Ｃ階層 
1 0人 0人 0人 0人 0人 

2 0人 0人 0人 0人 0人 

Ｄ階層 0人 0人 0人 0人 0人 

措置総数 59人 49人 38人 28人 39人   
〔入院助産措置費の推移〕 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

措置費総額 19,237 千円 16,861千円 13,451 千円 10,897千円 13,356千円 

負
担
内
訳 

国 費 8,817 千円 7,348千円 6,165 千円 5,043千円 5,870千円 

道 費 4,408 千円 3,674千円 3,082 千円 2,522千円 2,935千円 

市 費 4,408 千円 3,674千円 3,082 千円 2,522千円 2,935千円 

徴収金 1,604 千円 2,165千円 1,122 千円 810千円 1,616千円 
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第６節 社会保障の充実  
【施策の実施状況】 

１ 国民健康保険の運営【国民健康保険課】 

（1）事業開始  

① 釧路    昭和30年９月１日 

② 阿寒地区  昭和27年６月１日 

③ 音別地区  昭和36年４月１日 

 

（2）加入状況 

年度 

区分 
26 27（見込） 28（予算） 

被 保 険 者 数 

加 入 率 

43,732人 

24.50％ 

42,139人 

23.86％ 

41,832 人 

23.88％ 

世 帯 数 

加 入 率 

28,663世帯 

30.31％ 

27,996 世帯 

29.55％ 

27,928世帯 

29.57％ 

 

（3）保険給付状況 

   ① 保険給付                               

区分 

年度 

出産育児一時金 葬祭費 高額療養費 計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

26 145件 60,900千円 281件 8,430千円 25,914件 1,526,765千円 26,340件 1,596,095千円 

27(見込) 141件 59,220千円 293件 8,790千円 28,534件 1,592,001千円 28,968件 1,660,011千円 

28(予算) 230件 96,600千円 430件 12,900千円 29,784件 1,576,010千円 30,444件 1,685,510千円 

 

② 被保険者１人当たりの給付費   

区分 

年度 
療養給付費 療養費 出産育児一時金 葬祭費 高額療養費 計 

26 271,981 円 1,386円 1,393 円 193円 34,912円 309,865円 

27（見込） 279,391 円 1,417円 1,405 円 209円 37,780円 320,202円 

28（予算） 273,409 円 1,343円 2,309 円 308円 37,675円 315,044円 

 

 

（4） 保険料の状況 

区  分 26年度予算 27年度予算 28年度予算 

医

療

分 

所  得  割 9.40％ 9.60％ 10.18％ 

均  等  割 26,000円 26,400円 26,980円 

平  等  割 17,250円 18,000円 18,120円 

限  度  額 510,000円 520,000円 540,000円 

1人当たり保険料額 62,923円 62,504円 64,983円 

１世帯当たり保険料額 98,374円 94,926円 98,607円 

支 

援 

分 

所  得  割 3.03％ 2.70％ 2.88％ 

均  等  割 8,130円 7,550円 7,800円 

平  等  割 5,370円 5,120円 5,220円 

限  度  額 160,000円 170,000円 190,000円 

1人当たり保険料額 19,723円 17,898円 18,843円 

１世帯当たり保険料額 30,835円 27,812円 28,585円 

医

療

分

＋

支

援

分 

所  得  割 12.43％ 12.30％ 13.06％ 

均  等  割 34,130円 33,950円 34,780円 

平  等  割 22,620円 23,120円 23,340円 

限  度  額 670,000円 690,000円 730,000円 

1人当たり保険料額 82,646円 80,402円 83,826円 

１世帯当たり保険料額 129,209円 122,108円 127,192円 



60 

該

当

者

見

込 

被保険者数 

一 般 43,963人 41,322人 40,366人 

退 職 2,578人 2,018人 1,466人 

合 計 46,541人 43,340人 41,832人 

世帯数 

一 般 28,415世帯 27,445世帯 27,125世帯 

退 職 1,354世帯 1,092世帯 803世帯 

合 計 29,769世帯 28,537世帯 27,928世帯 

    

区  分 26年度予算 27年度予算 28年度予算 

介

護

分 

所  得  割 3.35％ 3.20％ 3.05％ 

均  等  割 10,300円 9,800円 9,300円 

平  等  割 5,400円 5,050円 4,700円 

限  度  額 140,000円 160,000円 160,000円 

１人当たり保険料額 24,971円 23,370円 22,333円 

１世帯当たり保険料額 30,751円 27,993円 26,784円 

該

当

者

見

込 

被保険者数 

一 般 15,393人 12,956人 12,455人 

退 職 2,382人 1,923人 1,400人 

合 計 17,242人 14,879人 13,855人 

世 帯 数 

一 般 12,451世帯 11,111世帯 10,767世帯 

退 職 1,550世帯 1,311世帯 982世帯 

合 計 14,001世帯 12,422世帯 11,749世帯 

    

区  分 26年度予算 27年度予算 28年度予算 

合

計 

１人当たり保険料額 107,617円 103,772円 106,159円 

１世帯当たり保険料額 159,960円 150,101円 153,976円  
 
(5) 特定健康診査及び特定保健指導等【国民健康保険課 特定健診担当】 

① 特定健康診査及び健康診査 

 ア 平成27年度特定健康診査及び健康診査実施状況            (平成28年3月末現在) 

区分 
特定健康診査 健康診査 

国民健康保険被保険者 後期高齢者医療被保険者 生活保護受給者 計 

受診者数 5,300人 1,675人 46人 1,721人 

受診者負担額 
課税世帯：1,000円 

非課税世帯：500円 
500円 無料 - 

 

 イ 平成27年度特定健康診査オプション検査実施状況           (平成28年3月末現在)   

区分 
特定健康診査オプション検査受診者数 

腹部超音波検査 脳検査 脳脊髄検査 

受診者数 1,117人 592人 441人 

受診者負担額 1,720円 5,580円 11,540円 

 

 ウ 特定健康診査に係る診療情報提供受領事業 

   定期的に通院されている国民健康保険被保険者から医療機関を経由して検査結果(血液・尿検査

等)を市に提供された場合、当該被保険者を特定健康診査の受診者とみなし、受診率の向上や保健

師・管理栄養士による健康づくりのサポートにつなげていくことを目的として実施。 

 

    平成27年度実施状況 

区分 診療情報提供受領件数 

提供受領件数 736件 

 

 

 

 

(平成 28年 3月末現在) 
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② 特定保健指導 

    平成27年度実施状況 

区分 
特定保健指導実施者数 

動機付け支援 積極的支援 

実施者数 92人 17人 

 

③ 歯科検診助成事業実施状況 

   「くしろ健康まつり」において実施する歯科検診の受診者のうち、国民健康保険被保険者に対し、

一人につき1,000円を一般社団法人釧路歯科医師会に助成。 

 

    平成 27年度実施状況 

区分 歯科検診助成人数 

助成人数 48人 

 

 

２ 福祉医療制度の状況 

（1）重度心身障がい者医療費助成事業【医療年金課 医療給付担当】 

心身に重度の障がいをお持ちの方の保健の向上及び福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成して

います。 

対象となる方 

身体障害者手帳（1級、2級及び 3 級の一部）の交付を受けている方。または、重

度の知的障がい者（児）の判定を受けている方。精神障害者保健福祉手帳 1 級の

交付を受けている方。※所得制限があります。 

 

〔重度心身障がい者医療費等の推移〕 
     年度 

区分 
23 24 25 26 27 

受給者数 4,233 人 4,172人 4,097人 4,052人 4,025人 

受診件数 87,678 件 88,880件 89,032件 87,014件 87,372件 

1件当たり助成額 4,595 円 4,424円 4,222円 3,877円 3,871円 

助成総額  402,865 千円 393,192千円 375,902 千円 337,378千円 338,233 千円 

前年対比 99.6％ 97.6％ 95.6％ 89.8％ 100.3％ 

 

（2）ひとり親家庭等医療費助成事業【医療年金課 医療給付担当】 

母子・父子家庭等の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。子は

入・通院、母・父は入院のみが対象です。 

対象となる方 

(1)離別・死別による母子家庭又は父子家庭の親と 18 歳未満の児童。 

(2)父又は母が重度心身障がい者医療費助成事業の受給者である場合、その配偶者

と 18 歳未満の児童。 

(3)両親の死亡等により他の家庭において扶養されている 18歳未満の児童。 

(4)上記の児童であって、学生・無職等により親又は養育者により扶養されている

場合は、20歳まで適用。※所得制限があります。 

 

〔ひとり親家庭等医療費等の推移〕 
     年度 

区分 
23 24 25 26 27 

受給者数 5,788 人 5,995人 5,832人 5,834人 5,836人 

受診件数 38,540 件 38,635件 37,301件 40,023件 36,264件 

1件当たり助成額 2,507 円 2,629円 2,679円 2,596円 2,788円 

助成総額  96,557 千円 101,563千円 99,923 千円 103,897千円 101,118 千円 

前年対比 98.9％ 105.2％ 98.4％ 104.0％ 97.3％ 

 

 

 

 

 

(平成 28年 3月末現在) 
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（3）乳幼児等医療費助成事業【医療年金課 医療給付担当】 

乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。 

対象となる方 

12 歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの乳幼児等。 

（平成 20年 10 月 1日から入院医療のみ対象年齢を 12 歳まで拡大） 

※所得制限があります。 

 

〔乳幼児等医療費の推移〕 
      年度 

区分 
23 24 25 26 27 

受給者数 13,779 人 13,931人 13,655人 13,400人 13,091人 

受診件数 143,605 件 138,344件 131,377 件 125,790件 121,460件 

1件当たり助成額 1,733 円 1,634円 1,634円 1,785円 1,945円 

助成総額 248,863 千円 226,074千円 239,182 千円 224,572千円 236,327 千円 

前年対比 93.9％ 90.8％ 105.8％ 93.9％ 105.2％ 

 

（4）精神障がい者入院医療費助成事業【医療年金課 医療給付担当】 

  精神に障がいをお持ちの方の保健の向上及び福祉の増進を図るため、入院医療費の一部を助成して

います。 

対象となる方 

(1)釧路市に１年以上住んでいること。 

(2)精神障がいにより精神科の医療機関に入院していること。 

※所得制限があります。 

 

〔精神障がい者入院医療費等の推移〕 
      年度 

区分 
23 24 25 26 27 

受給者数 97人 104人 82人 67人 72人 

受診件数 946件 789件 736件 593件 577件 

1件当たり助成額 6,302 円 6,288円 6,114円 6,050円 5,700円 

助成総額 5,962 千円 4,961千円 4,500 千円 3,588千円 3,289千円 

前年対比 95.1％ 83.2％ 90.7％ 79.7％ 91.6％ 

 

（5）養育医療給付事業【医療年金課 医療給付担当】（平成 25年度より） 

医師が入院治療を必要と認めた未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を

行う。ただし、市内に居住していること。 

  平成 27年度受給者数 27人 

 

 

３ 後期高齢者医療制度【医療年金課 医療給付担当】 

   

  平成20年4月1日から、これまでの「老人保健法」に基づく医療の給付に替わり、「高齢者の医療

の確保に関する法律」に基づく、後期高齢者医療制度が始まりました。 

  75歳以上の方が全員加入し、一定の障がいがある65歳から74歳までの方は選択加入となります。

（一定の障がいのある方が、後期高齢者医療制度を選択しなかった場合は、重度心身障がい者医療

費の助成が受けられなくなります。） 
  ※ 一定の障がいとは、身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳の1

級と2級の方、療育手帳のＡ判定の方です。 

  資格の認定や保険料の決定を行うなどの運営为体は、北海道後期高齢者医療広域連合が行い、市

の役割は、保険料の徴収、各種申請や届出の受付、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を行いま

す。 

 

 被保険者数    24,936 人 

※ 平成 28 年 3月 31 日現在 
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４ 国民年金制度の状況【医療年金課 年金担当】  

 

 (1) 被保険者状況(平成 28年 4月 1日現在) 
被   保   険   者 

合  計 
第 1号被保険者 任意加入被保険者 計 第 3号被保険者 

21,342人 529人 21,871人 12,498人 34,369人 

付 加 年 金 加 入 者 数 

強 制 任 意 計 

85人 880人 965人 

免  除  者  数 

法定 

免除 

全額 

免除 
3 / 4 免除 

半額 

免除 
1 / 4免除 

学    生 

納付特例 
納付猶予 計 免除率 

3,945人 4,735人 465 人 284人 143人 1,744人 449人 11,765人 55.1％ 

 

(2) 拠出年金給付状況(平成 27年 4月 1日現在) 
老    齢 通 算 老 齢 障    害 母    子 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

954件 503,347千円 1,036件 234,019千円 70件 60,471千円 0件 0円 

遺    児 寡    婦 計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

0件 0円 22件 8,762千円 2,082件 806,599千円 

 

(3) 基礎年金給付状況(平成 27年 4月 1日現在) 
老    齢 障    害 遺    族 計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

43,515件 26,771,405 千円 3,319件 2,825,407 千円 373件 287,223千円 47,207件 29,884,035千円 

 

(4) 福祉年金給付状況(平成 27年 4月 1日現在) 
老    齢 

件数 金額 

2件 395千円 

 

 

５ 低所得者の自立支援 

 

(1) 生活保護事業【生活福祉事務所 給付調整担当】 

生活保護とは、生活保護法に基づき、生活に困窮しているすべての人に対し、最低生活の維持に

必要な援助を行うとともに、その自立を助長することを目的としているものです。保護の種類には、

生活扶助・住宅扶助・教育扶助・介護扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助などがあり、

それぞれの世帯の状況に応じて支給しています。 

生活保護受給者に対しては、ケースワークや相談業務を通じて、生活の維持向上と自立を促す各

種支援を行っています。 

 

① 生活保護の動向 

基幹産業の炭鉱の閉山や 200海里設定後の漁業不振、そして景気低迷による紙パルプ産業の低調

から平成 20年の世界的金融危機による稼働年齢層の失職による雇用環境の悪化で保護受給率が急増

していき、世帯構成の変化による高齢世帯の増加も重なり 24年度は受給者が初の１万人代に突入し

た。 

平成 25年度からは、自立支援プログラムの効果や有効求人倍率の上昇などから 18年ぶりに保護

率が減尐に転じた。しかし、非正規雇用の求人が大半を占めており安定的就労に至らない厳しい状

況にあることに変わりがなく、今後も高齢者を支えながら働ける人には積極的な情報提供等の支援

をおこない保護から脱却していく方向で取り組んでいくことが重要である。 
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〔保護世帯の状況〕 （年度平均）                   

         年度 

区分 
23 24 25 26 27 

釧 路 

保護世帯 6,522世帯 6,649世帯 6,637世帯 6,566世帯 6,486世帯 

保護人員 9,967人 10,035人 9,853人 9,495人 9,208人 

保護率 54.3‰ 55.1‰ 54.6‰ 53.2‰ 52.1‰ 

全 道 保護率 31.0‰ 31.5‰ 31.6‰ 31.6‰ 31.3‰ 

全 国 保護率 16.5‰ 16.9‰ 17.0‰ 17.1‰ 17.1‰ 

※ 平成 27年度の全国及び全道の保護率については、平成 28年 1月分生活保護速報値による 

 

 
 

② 保護の開始・廃止の状況 

開始状況を世帯類型別でみると、高齢者世帯が 31.6％、傷病障害世帯が 29.3％、その他世帯

23.7％、の順となっています。为要要因別では、不就労収入（手持金・仕送り）の減尐によるもの

が 51.8％、次いで傷病によるものが 26.8％、その他によるものが 13.2％、就労収入減によるもの

が 5.1％の順となっています。 

廃止状況を世帯類型別でみると、高齢者世帯が 36.5％、その他世帯が 26.2％、傷病障害世帯が

19.2％の順となっています。为要要因別では、就労収入増が 34.6％、死亡・失踪によるものが30.4％、

次いでその他が 26.1％、の順となっています。 

 
〔保護決定の状況（申請・開始・廃止）〕                 

             年度 

区分 
23 24 25 26 27 

保護世帯数 6,522世帯 6,649 世帯 6,637世帯 6,566 世帯 6,486世帯 

申
請 

申請件数 882件 848件 711件 678 件 682件 

開始件数 800件 766件 632件 582 件 604件 

却下件数 29件 21件 29件 26件 20件 

取下件数 55件 62件 58件 64件 59件 

開
始
世
帯 

開始世帯数 800世帯 766世帯 632世帯 582 世帯 604世帯 

世
帯
類
型
別 

高齢者世帯 176世帯 173世帯 180世帯 193 世帯 191世帯 

母子世帯 135世帯 103世帯 91世帯 74世帯 93世帯 

傷病障害世帯 207世帯 307世帯 190世帯 170 世帯 177世帯 

その他 282世帯 283世帯 171世帯 145 世帯 143世帯 

为
要
要
因
別 

就労収入の減・喪失 270世帯 206世帯 135世帯 52世帯 31世帯 

不就労収入の減・喪失 263世帯 325世帯 260世帯 303 世帯 313世帯 

傷病 171世帯 156世帯 140世帯 143 世帯 162世帯 

为の死亡・離別・失踪 82世帯 59世帯 50世帯 23世帯 18世帯 

その他 14世帯 20世帯 47世帯 61世帯 80世帯 

廃
止
世
帯 

廃止世帯数 604世帯 709世帯 685世帯 644 世帯 717世帯 

世
帯
類
型
別 

高齢者世帯 176世帯 188世帯 191世帯 250 世帯 262世帯 

母子世帯 116世帯 120世帯 130世帯 116 世帯 129世帯 

傷病障害世帯 132世帯 187世帯 169世帯 120 世帯 138世帯 

その他 180世帯 214世帯 195世帯 158 世帯 188世帯 

为
要
要
因
別 

傷病治癒 1世帯 2世帯 1世帯 3世帯 2世帯 

就労収入増 149世帯 181世帯 247世帯 202 世帯 248世帯 

不就労収入増 45世帯 51世帯 55世帯 43世帯 62世帯 

死亡・失踪 175世帯 184世帯 184世帯 226 世帯 218世帯 

その他 194世帯 291世帯 198世帯 170 世帯 187世帯 
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③ 世帯類型の状況 

 

〔世帯類型の推移〕                      
   年度 

区分 
23 24 25 26 27 

高齢者世帯 2,400世帯 2,540世帯 2,673世帯 2,837世帯 2,959世帯 

母子世帯 938世帯 882世帯 813世帯 742世帯 667世帯 

傷病障害世帯 2,416世帯 2,086世帯 1,964世帯 1,871世帯 1,757世帯 

その他世帯 768世帯 1,141世帯 1,187世帯 1,116世帯 1,103世帯 

計 6,522世帯 6,649世帯 6,637世帯 6,566世帯 6,486世帯 

 

④ 世帯の稼動の状況 

 
〔稼働率の推移〕                       
   年度 

区分 
23 24 25 26 27 

稼動世帯 1,153世帯 1,223世帯 1,253 世帯 1,261世帯 1,260世帯 

非稼動世帯 5,369世帯 5.426世帯 5,384 世帯 5,305世帯 5,226 世帯 

合計 6,522世帯 6,649世帯 6,637 世帯 6,566世帯 6,486 世帯 

稼動率 17.7％ 18.4％ 18.9％ 19.2％ 19.4％ 

 

⑤ 保護費の支出状況 

 市の保護費の支出状況をみると、生活扶助と医療扶助で総額の 83.0％（平成 27年度）を占めてい

ます。 

〔保護費の支出状況〕                      
     年度 

区分 
23 24 25 26 27 

生活扶助 5,877,254千円 5,890,033千円 5,623,540千円 5,443,382千円 4,877,447千円 

住宅扶助 1,842,801千円 1,893,765千円 1,896,702千円 1,867,711千円 1,827,769千円 

教育扶助 150,232 千円 144,225千円 137,009 千円 125,476 千円 111,730千円 

介護扶助 215,569 千円 213,019千円 215,584 千円 230,249 千円 236,095千円 

医療扶助 6,210,526千円 6,413,973千円 6,378,247千円 6,447,417千円 6,570,252千円 

出産扶助 1,340 千円 2,118千円 597千円 688千円 293千円 

生業扶助 134,201 千円 136,971千円 120,672 千円 106,199 千円 91,057千円 

葬祭扶助 28,975 千円 39,725千円 29,593千円 33,563千円 35,856千円 

冬季薪炭費 8,193 千円 8,377千円 8,150千円 8,165 千円 15千円 

施設事務費 47,366 千円 46,805千円 41,633千円 41,247千円 45,291千円 

就労自立給付金 － － － － 3,039千円 

保護費総額 14,516,457千円 14,789,011千円 14,451,727千円 14,304,097千円 13,798,844千円 

 

 



66 

生活扶助基準は、消費動向・社会経済情勢などから一般国民生活の向上の度合い等を考慮して

改訂されております。 

 

〔生活扶助基準額の推移（4 人世帯・2 級地－１）〕 
   実施年度 基準額 対前年比 

第 65次 H21.4.1 210,900円 100.0% 

第 66次 H22.4.1 210,900円 100.0% 

第 67次 H23.4.1 210,900円 100.0% 

第 68次 H24.4.1 210,900円 100.0% 

第 69次 H25.8.1 204,540円 97.0% 

※ 上の表の算出モデルである世帯構成は、35歳（男）、30歳（女）、9歳（男）、4歳（女） 

※ 基準生活費の額は、飲食物資等の経費を定めた年齢別金額（第 1 類）と世帯人員別基準額及び冬季加算の合

計金額（第 2類）とを合算したもの 

※ 第 69次については、世帯員の年齢や世帯人員によって改定率は異なります。 

 

 
 

⑥ 医療扶助の状況 

  医療扶助人員を病類別に前年対比（H27/H26）でみると、入院・入院外とも若干減尐しています。 

 

〔病類別医療扶助延人員〕                      

       年度 

区分 
23 24 25 26 27 

入院 

精神病 1,341人 1,303人 1,318人 1,247人 1,216人 

その他 2,883人 2,852人 2,878人 3,140人 3,075人 

計 4,224人 4,155人 4,196人 4,387人 4,291人 

入院外 

精神病 12人 13人 9人 0人 348人 

その他 93,167人 94,852人 93,390人 91,056人 89,052人 

計 93,179人 94,865人 93,399人 91,056人 89,400人 

合計 97,403人 99,020人 97,595人 95,433人 93,691人 

 

〔医療費支払状況〕 

      年度 

区分 
23 24 25 26 27 

医療費総額 6,210,526千円 6,413,973千円 6,378,247千円 6,447,417千円 6,570,252千円 

1人当り医療費 63,761円 64,775円 65,354円 67,560 円 70,127円 
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（2）生活困窮者自立支援事業 

  平成２７年度に「生活困窮者自立支援法」が施行され、生活保護に至る前の段階の自立支援策の

強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住宅確保給付金の支給及びその他

の支援を行うものです。 

 

① 当市の状況 

当市では、平成２５年６月から、生活保護に至る段階前の生活困窮者に対する各種施策を行うた

めに、釧路市生活相談支援センター「くらしごと」を開設し、生活困窮者に対するきめ細やかな対

応、対策を推進しています。 

 

〔相談人数の推移〕 
   年度 

区分 
25 26 27 

新規 135 人 197人 388人 

継続 143 人 423人 725人 

再相談 6人 54人 125人 

小計 284 人 674人 1,238 人 

  ※ Ｈ25年度は 6月より実施 

 

（3）福祉金庫資金貸付事業【地域福祉課 地域福祉担当、阿寒町・音別町各行政センター保健福祉課】 

市内の低所得者世帯の生活の安定・更生を図るため、急な出費などに伴う一時的な困窮に対して、

つなぎの生活費を無利子で貸付しています。 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる方 ○生活保護法による保護を受けている世帯またはこれに準ずる世帯の世帯为 

 （市民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯） 

○確実な収入の予定があり、翌月からの返済のめどが明らかである世帯の世帯为 

貸付上限額 5 万円（災害・疾病等の事情で特に市長が必要と認めた場合は 10 万円） 

返済期限 貸付した月の翌月末から 1年以内 

保証人 貸付額が 2万円以下の場合：不要 

貸付額が 2万円超 5万円以下の場合：保証人 1名 

貸付額が 5万円超 10万円以下の場合：連帯保証人 1名 

利息 無利子 
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〔福祉金庫資金利用の推移（平成 28年 3月 31日現在）〕 

 年度  

区分 

23 24 25 26 27 

貸付件数 196 件 179件 78 件 45 件 32 件 

貸付金額 3,673 千円 3,082 千円 1,069 千円 618千円 453千円 

償還金額 3,314 千円 2,900 千円 975千円 584千円 420千円 

 

 

６ 被災者の援護体制の充実 

（1）被災者援護事業【地域福祉課 地域福祉担当】  

  火災や地震などの自然災害で被災した人を対象として、緊急の生活援護や被災家屋の復旧支援を

行うため、罹災証明書の発行、弔慰金の支給などを行なっています。 

 

 

７ その他 

（1）戦争遺族援護等事業【地域福祉課 地域福祉担当、阿寒町・音別町行政センター保健福祉課】 

旧軍人・軍属、戦没者の遺族、戦傷病者等の戦争犠牲者に対して、特別弔慰金等の受給に関する

相談や指導を行い、遺族等からの請求に基づき、道に対して進達事務を行っています。 
〔戦傷病者・戦没者等の遺族援護事務取扱の推移〕         

年度 

区分        
23 24 25 26 27 

特別弔慰金 5件 1件 0件 0件 626件 

特別給付金 3件 0件 15件 1件 0件 

 

（2）行旅病人等関係事業【地域福祉課 地域福祉担当、阿寒町・音別町各行政センター保健福祉課】 

  「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づき、行旅病人の救護及び、身元不明遺体の納骨及び埋葬

手続などを行っています。 

また、市外居住者に対し、法外援護として居住地までの旅費の貸付などを行っています。 
 

〔行旅病人等の取扱件数の推移〕             

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

行旅死亡人・身元不明死体の処理 0件 0件 1件 1件 0件 

身元引き受けのない遺体の処理 3件 9件 7件 6件 5件 

行旅病人・浮浪者の取扱

い 

釧路地区 7件 15件 4件 5件 2件 

阿寒地区 0件 0件 0件 0件 0件 

音別地区 0件 0件 0件 0件 0件 
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第７節 お互いを尊重し、支えあう社会の醸成  
【施策の実施状況】 

１ アイヌの人たちの誇りの尊重 

（1）アイヌ福祉事業（住宅資金貸付）【地域福祉課 地域福祉担当】 

アイヌ住民の持ち家の促進と住宅の改善を進めるため、住宅の新築、購入又は住宅の改修等に必

要な資金の貸付けを行っています。 

 
〔制度の概要〕 

制度名 釧路市アイヌ住宅新築資金等貸付金 

貸付対象 市内で住宅の新築工事等を行うアイヌの方 

資金の種類（貸付限

度額，償還期限） 

・住宅新築資金（760万円，25年以内 ※中古住宅 20年以内) 

・住宅改修資金（480万円，15年以内） 

・宅地取得資金（590万円，25年以内） 

貸付利率 年 2％ 

保証人 連帯保証人 1名 

償還方法 元利均等月賦償還 

その他 道の補助事業で実施 (補助金、国 1/8、道 1/8) 

(アイヌ住宅資金等貸付事業補助制度要綱、アイヌ住宅改良促進事業実施要綱) 

 

〔貸付状況の推移〕 
年度 

区分 
23 24 25 26 27 

住宅新築資金 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 

住宅改修資金 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 

宅地取得資金 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 0件 0円 

 

 

（2）アイヌ福祉事業（共同施設管理運営等）【地域福祉課 地域福祉担当・阿寒町行政センター保健福祉

課】  

アイヌ住民・地域住民の生活の改善及び向上やアイヌ文化の伝承のため、社会福祉法に基づく第

2種社会福祉事業として、生活館等を設置し、管理運営しています。 

 

〔生活館等の利用状況の推移〕                  
        年度 

区分 
23 24 25 26 27 

春  採 
件数 485件 453件 327件 322件 325 件 

人数 3,846人 3,384人 2,520 人 2,546人 2,747 人 

寿 
件数 390件 411件 439件 439件 505 件 

人数 5,053人 5,726人 5,389 人 4,823人 5,095 人 

新富士 
件数 477件 449件 451件 542件 549 件 

人数 9,164人 8,266人 8,034 人 11,399人 12,915 人 

大楽毛 
件数 416件 426件 452件 445件 416 件 

人数 8,914人 10,476人 6,687 人 9,054人 12,399 人 

東  栄 
件数 304件 338件 283件 239件 213 件 

人数 3,667人 4,136人 3,506 人 4,197人 5,201 人 

阿寒町 

緑町 

件数 106件 154件 133件 134件 109 件 

人数 1,894人 4,182人 1,859 人 2,006人 1,515 人 
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第４章 民間の社会福祉活動  
１ 釧路市社会福祉協議会 

釧路市社会福祉協議会は、社会福祉活動を推進するために設立された営利を目的としない民間組

織です。 

同協議会は、「福祉のまちづくり」をすすめるため、ボランティアや町内会・自治会、民生委員・

児童委員、福祉関係者、ＮＰＯ団体などと連携しながら、地域福祉の実践活動に取り組んでいます。

また、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力な

ど地域の福祉増進に取り組んでいます。 

 

（1）愛情銀行事業 

  ボランティア活動を推進するため、市民の善意により預託された物品の払出しを行っています。 

 
〔利用状況の推移〕 
   区分 

年度 
預託物品 払出物品 

23 252件 4件 

24 246件 3件 

25 233件 8件 

26 239件 3件 

27 230件 5件 

 

（2）法外援護事業 

  旅行中にお金を失くしてしまった方などを対象として、居住地まで帰還するための旅費などを貸

付けています。 

〔旅行者の援護〕  
   年度

区分 
23 24 25 26 27 

送金依頼 0件 0件 0件 0件 0件 

旅費立替 7件 14件 4件 5件 2件 

宿泊斡旋 0件 0件 0件 2件 1件 

その他 0件 1件 0件 0件 0件 

計 7件 15件 4件 7件 3件 

 

（3）心身障害児集団療育事業（ポニーの教室） 

在宅の心身障がい児の早期療育や指導を行うため、関係機関やボランティアと協力し、集団によ

る療育事業を実施しています。 
〔事業の実施状況〕 

   年度

区分 
23 24 25 26 27 

利用者 20組 25組 21組 19組 14組 

 

（4）生活福祉資金事業 

他の貸付制度が利用できない低所得者や障がい者、高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を図る

ため、用途に応じた資金の貸付けを行っています。 

 
〔生活福祉資金利用の推移〕 

                   年度 

区分 
23 24 25 26 27 

総合支援資金 
貸付件数 6件 12件 2件 1件 0件 

貸付金額 1,436千円 2,881 千円 181千円 304 千円 0千円 

福祉資金 
貸付件数 22件 19件 18件 10件 6件 

貸付金額 4,802千円 5,345 千円 7,534千円 1,522 千円 2,134千円 

教育支援資金 
貸付件数 10件 33件 9件 5件 8件 

貸付金額 6,036千円 27,865千円 8,270千円 8,267 千円 6,365千円 

臨時特例つなぎ資金 
貸付件数 1件 1件 1件 0件 0件 

貸付金額 100千円 100千円 100千円 0千円 0千円 
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                   年度 

区分 
23 24 25 26 27 

不動産担保型生活資

金 

貸付件数 1件 1件 2件 0件 1件 

貸付金額 4,040千円 3,641 千円 5,427千円 0千円 9,398千円 

計 
貸付件数 40件 66件 32件 16件 15件 

貸付金額 16,414千円 39,832千円 21,511千円 10,093千円 17,897千円 

償  還  額 17,051千円 20,475千円 17,842千円 19,437千円 29,608千円 

 

（5）ふれあい相談センター事業 

  地域福祉推進事業の一環として、市民の総合的な相談や援助を行っています。 

 

〔相談内容別取扱件数の推移〕 

 

 

（6）ボランティア育成強化事業 

  市民のボランティアに対する理解と関心を深めるため、ボランティア活動に関する広報・啓発活

動を行っています。また、ボランティア活動の活性化を通じて地域福祉の向上を図るため、組織的

なボランティア活動の育成・援助を行っています。 
 

 

 

 

 

 

 年度 

区分 
23 

 年度 

区分 
24 25 26 27 

暮
し
・
住
ま
い 

生計 36件 暮
し
・
住
ま
い 

生計・年金 46件 79件 36件 53件 

年金 5件  職業・生業 15件 34件 17件 84件 

職業・生業 6件  住宅 15件 23件 30件 15件 

住宅 23件  暮らしの知識 23件 42件 40件 30件 

計 70件  計 99件 178件 123件 182件 

家
族 

家族 174件 人
間
関
係 

家族関係 180件 205件 197件 175件 

結婚 4件  夫婦関係 121件 114件 68件 61件 

離婚 31件  男女関係 14件 44件 113件 112件 

計 209件  職場関係 9件 73件 109件 80件 

健
康
・
医
療 

健康・衛生 26件  近隣・他の人間関

係 

114件 152件 100件 144件 

医療 10件  計 438件 588件 587件 572件 

精神保健 22件 健
康
・
医
療 

保健・医療 32件 74件 97件 63件 

計 58件  性の問題 11件 6件 12件 6件 

法
律 

人権・法律 26件  こころの健康 265件 365件 435件 464件 

財産 12件  計 308件 445件 544件 533件 

事故 1件 法
律 

人権・法律 14件 15件 9件 14件 

計 39件  財産 7件 7件 9件 14件 

福
祉
・
教
育 

児童福祉・母子福祉 3件  計 21件 22件 18件 28件 

教育・青尐年 4件 福
祉
・
教
育 

児童福祉・教育 6件 4件 5件 6件 

心身障害者（児）福

祉 

2件  障がい者（児）関

係 

12件 12件 11件 12件 

母子・父子福祉 0件  老人福祉 9件 6件 10件 13件 

老人福祉 10件  計 27件 22件 26件 31件 

計 19件 そ
の
他 

苦情 13件 10件 13件 7件 

そ
の
他 

苦情 31件  その他 23件 30件 26件 24件 

生き方 285件  計 36件 40件 39件 31件 

その他 16件 

合計 929件 1,295件 1,337件 1,377件 計 332件 

合計 659件 
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〔事業費・参加人数等の推移〕   
          年度 

区分 
23 24 25 26 27 

ボランティア活動育成事業

費 
4,054千円 4,334 千円 4,173千円 4,132 千円 3,226千円 

ボランティア 

研修及び講座 

55回 48回 51回 45回 37回 

2,906名 2,387 名 2,016名 1,938 名 1776名 

福祉教育 

推進事業 

58校 58校 58校 59校 59校 

928千円 928千円 928千円 944 千円 885千円 

ボランティア 

援助事業 

12団体 13団体 11団体 11団体 10団体 

192千円 208千円 176千円 165 千円 140千円 

 

（7）施設管理運営事業 

  各種の民間社会福祉事業の有機的連携を図り、その総合的推進をめざす拠点として、釧路市総合

福祉センターの管理・運営を行っています。 

 
〔釧路市総合福祉センターの利用状況〕   
     年度 

区分 
23 24 25 26 27 

福祉関係 23,296 人 26,632人 23,486 人 22,334人 22,050人 

一  般 3,185 人 3,186人 2,932 人 1,916人 1,768 人 

計 26,481 人 29,818人 26,418 人 24,250人 23,818 人 

 

障がい者の身体等の機能向上や健康増進を図るとともに、コミュニケーション・教養文化向上の

機会を提供することにより障がい者の社会参加を促進するため、釧路市の委託業務として「障害者

教養文化体育施設（サンアビリティーズくしろ）」を運営しています。（再掲）※P41「釧路市障害

者教養文化体育施設（サン・アビリティーズくしろ）管理運営事業」参照 

 
〔釧路市障害者教養文化体育施設〕    
      年度 

区分 
23 24 25 26 27 

一 般 18,647 人 21,283人 20,418人 19,670人 21,163人 

障がい者 14,601 人 14,083人 13,657人 12,414人 13,779人 

計 33,248 人 35,366人 34,075人 32,084人 34,942人   
 

 

２ 釧路市共同募金委員会 

釧路市共同募金委員会は、年 2回の募金活動を行っています。 

募金運動により集められた資金は、民間福祉施設への援助や在宅福祉サービスなどに利用されてい

ます。 

 

（1）「赤い羽根共同募金」運動（10月 1 日から 12 月 31日まで） 

街頭募金や町内会を中心とした戸別募金などを中心に募金活動を展開しています。 

 

（2）「市民歳末たすけあい募金」運動（12月 1日から 12月 25日まで） 

企業の職員を対象とした職場募金や学校募金などを中心に募金活動を展開しています。 
      年度 

種別 
23 24 25 26 27 

赤い羽根共同募金 18,258千円 18,195千円 17,434 千円 17,400千円 17,154 千円 

市民歳末たすけあい募

金 
1,740千円 1,677千円 1,819 千円 1,787千円 1,828 千円 
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３ 民生委員・児童委員協議会 

民生委員・児童委員は、法律に基づき厚生労働大臣から委嘱され、地域の住民と関係機関を結ぶ橋

渡し役として、社会福祉・地域福祉の向上に大きな役割を果たしています。 

釧路市内では現在、定数 458 人に対し、444名（男性 200 人、女性 244 人）の民生・児童委員（う

ち、定数 42 人に対し 41 名（男性 5 人、女性 36 人）の为任児童委員）が活動しており、低所得者の

自立更生援護、高齢者や児童、母子、障がい者などへの公的な社会福祉事業への協力、地域福祉活動

を充実させるための活動などを行っています。 

 
〔民生委員・児童委員活動状況の内訳〕                      

              年度 

区分 
23 24 25 26 27 

内 

容 

別 

件 

数 

在宅福祉 676件 535件 532件 446件 347件 

介護保険 476件 462件 467件 479件 398件 

健康・保健医療 4,407件 4,167件 3,959件 3,561 件 2,815件 

子育て・母子保健 746件 608件 535件 397件 343件 

子どもの地域生活 1,426件 1,333件 1,227件 1,588 件 883件 

子どもの教育・学校生活 1,025件 943件 777件 638件 615件 

生活費 1,471件 1,262件 1,030件 973件 852件 

年金・保険 475件 505件 839件 1,128 件 1,095件 

仕事 743件 674件 666件 487件 493件 

家族関係 986件 954件 872件 709件 601件 

住居 627件 581件 594件 457件 421件 

生活環境 1,176件 1,287件 1,186件 1,133 件 976件 

日常的な支援 3,895件 3,867件 3,652件 3,634 件 3,130件 

その他 7,133件 6,121件 6,056件 6,157 件 5,501件 

計 25,262件 23,299 件 22,392件 21,787 件 18,470件 

分
野
別
件
数 

高齢者に関すること 9,357件 9,138件 9,088件 8,720 件 7,510件 

障がい者に関すること 1,115件 1,158件 1,070件 1,107 件 873件 

子どもに関すること 3,191件 3,077件 2,827件 3,000 件 2,146件 

その他 11,599件 9,926件 9,407件 8,960 件 7,941件 

計 25,262件 23,299 件 22,392件 21,787 件 18,470件 

そ
の
他
の
活
動 

調査・実態把握 51,062件 49,983 件 48,046件 28,420 件 27,327件 

行事・事業・会議への参加協

力 

9,565件 9,660件 8,046件 7,678 件 7,257件 

地域福祉活動・自为活動 13,948件 14,808 件 15,921件 13,190 件 12,133件 

民児協運営・研修 9,804件 13,542 件 11,250件 11,039 件 11,085件 

証明事務 1,497件 1,418件 1,287件 1,176 件 1,185件 

要保護児童の発見の通告・仲

介 

122件 158件 66件 356件 73件 

計 85,993件 89,569 件 84,616件 61,859 件 59,060件 

訪
問 

訪問・連絡活動 30,175件 36,479 件 28,483件 27,651 件 29,918件 

その他 73,880件 73,358 件 78,821件 26,672 件 20,770件 

計 104,055件 109,837 件 107,304件 54,323 件 50,688件 

連
絡 

調
整 

委員相互 13,006件 12,587 件 12,562件 12,751 件 12,076件 

その他の関係機関 10,540件 10,929 件 10,064件 10,178 件 9,821件 

計 23,546件 23,516 件 22,626件 22,929 件 21,897件 

活動日数 51,539日 50,514 日 48,807日 51,723 日 48,530日 
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４ 日本赤十字社釧路市地区 
赤十字は、「人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性」という 7つの普遍的な原則のもとに行動す

る人道機関で、人の命の尊厳を守るため、様々な人道的活動を推進しています。 

日本赤十字社釧路市地区は、日本赤十字社の地方組織として設立され、赤十字の理想とする人道的任務

の達成を目的として、以下のような事業を行っています。 

 

（1）社資募集 
日本赤十字社は、災害時の救護をはじめ医療、献血、福祉など幅広い分野の活動を行っておりこれら

の活動は社費や寄付金などの「社資」により賄われています。日赤釧路市地区では、協賛委員や町内会、

奉仕団、企業などに協力を求め、社資の募集活動を行っています。 

 

〔社資募集額の推移〕                   
    年度 

区分 
23 24 25 26 27 

実績額 8,333千円 17,848千円 8,045千円 7,954千円 7,697千円 

 

（2）救護活動 

毛布・日用品などの災害救援物資を備蓄しており、市内で地震や火災などの災害があった場合に状況

に応じて支給しています。 

 

〔災害援護物資支給量の推移〕 

年度 

区分 
23 24 25 26 27 

援護物資 
毛 布 19枚 30枚 3枚 46枚 25枚 

日用品 8組 12組 2組 17組 12組 

 

（3）ボランティア活動 
日赤釧路市地区では、各種赤十字奉仕団を組織し、無線・水上安全法・点訳などの技術を活かしたボ

ランティアを行うとともに、団体ボランティアの養成を行っています。 

 

（4）赤十字講習会 

生命と健康を守る知識と技術を普及させるため、各種講習会を開催しています。 

 

〔講習会の参加人数の推移〕                

年度 

種別 
23 24 25 26 27 

救急法 78人 81人 146人 108人 215人 

水上安全法 4人 4人 12人 4人 2人 

幼児安全法 56人 56人 91人 111人 100人 

雪上安全法 0人 5人 0人 0人 5人 

健康生活支援

法 
－ － 27人 20人 18人 

 

 

 

 

５ 釧路市献血推進協議会 

 釧路市献血推進協議会は、市民の献血に対する理解を深め地域医療の向上を図るために設立された

組織で、釧路保健所や釧路市連合町内会、ライオンズクラブなどから構成されています。釧路市は、

協議会の事務局を担っています。 为な事業として、「愛の血液助け合い運動月間」（7 月）の各種イ

ベントの実施、「クリスマス献血」の広報、「日本赤十字社献血功労表彰伝達式」の開催などを行なっ

ています。 
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〔釧路市の献血者数の推移〕                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       年度 

区分 
23 24 25 26 27 

200ml献血 
目標 1,895 人 4,110人 4,340 人 4,200人 3,095人 

実績 4,037人 5,013人 4,800 人 3,402人 1,966人 

400ml献血 
目標 8,820 人 15,310人 13,000 人 12,920人 12,700人 

実績 11,430 人 13,107人 12,633 人 13,009人 13,588人 

計 
目標 11,165 人 19,420人 17,340 人 17,120人 15,795人 

実績 16,217 人 18,120人 17,433 人 16,411人 15,554人 
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＜参考資料＞ 

１ 市内社会福祉施設一覧表（平成 28年 4月 1日現在） 
所在地 設置为体 設置(建設)年 施設長名

電話 経営为体 延床面積(㎡) 敷地面積(㎡) 認可年 定員(人)

【老人福祉施設等】

（養護老人ホーム）

紫雲台2-18 S27.5 内田　守

41-5238 4,069.63 13,197.83 S2.10 160

（特別養護老人ホーム）

昭和南5-23-1 S48.12 匹田 紀昭

51-1509 3,580.88 6,610.36 S48.12 100

鶴ヶ岱2-2-5 S62.4 朱田　敏子

41-1123 3,500.10 3,707.45 S62.4 80

春採7-9-7 H11.10 立塚　夏澄

47-2300 1,045.22 6,893.00 H11.10 70

昭和190-4521 H16.3 二宮　弘司

55-1165 2,623.35 4,515.00 H16.2 50

北園1-1-27 H17.7 高橋　則之

55-5252 7,329.40 21,651.00 H17.9 90

阿寒町富士見2-5-10 S26.4 林　　隆浩

66-1010 4,929.75 24,869.00 S26.4 90

桜ヶ岡4-14-10 H19.2 加藤　英博

92-2151 3,411.49 6,073.81 H19.4 90

音別町中園2-118-5 H20.5 村田　　忠

01547-9-5011 3,076.48 6,000.00 H20.5 50

愛国191-5711 H23.4 丹野 守

38-8222 5,579.01 12,883.00 H23.4 80

（軽費老人ホーム）

米町4-3-15 H5.11 木津谷　康二

43-3343 2,241.66 1,378.35 H5.11 50

昭和190-4463 H11.10 廣川　敏幸

55-4554 2,296.00 2,973.00 H11.10 50

（生活支援ハウス）

昭和南5-23-1 H13.1 匹田　紀昭

55-7500 747.32 6,610.36 15

音別町中園2-119-1 H10.1 （音別）保健福祉課

01547-6-3008 818.37 福祉保健センター内 H10.1 16

（地域密着型特別養護老人ホーム）

愛国191-5746 H26.4 西田　博戸

64-1200 1,571.83 3,681.46 H26.4 29

（認知症高齢者グループホーム）

星が浦大通3-9-9 H12.4 平田　郁子

55-6255 598.62 773.55 H12.4 18

星が浦大通3-2-14 H15.3 佐藤　嗣子

51-0753 268.71 661.21 H15.3 9

千歳町13-7 H15.4 久保田　友子

44-1123 322.14 953.59 H15.3 9

大楽毛南4-6-8 H15.9 田中　真一

57-7650 744.34 826.00 H15.9 18

春採2-27-1 H15.10 野坂　勇人

41-0206 525.18 1,676.22 H15.10 18

鳥取大通4-10-8 H15.11 佐藤　友香

55-2121 819.16 1,303.74 H15.11 18

入江町8-29 H15.10 佐々木　栄理子

23-8133 457.15 726.53 H15.10 18

白樺台2-8-20 H16.4 黒澤　慶子

92-3360 448.74 947.87 H16.4 15

鶴ケ岱3-7-6 H16.5 池田　和子

41-4165 406.86 457.95 H16.5 11

若竹町18-18 H16.7 高橋　浩彰

22-7941 683.26 689.98 H16.7 18

愛国東1-27-8 H16.10 木嶋　啓祐

37-4165 499.04 679.58 H16.10 18

鳥取大通4-10-13 H16.11 福田　将士

51-2121 377.00 704.63 H16.11 9

中園町4-10 H17.1 斎藤　繁子

25-1061 557.76 680.58 H17.1 18

木造２階建

養護老人ホーム

長生園
(社福)釧路愛育協会

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ一部2階建

特別養護老人ホーム

釧路鶴ヶ岱啓生園
(社福)釧路啓生会

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建

ＲＣ

特別養護老人ホーム

さくらの里
(社福)釧路創生会

鉄筋コンクリート2階建

鉄筋コンクリート2階建

(社福)扶躬会
鉄筋コンクリート造平屋建一部2階建

施設名
建物の構造

特別養護老人ホーム

釧路昭和啓生園
(社福)釧路啓生会

(社福)釧路創生会
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建

特別養護老人ホーム

鶴の園

特別養護老人ホーム

百花苑

特別養護老人ホーム

はるとりの里

(社福)釧路啓生会
特別養護老人ホーム

釧路北園啓生園

軽費老人ホーム

ケアハウスよねまち
(社福)釧路創生会

(社福)夕秀会

特別養護老人ホーム

えぞりんどうの里
(社福)孝仁会

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ4階建

生活支援ハウス

福寿草
(社福)釧路啓生会

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

ＲＣ造　２階建

木造平屋建準耐火

特別養護老人ホーム

きんれんかの里
(社福)孝仁会

ＲＣ造　２階建

軽費老人ホーム

ケアハウス楽寿苑

木造一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

グループホーム

和の杜
(株)コスモライン

木造平屋建

地域密着型特別養護老人ホーム

湿原の里
(社福)孝仁会

グループホーム

はまなすの家星が浦

(社会医療法人)

孝仁会

グループホーム

さんぽみち

(特定非営利活動法人)

わたぼうしの家

木造平屋建

グループホーム育成会

長生の望・灯・楽
(株)育成

(S)造3階建の2･3階部分

グループホーム

入江
(有)ヤマギシ企画

木造２階建

グループホーム

はるとり
(有)グッドウィル

木造２階建

グループホーム

さくら苑

(医療法人社団)美生会

釧路第一病院

木造２階建

グループホーム

鶴ケ岱
(有)Ｍ＆Ｙ

軽量鉄骨造り3階建1階2階部分

グループホーム

ふれ愛
(有)ふれ愛

鉄筋コンクリート２階建

グループホーム

ひだまりの丘

(社福)夕秀会
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建

生活支援ハウス

りんどう
釧路市

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

グループホーム

あいこく

(有)ライフプランニング
木造２階建

(有)ウェルネス
木造２階建

(株)ニチイ学館ニチイケアセンター釧路中園
木造２階建

グループホーム

さくら苑　２

(医療法人社団)美生会

釧路第一病院
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所在地 設置为体 設置(建設)年 施設長名

電話 経営为体 延床面積(㎡) 敷地面積(㎡) 認可年 定員(人)

（認知症高齢者グループホーム）

材木町21-80 H16.10 角田 夕子

41-6541 333.31 598.32 H16.10 18

春採6-4-24 H17.6 村井　隆志

43-1616 498.15 1,427.00 H26.4 18

北園1-1-20 H17.9 笹森　深雪

55-5252 670.96 3,339.21 H17.9 18

愛国西2-7-10 H17.9 貴田 千恵子

39-0506 499.77 813.98 H17.9 18

新富士町3-4-13 H17.10 永戸　夢乃

55-5884 445.22 687.92 H17.10 18

住之江町8-4 H17.11 赤松　房子

21-7030 440.74 495.00 H17.11 18

昭和中央6-31-18 H17.12 松橋奈緒美

53-6231 523.67 945.40 H17.12 18

武佐1-9-24 H17.12 西方　知江

46-2626 537.43 831.26 H17.12 18

春採1-14-6 H18.3 山口 ちとせ

64-6080 475.71 1,333.00 H18.3 18

多機能型グループホーム 鳥取北3-12-10 H18.8 辻野 忍

かおり 51-0005 239.32 660.00 H18.8 9

阿寒町新町1-10-1 H15.12 横井　健太郎

66-6753 546.13 991.80 H15.12 18

音別町中園1-54 H16.3 小成　知秀

01547-6-3560 299.86 4,005.41 H16.3 9

阿寒町阿寒湖温泉2-5-2 H21.12 橋本  奈美

67-3753 274.24 2,359.00 H21.12 9

桜ヶ岡1-11-3 H22.3 蒔苗　喜代子

65-9535 576.94 2,025.38 H22.3 18

貝塚2-6-22 H22.3 柴田　砂奈江

41-8355 492.38 938.41 H22.3 18

中島町4-11 H22.3 上西　朱美

64-5730 625.21 1,852.00 H22.3 18

堀川町8-30 H22.4 中田　涼子

31-0015 479.03 545.78 H22.4 18

鳥取北3-12-21 H23.3 赤石えみ子

51-0005 585.82 1,646.26 H23.3 18

弥生1-3-19 H25.3 磯田 繁之

42-2078 579.24 2,043.14 H25.3 18

文苑2-26-13 H25.3 河原アリサ

38-3737 817.12 1,332.45 H25.3 18

桜ケ岡1-9-30 H25.3 志賀 里美

65-7372 538.25 2,025.38 H25.3 18

若竹町12-16 H26.4 岩坂 久美子

25-1165 566.90 607.63 H26.4 18

星が浦大通3-9-29 H27.4 柏木 真也

64-6166 531.22 3,303.78 H27.4 18

（地域包括支援センター）

昭和190-4462 Ｈ18.4 大沼　勝義

55-2666 119.45 老健くしろ内 Ｈ18.4

文苑4-65-2 Ｈ22.4 後藤　啓子

36-1233 154.79 ふみぞの東陽ビルⅠ1階 Ｈ22.4

堀川町8-43 Ｈ18.4 遠藤　みちよ

24-1102 128.03 ｹｱｺｰﾄひまわり内 Ｈ18.4

鶴ヶ岱1-10-46 Ｈ18.4 伊藤　靖代

42-0600 85.76 Ｈ18.4

春採4-10-15 社会福祉法人 Ｈ18.4 細川 克裕

42-8222 釧路市社会福祉協議会 71.65 2,100.00 Ｈ18.4

阿寒町中央1-4-1 H18.4 (阿寒)保健福祉課長

66-1234 H18.4

音別町中園2-119-1 H18.4 (音別)保健福祉課長

01547-9-5252 福祉保健センター内 H18.4

(社会医療法人)

孝仁会

釧路市音別地域包括支援センター 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

(社福)釧路啓生会

釧路市西部地域包括支援センター
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

釧路市東部北地域包括支援センター

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

釧路市中部南地域包括支援センター
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建

(株)介護サービス

わたなべ

木造２階建

(有)グッドウィル
木造在来工法ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ貼造２階建

(有)ハニーSAKUMA
木造２階建

木造２階建

(有)おおいし

木造2階建

(株)ピッチ＆パッチ

グループホーム

ひなたぼっこ

グループホーム

コロイ

（特定非営利活動

法人）和

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建

木造２階建

グループホーム

和の里
(株)コスモライン

木造2階建

(株)優輪

グループホーム

ふれ愛の花
(有)ふれ愛

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建

枠組壁工法木造２階建

グループホーム

あいけあ新富士
(株)あいけあ

グループホーム

まこと

(株)リハビリサ

ポートまこと

木造2階建

木造1階建

グループホーム

ウィスタリア

鉄骨ＡＬＣ3階建

グループホーム

ふみぞの
(社福)釧路啓生会

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建

(株)ベナレス
木造在来工法2階建2階部分

釧路市音別町認知症高齢者

グループホーム  そら
釧路市

グループホーム

桜ヶ岡

釧路市東部南地域包括支援センター

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建

(有)円企画
木造２階建一部鉄筋コンクリート造

グループホーム

よしえの郷

(株)ニチイ学館
木造２階建

グループホーム

住之江

木造合金メッキ鉄板葺平屋建

グループホーム

くつろぎ

グループホーム

きたぞの
(社福)釧路啓生会

木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺平屋建

グループホーム

道
(株)ベナレス

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建

グループホーム

やよい

(株)リハビリサ

ポートまこと

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建

釧路市中部北地域包括支援センター

(医療法人)豊慈会

グループホーム まりもの家

(医)藤花会
木造2階建

(医療法人)

道東勤労者医療協会

釧路市阿寒地域包括支援センター 釧路市

グループホーム

桜ヶ岡・そら

(株)介護サービス

わたなべ

木造合金メッキ綱板ぶき2階建

グループホーム

武佐の杜

ニチイケアセンター釧路昭和

施設名
建物の構造

グループホーム

よいしょ春採

(医療法人社団)

あさひ会

木造亜鉛メッキ銅板ぶき2階建

グループホーム 和喜あいあい
(株)あしのメディ

カル

木造合金メッキ銅板ぶき平屋健
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所在地 設置为体 設置(建設)年 施設長名

電話 経営为体 延床面積(㎡) 敷地面積(㎡) 認可年 定員(人)

（老人保健施設）

昭和190-4462 H8.6 前田　哲

55-2331 4,834.13 14,493.53 H8.5 100

堀川町8-43 H9.5 牧野 康人

24-1165 4,485.98 3,245.68 H9.4 100

春採7-9-8 H11.4 岡野　正裕

46-7233 4,506.54 14,629.00 H11.3 98

星が浦大通3-9-35 H11.4 鈴木　英軍

55-2800 3,924.73 5,770.00 H11.4 86

（複合施設）

米町4-3-16 H6.9 森本　庄吉

43-2335 2,430.43 1,669.06

春採4-10-15 H7.3 細川 克裕

41-2501 1,006.20 2,100.00

白樺台2-1-1 H10.3 運営委員会

91-9997 510.75 3,054.01

阿寒町中央1-7-12 H10.3 (阿寒)保健福祉課

66-2120(連絡先) 1,536.70 3,415.73

（老人福祉センター）

鶴ヶ岱3-1-40 S44.9 運営委員会

41-0665 618.38 4,374.97

愛国西3-26-1 S52.12 運営委員会

37-1498 726.48 1,439.84

鳥取北4-21-2 S56.12 運営委員会

51-9651 598.50 1,938.47

桜ケ岡2-8-1 S54.12 運営委員会

91-2227 298.25 995.50

大川町3-36 S57.12 運営委員会

41-4740 299.60 416.39

柳町1-46 S58.12 運営委員会

25-6535 299.60 685.00

大楽毛4-12-15 S59.12 運営委員会

57-5784 330.00 593.00

寿2-5-2 S60.12 運営委員会

24-2444 309.78 1,074.30

美原4-3-1 S63.7 運営委員会

36-3608 315.07 2,450.00

武佐4-30-11 H2.2 運営委員会

46-5601 500.00 1,599.23

星が浦北3-1-35 H2.9 運営委員会

51-5771 460.08 2,784.83

（老人憩の家）

阿寒町旭町2-3-20 H4.1 (阿寒)保健福祉課

66-2120(連絡先) 119.47 422.82

音別町中園1-10 S53.12 (音別)保健福祉課

01547-6-2914 233.38 1,140.49

（老人集会所）

昭和町2-4-18 S49.11 運営委員会

53-3060 153.90 287.67

（室内ゲートボール場）

阿寒町飽別51線24番地 S62.10 (阿寒)保健福祉課

66-2120(連絡先) 527.58

旭町寿の家 釧路市
木造平屋建

木造ﾓﾙﾀﾙ平屋建

木造ﾓﾙﾀﾙ平屋建

鉄筋平屋建

老人憩の家 釧路市

武佐老人福祉センター

（平成荘）
釧路市

ﾌﾞﾛｯｸ一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

星が浦老人福祉センター

（星鶴荘）
釧路市

木造ﾓﾙﾀﾙ平屋建

寿老人福祉センター

（寿荘）
釧路市

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ一部2階建

美原老人福祉センター

（美原荘）
釧路市

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ一部木造平屋建

柳町老人福祉センター

（鉄北荘）
釧路市

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平屋建

大楽毛老人福祉センター

（大楽毛荘）
釧路市

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平屋建

桜ケ岡老人福祉センター

（桜花荘）
釧路市

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平屋建

大川町老人福祉センター

（橋南荘）
釧路市

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ一部2階建

第2老人福祉センター

（清風荘）
釧路市

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ一部2階建

第3老人福祉センター

（鶴風荘）
釧路市

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平屋建

釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

老人福祉センター

（緑風荘）
釧路市

ﾌﾞﾛｯｸ平屋建

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

白樺ふれあい交流センター

(医療法人)

道東勤労者医療協会

(医療法人)豊慈会
介護老人保健施設

老健くしろ

道東勤医協老人保健施設

ケアコートひまわり

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建

介護老人保健施設

老健たいよう
(社福)釧路創生会

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ地下1階付3階建

釧路市

高齢者生きがい交流プラザ

(プラザよねまち)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

釧路市

施設名
建物の構造

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

老人保健施設

老健星が浦

(社会医療法人)

孝仁会

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建

阿寒町保健・福祉サービス

複合施設(ひだまり)
釧路市

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建

望洋ふれあい交流センター

昭和老人集会所 釧路市

阿寒町老人健康増進センター 釧路市
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所在地 設置为体 設置(建設)年 施設長名

電話 経営为体 延床面積(㎡) 敷地面積(㎡) 認可年 定員(人)

【身体障害者福祉施設】

川北町4-17 S49.5 -

24-7471 800.58 4,826.41の内 -

【障がい者支援施設】

（施設入所支援・生活介護）

音別町川東1-200-1 H27.4 波間　良隆

01547-6-2811 5,451.61 15,457.05 H1.4 90

駒牧8-107-3 S61.4 川口　靖

56-2321 1,579.82 45,356.00 H23.4 40

鶴丘149-2 S55.2 柳澤　慶三

56-2031 3,876.38 22,629.72 H23.9 80

鶴丘42-1 H24.2 内田　一成

57-4856 3,382.72 26,726.90 H24.3 90

（地域活動支援センター）

緑ヶ岡4-9-25 H18.10 高橋　信也

44-3450 80.00 200.00

柏木2-8 H18.10 高橋　信也

44-5500 65.34 290.00

白金町2-14 H18.10 佐々木　寛

32-7400 164.00 164.00

（ケアホーム・グループホーム）

音別町朝日3-13 H24.4 波間　良隆

01547-6-2720 182.45 H18.10 7

音別町朝日3-12-7 H18.10 波間　良隆

01547-6-3138 193.77 H18.10 6

音別町朝日3-12-5 H19.4 波間　良隆

01547-6-3400 121.50 H19.4 4

音別町本町3-45 木造2階建 H20.4 波間　良隆

01547-6-3677 239.17 H20.4 6

音別町本町3-22-19 H21.3 波間　良隆

01547-6-3015 172.85 H21.3 5

音別町中園1-70-1 H21.3 波間　良隆

01547-6-2580 134.15 H21.3 6

音別町川東1-182 H21.3 波間　良隆

01547-6-3308 101.31 H21.3 4

音別町緑町1-1-6 H21.3 波間　良隆

01547-6-2203 134.46 H21.3 6

音別町川東1-122-3 H26.4 波間　良隆

01547-6-2708 137.70 H26.4 6

新富士2-6-15 木造平屋建 H27.4 波間　良隆

0154-54-3100 182.28 H27.4 6

新富士2-6-14 木造平屋建 H27.4 波間　良隆

0154-54-3200 182.28 H27.4 6

興津5-25-2 H18.10 高橋　信也

44-5527（事務所） 158.76 H18.10 4

共栄大通9-1-20 H18.10 高橋　信也

44-5527（事務所） 132.00 H18.10 5

川北8-33 H18.10 高橋　信也

44-5527（事務所） 127.00 H18.10 5

愛国東1-38-15 H18.10 高橋　信也

44-5527（事務所） 105.57 186.60 H18.10 4

釧路市鳥取北6-1-9 H18.10 高橋　信也

44-5527（事務所） 137.30 H18.10 6

鳥取北3-1-17 H19.4 川口　靖

51-0552（事務所） 128.86 H19.4 5

鳥取北9-9-30 H19.4 川口　靖

51-0552（事務所） 50.50 H19.4 3

鳥取北9-9-30 H19.4 川口　靖

51-0552（事務所） 50.50 H19.4 3

愛国東3-15-4 H20.4 川口　靖

51-0552（事務所） 163.90 H20.4 6

一戸建、木造、鉄骨2階建

プロムナード　鳥取北
(社福)釧路のぞみ協

会さわらび学園

一戸建、木造2階建

NPO 地域生活支援

ネットワークサロン

木造2階建

(社福)釧路のぞみ協

会さわらび学園

プロムナード　愛国
(社福)釧路のぞみ協

会さわらび学園

川東

興津ポレスト
NPO 地域生活支援

ネットワークサロン

木造2階建

共栄クローバー
木造2階建

木造平屋建

あおぞらⅠ （社福）音別憩いの郷

朝日 (社福)音別憩いの郷
木造合金ﾒｯｷ鋼板葺平屋建

(社福)音別憩いの郷
木造2階建

(社福)音別憩いの郷
木造平屋建

みどり町

つつみ

(社福)音別憩いの郷

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

白亜寮 (社福)音別憩いの郷
木造平屋建

親子の家
NPO 地域生活支援

ネットワークサロン

木造ﾓﾙﾀﾙ2階建

ザックル
NPO 地域生活支援

ネットワークサロン

おんべつ学園 (社福)音別憩いの郷
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建

さわらび学園（通所部あり） (社福)釧路のぞみ協会
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

丹頂の園

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建

木造2階建

鳥取ポレスト

プロムナード　鳥取公園通Ⅱ
共同住宅、木造2階建

プロムナード　鳥取公園通
共同住宅、木造2階建

愛国フルハウス
NPO 地域生活支援

ネットワークサロン

釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建身体障害者福祉センター

（点字図書館）

施設名
建物の構造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

もとまち

朝日Ⅱ (社福)音別憩いの郷
木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺二階建

(社福)釧路丹頂協会

(社福)音別憩いの郷

もとまちⅡ (社福)音別憩いの郷

鶴が丘学園 (社福)釧路愛育協会

地域生活支援センター・

ハート釧路
(社福)釧路恵愛協会

(社福)音別憩いの郷
木造平屋建

川北フルハウス
NPO 地域生活支援

ネットワークサロン

(社福)釧路のぞみ協

会さわらび学園

NPO 地域生活支援

ネットワークサロン

木造

あおぞらⅡ （社福）音別憩いの郷

木造2階建

中園
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所在地 設置为体 設置(建設)年 施設長名

電話 経営为体 延床面積(㎡) 敷地面積(㎡) 認可年 定員(人)

（ケアホーム・グループホーム）

昭和中央1-44-2 H23.10 川口　靖

51-0552（事務所） 120.69 H23.10 5

芦野5-14-2 H26.10 川口　靖

51-0552（事務所） 132.84 H26.10 5

昭和北1-4-8 H27.1 川口　靖

51-0552（事務所） 148.23 H27.1 5

昭和北1-14-19 H27.6 川口　靖

51-0552（事務所） 73.70 H27.6 3

昭和北1-14-19 H27.8 川口　靖

51-0552（事務所） 73.70 H27.8 3

愛国西2-11-7 H24 瀬藤　浩幸

39-6351 268.78 H17 5

愛国西2-11-7 H24 瀬藤　浩幸

39-6351 268.78 H24 6

愛国西2-11-6 H24 瀬藤　浩幸

37-7447 268.78 H17 5

愛国西2-11-6 H24 瀬藤　浩幸

37-7447 268.78 H20 6

紫雲台2-30 H20 林　重和

41-5454 335.38 H20 10

桜ヶ岡6-15-6 H20 林　重和

91-8411 149.58 H20 5

千歳町10-36 H19.4 高野　幸子

42-3023 187.92 496.00 H19.4 6

白金町2-14 H18.10 山口　清徳

22-5547（事務所） 426.67 2,644.03 H18.10 9

大楽毛南5-2-2 H18.10 関谷　友子

57-5228 155.46 363.00 H18.10 5

大楽毛南3-4-50 H18.10 関谷　友子

57-5228 104.63 H18.10 4

新栄町8-5 H18.10 工藤　春雄

24-1603（事務所） 392.04 H18.10 7

鳥取北6-7-10 H18.10 佐々木　寛

52-3544 282.78 365.13 H18.10 6

暁町7-18 H18.10 櫛部　亮智

68-4228（担当者連絡先） 119.20 81.98 H18.10 5

昭和町4-13-16 H18.10 櫛部　亮智

68-4228（担当者連絡先） 60.88 134.00 H18.10 2

若竹町18-2 H18.10 櫛部　亮智

68-4228（担当者連絡先） 179.80 107.20 H18.10 8

花園町6-3 H20.5 櫛部　亮智

68-4228（担当者連絡先） 206.55 129.60 H20.5 7

鳥取北4-13-16 H18.10 横山　豊

65-6500(事務所） 92.40 H18.10 5

鳥取北3-7-2 H18.10 横山　豊

65-6500(事務所） 82.40 H18.10 4

星が浦大通1-4-10 H18.10 横山　豊

65-6500(事務所） 92.74 H18.10 4

鳥取北7-3-3 H18.10 横山　豊

65-6500(事務所） 131.00 H18.10 4

文苑1-25-21 H18.10 横山　豊

65-6500(事務所） 147.93 H18.10 5

鳥取北7-3-6 H18.11 横山　豊

65-6500(事務所） 36.30 H18.11 2

星が浦大通1-4-41 H19.4 横山　豊

65-6500(事務所） 105.00 H19.4 4

星が浦大通1-4-10 H19.4 横山　豊

65-6500(事務所） 92.74 H19.4 4

鶴野東2-10-20 H19.4 横山　豊

65-6500(事務所） 136.90 H19.4 5

共栄大通4-2-6 (有)サハスネット H19.8 鈴木　博士

25-7330 22-2880 236.90 750.38 H19.8 8

新栄町9-8 (有)サハスネット H21.4 鈴木　博士

24-4551 22-2880 375.24 471.78 H19.8 10

川上町9-6 (有)サハスネット H22.9 鈴木　博士

22-7801 22-2880 70.94 73.11 H22.9 5

若草町9-10 (有)サハスネット H23.8 鈴木　博士

22-0909 22-2880 107.62 H23.8 5

木造ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張平屋建

グループホームサハス若草
木造2階建

グループホームサハス

グループホームサハス新栄
木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板2階建

木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板2階建

木造2階建

グループホームルシエルデュー
(社福)釧路のぞみ協会

自立センターグループホー

ム　プルミエ

木造2階建

グループホームプレザン
(社福)釧路のぞみ協会

自立センターグループホー

ム　プルミエ

木造2階建

グループホームプルミエデュー
(社福)釧路のぞみ協会

自立センターグループホー

ム　プルミエ

グループホームフルール

グループホームフルールデュー
(社福)釧路のぞみ協会

自立センターグループホー

ム　プルミエ

木造2階建

木造2階建

グループホームソレイユ
(社福)釧路のぞみ協会

自立センターグループホー

ム　プルミエ

グループホーム　内山荘
NPOおおぞらﾈｯﾄﾜｰ

ｸ

木造

グループホームルシエル
(社福)釧路のぞみ協会

自立センターグループホー

ム　プルミエ

木造2階建

NPOおおぞらﾈｯﾄﾜｰ

ｸ

木造

グループホーム第１つくし NPO釧路手をつなぐ育成会

グループホーム　霧笛
NPOおおぞらﾈｯﾄﾜｰ

ｸ

木造

木造ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張平屋建

すずらん

ケアホームはばたき (社福)釧路愛育協会

ケアホームひかり

葵 (社福)釧路愛育協会

木造ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張平屋建

グループホームサハス川上
軽量鉄骨2階建

木造ﾓﾙﾀﾙ2階建

木造2階建

(社福)釧路のぞみ協会

自立センターグループホー

ム　プルミエ

グループホーム　おたのしけ
特定非営利活動法人

きらり

木造2階建

グループホームいずみ (社福)釧路恵愛協会
木造亜鉛ﾒｯｷ銅板葺

グループホーム　ポピー

一戸建、木造2階建

アットホーム　ぴちかーと NPOふわり
木造2階建

木造ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張平屋建

グループホームプルミエ
(社福)釧路のぞみ協会

自立センターグループホー

ム　プルミエ

木造2階建

木造ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張平屋建

(社福)釧路愛育協会

(社福)釧路のぞみ協

会さわらび学園
プロムナード　昭和中央

プロムナード　昭和北
(社福)釧路のぞみ協

会プロムナード釧路

はまなす (社福)釧路愛育協会
木造ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張平屋建

グループホーム　グラン・パレ
特定非営利活動法人

きらり

施設名

(社福)釧路のぞみ協

会さわらび学園

建物の構造

プロムナード　芦野

プロムナード　怜音Ⅰ
(社福)釧路のぞみ協

会さわらび学園

一戸建、木造2階建

すみれ (社福)釧路愛育協会

ﾏﾝｼｮﾝ1K形式、2階建

一戸建、木造2階建

グループホーム　菜の花
NPOおおぞらﾈｯﾄﾜｰ

ｸ

グループホームフェミナン
(社福)釧路のぞみ協会

自立センターグループホー

ム　プルミエ

(社福)釧路愛育協会

木造2階建

木造

グループホーム・アルケー (医療法人)養生邑
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

一戸建、木造2階建

プロムナード　怜音Ⅱ
一戸建、木造2階建(社福)釧路のぞみ協

会さわらび学園
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所在地 設置为体 設置(建設)年 施設長名

電話 経営为体 延床面積(㎡) 敷地面積(㎡) 認可年 定員(人)

（ケアホーム・グループホーム）

貝塚2-13-7 (有)サハスネット H24.2 鈴木　博士

41-9911 22-2880 75.33 H24.2 2

新栄町9-8 (有)サハスネット H24.9 鈴木　博士

24-4551 22-2880 375.24 471.78 H24.9 2

若松町14-6 (有)サハスネット H26.8 鈴木　博士

22-3901 22-2880 68.85 H26.8 3

新栄10-1 (有)サハスネット H26.8 鈴木　博士

21-3554 22-2880 134.30 H26.8 5

光陽町23-18 (有)サハスネット H26.11 鈴木　博士

31-1117 22-2880 126.76 H26.11 4

春採4-2-16 H19.10 村上　勇生

65-1661 590.00 1200.00 H19.10 18

春採4-1-17 H23.12 村上　勇生

65-7411 568.00 505.39 H23.12 20

興津1-1-16 H26.6 三宅　和行

65-1315 289.06 806.85 H26.6 10

鳥取北9-9-5 H27.11 来得　祥子

65-7795 274.84×2 9496.55 H27.11 20

春採6-4-45 H21 植田　尚樹

43-1116 96.88 220.66 H21 5

住吉2-3-20 H22 植田　尚樹

42-8080 91.9 368.52 H22.2 5

春採6-4-24 H23.12 植田　尚樹

42-1217 117.00 H23.12 7

桜ヶ岡1-5-42 S58.4 植田　尚樹

92-4180 117.00 H25.2 6

富士見1-1-24メゾンド

シリス201・202・205・

207号室(206号室は共同

スペース)

H14.3 植田　尚樹

41-0139 28.8(1部屋) H25.2 4

春採4-26-15 H25.3 植田　尚樹

42-6088 129.18 134.15 H25.3 7

春採4-26-16 H25.3 植田　尚樹

42-6055 126.28 131.25 H25.3 7

浪花町13丁目2番6号 H25.6 植田　尚樹

23-7290 211.56 H25.6 5

緑ヶ岡5丁目3番21号 H25.7 植田　尚樹

46-2885 98.01 H25.7 5

住吉２丁目９番８号 H25.9 植田　尚樹

41-0077 94.97 H25.9 3

弥生1丁目13番14号（3

号・5号・7号（6号室が

共用スペース））

H26.1 植田　尚樹

41-5366 23.1(1部屋) H26.1 3

南大通4-2-21 鉄筋コンクリート11階建 H26.1 植田　尚樹

41-5366 31.48（1部屋） H26.1 2

富士見3-6-43 木造2階建 H26.1 植田　尚樹

41-5366 98.54 H26.1 2

緑ヶ岡5丁目13番9号 木造2階建 H25.7 植田　尚樹

46-7333 86.95 H25.7 4

昭和南5-18-14 H24 西川大樹

65-5346 209.63 277.72 H23 7

文苑4丁目26番3号 H5 西川大樹

51.03 H25 2

文苑4丁目26番3号 H5 西川大樹

51.03 H28 2

桜ヶ岡3-12-23 H17.4 清水　幸彦

92-3960 699.51 H24.4 20

【児童福祉施設】

（養護施設）

白樺台2-2-9 H7.7移転 生島修二

91-3120 2,416.58 7,000.06 S31.10 80

（児童家庭支援センター）

旭町16-5 H16.4 生島修二

32-1150 47.00 旧旭児童ｾﾝﾀｰ H16.4

（福祉型児童発達支援センター）

住吉2-12-37 H20.4移転 児童発達支援センター所長

44-3555・44-1022 2,470.09 7,677.29 S35.5 92

※H25.4 こばと学園・わかば整肢園・子ども発達相談室を統合（許可年：こばと学園が継続事業所扱いとなる）

木造２階建

コミュニティハウス

緑ヶ岡
(株)いっ歩

木造2階建

コミュニティハウス

春採③
(株)いっ歩

(社福)

釧路まりも学園

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

釧路こども家庭支援センター

コミュニティハウス

いっ歩　住吉
(株)いっ歩

木造2階建

木造モルタル2階建

コミュニティハウス

春採④
(株)いっ歩

コミュニティハウス

春採②

(株)いっ歩

(株)いっ歩

(株)いっ歩

(株)いっ歩
木造モルタル平屋建コミュニティハウス

いっ歩 春採①

ケアホームとなり ㈱ピッチ＆パッチ

木造1階建

木造モルタル2階建

コミュニティハウス

桜ヶ岡

コミュニティハウス

富士見

ケアホームかん月えん ㈱ピッチ＆パッチ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ3階建（2.3階）

ケアホーム9-5 ㈱ピッチ＆パッチ

グループホーム サハス新栄
木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板2階建

木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板2階建

木造1階建 2棟

㈱ピッチ＆パッチ

グループホームサハス貝塚
木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板2階建

建物の構造

木造2階建

グループホーム・ケアホーム桜の園
RC造・鉄骨造

共同生活サポートセンター　あしすと

（医）清水桜が丘病院

共同生活サポートセンター　あしすと

③

（社）北海道地域

福祉コンサル

木造2階建アパート一室

コミュニティハウス

弥生
(株)いっ歩

木造2階建

コミュニティハウス

浪花
(株)いっ歩

木造亜鉛メッキ鋼板2階建

木造モルタル2階建

コミュニティハウス

住吉②
(株)いっ歩

木造2階建

(社福)

釧路まりも学園

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部2階建

釧路市児童発達支援センター 釧路市
鉄筋コンクリ－ト５階建

施設名

木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板2階建

コミュニティハウス富士見② (株)いっ歩

グループホームサハス光陽

釧路まりも学園

木造モルタル1階建

木造モルタル1階建

グループホームサハス若松

グループホームサハスあじさい
木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板2階建

ケアホームOK

コミュニティハウス緑ヶ岡② (株)いっ歩

共同生活サポートセンター　あしすと

②

（社）北海道地域

福祉コンサル

木造2階建アパート一室

コミュニティハウス

南大通
(株)いっ歩

（社団）北海道地域福祉コ

ンサル
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所在地 設置为体 設置(建設)年 施設長名

電話 経営为体 延床面積(㎡) 敷地面積(㎡) 認可年 定員(人)

（保育園）

城山1-15-14 S47.10 田口　弘子

41-4531 442.45 1,632.00 S29.10 75

桜ヶ岡4-3-4 S51.3 佐々木　則子

91-6246 606.62 1,883.00 S29.10 60

新富士町2-11-22 S58.2 北村　周子

51-1958 580.37 2,697.75 S39.12 90

鳥取北4-21-10 S51.6 佐藤　美香穂

51-9358 608.99 3,308.76 S51.6 90

芦野3-10-9 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建 H8.4 野口　愛弓

38-5120 996.38 2,015.44 S28.7 75

阿寒町仁々志別32線89番地 仁々志別多目的センター内 H6.3 高橋　和弘

60-8024 56.50 30

音別町中園2-165 鉄骨平屋建 H22.12 宮下　久美子

01547-6-2163 389.36 S43.4 45

弥生2-10-28 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建 S50.3 前田　博美

41-1805 583.40 1,277.21 S23.12 60

緑ヶ岡2-27-2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建 S62.12 嵐　尚緒美

41-0018 425.00 1,944.38 S41.10 60

白樺台2-3-8 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建 H4.12改築 西田 摩美

91-6882 420.39 1,986.01 S44.10 60

愛国東2-1-11 鉄骨平屋建 S44.12 老松　貫一

36-7028 660.50 1,949.22 S44.12 90

幸町11-1-1 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建 S44.11 國奥　孝子

22-6339 750.81 1,321.98 S45.3 90

武佐4-26-2 鉄骨平屋建 S52.11 菊地　広美

46-5674 415.17 1,622.76 S52.12 60

紫雲台2-30 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建 S54.1 菅井　明美

41-2581 696.36 3,586.73 S54.3 90

美原4-5-16 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建 S54.11 小熊　洋美

36-2440 689.41 3,114.55 S54.12 75

旭町12-2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建 S56.2 酒井　恵

25-2301 597.99 984.42 S56.3 90

桂恋167 S57.2 長谷川香代

91-2935 420.00 2,021.74 S57.3 45

昭和中央5-6-9 H12.3 金森　優子

55-7331 498.68 1,633.25 H12.3 60

旭町12-2 S61.3 長屋　理江

24-6130 408.84 984.42 S61.3 30

武佐1-3-5 S56.12 本間　弘美

46-1685 502.80 2,434.90 H18.3 60

鳥取南7－2－9 H19.3 林　歩

65－5955 588.10 1,574.90 H19.4 60

寿1-4-4 S59.2 杉本　真奈美

22-5359 581.27 1,770.15 H21.4 75

愛国西1-24-10 S50.7 冨田　めぐみ

36-3142 608.90 1,920.68 H22.4 90

若竹4-7 S54.12 真下 浩二

22-4530 488.00 1,274.60 H23.4 80

大楽毛4-12-6 S52.12 波平　真弓

57-3997 613.84 1,903.00 H25.4 90

暁町6-7 S55.12 北構　和代

22-9568 497.88 826.44 H26.4 75

新釧路町3-14 H27.3 池谷　弘美

24-8888 838.40 3,762.70 H27.4 80

芦野3-10-9 H5.10 岡本　栄子

38-5037 H5.11

春採4-19-1 S45 岡本　栄子

65-9912 461.80 1,787.80 H21.10

鳥取北4-21-8 H23.10 岡本　栄子

65-6112 228.55 H23.11

昭和中央4-7-1 H18.2 こども育成課

55-2231 H18.4

武佐1-3-5 S56.12 常丸　佳江

47-3277 H18.4

鳥取南7－2－9 H19.3 林　歩

65－5956 H19.4

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

釧路風の子保育園

子育て支援センター

(社福)

釧路まりも学園

釧路風の子保育園内

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建(社福)

釧路百葉福祉会
昭和どんぐりの家保育園

昭和中央児童センター内
釧路市

治水どんぐりの家保育園

釧路桂恋保育園
(社福)釧路緑ヶ岡

学園福祉会

かしわ保育園
(社福)

釧路愛育協会

釧路美原保育園
(社福)釧路緑ヶ岡

学園福祉会

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

釧路市
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平屋建

城山保育園 釧路市
ﾌﾞﾛｯｸ平屋建

釧路市西部子育て支援拠点センター 釧路市
木造平屋建

親子つどいの広場昭和

(社福)釧路愛育協会
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平屋建

釧路共栄保育園 (社福)釧路若草会
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

釧路双葉保育園
(社福)釧路緑ヶ岡

学園福祉会

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

(社福）

釧路百葉福祉会

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部2階建

釧路風の子保育園
(社福)

釧路まりも学園

鉄骨造一部木造

釧路ことぶき保育園
(社福)釧路緑ヶ岡

学園福祉会

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部2階建

愛光保育園

釧路おたのしけ保育園

釧路旭夜間保育園
(社福)

釧路まりも学園

旭保育園の一部

釧路はるとり保育園 (社福)釧路若草会
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部2階建

(社福)ろうふく会

鉄道弘済会釧路保育所
(財) 鉄道弘済会

北海道支部

日本赤十字社

釧路さかえ保育園

日本赤十字社

北海道支部

釧路わかくさ保育園 (社福)釧路若草会

(社福）

釧路まりも学園

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平屋建

釧路頌栄保育園
(社福)聖公会

北海道福祉会

釧路市

釧路第１福ちゃん保育園 (社福)ろうふく会

釧路旭保育園

釧路第２福ちゃん保育園

(社福)

釧路まりも学園

釧路市芦野保育園

釧路市

音別保育園

釧路市

釧路市東部子育て支援拠点センター 釧路市
コンクリートブロック造1部2階建

釧路市中部子育て支援拠点センター 釧路市
釧路市地域保育ｾﾝﾀｰ内(2階)

建物の構造
施設名

仁々志別保育所 釧路市

桜ヶ岡保育園

鳥取保育園
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平屋建

新富士保育園

釧路はるとり保育園

子育て支援センター
(社福)釧路若草会

釧路はるとり保育園内
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所在地 設置为体 設置(建設)年 施設長名

電話 経営为体 延床面積(㎡) 敷地面積(㎡) 認可年 定員(人)

新橋大通6-2 H27.7 冨田　めぐみ

65-8740 106.64 H27.7

（認定こども園）

大楽毛西2-25-3 H27.1 香木　君江

57-5533 1,760.00 7,833.00 H28.4 100

（地域型保育事業施設）

興津2-30-17 H15.12 太田　幸恵

92-4460 87.83 248.50 H27.3 5

昭和南5丁目15番21号 H10.4 齊藤　久恵

65-8237 131.76 165.00 H27.7 15

（児童館）

松浦町2-10 S40.10 こども育成課

23-9657 194.40 公園用地

白樺台3-5-39 S47.12 こども育成課

91-7705 331.72 公園用地

治水町3-4 S48.12 こども育成課

24-6396 213.84 公園用地

春日9-16 S49.2 こども育成課

23-8168 254.89 公園用地

緑ヶ岡2-6-26 S51.3 こども育成課

41-7693 274.02 1,717.86

光陽町16-3 S51.4 こども育成課

25-7748 274.02 596.01

武佐2-27-16 H20.12 こども育成課

47-3232 352.39 996.61

鳥取北8-3-2 S53.12 こども育成課

51-9495 346.00 公園用地

大楽毛4-12-15 S55.1 こども育成課

57-5596 350.25 2,532.34

桜ヶ岡5-5-1 S56.12 こども育成課

91-9511 371.50 990.00

知人町4-37 S59.2 こども育成課

41-2426 402.30 981.86

愛国西3-24-8 S60.3 こども育成課

36-0353 369.57 1,647.75

昭和町3-2-1 S60.11 こども育成課

53-0548 378.95 公園用地

美原4-5-33 S62.12 こども育成課

36-5986 369.60 2,450.00

武佐3-47-33 H1.12 こども育成課

46-6390 369.40 2,336.50

鶴ヶ岱1-9-7 H2.12 こども育成課

41-1433 381.70 1,787.15

星が浦北3-1-30 H3.12 こども育成課

53-1127 369.79 2,500.00

芦野3-29-5 H5.2 こども育成課

37-5735 369.98 950.64

春採4-10-16 H6.3 こども育成課

41-5989 368.13 2,101.88

昭和中央4-7-1 H18.2 こども育成課

55-2221 440.65 452.00

寿1-2-27 H26.2 こども育成課

22-1992 367.87 982.82

(放課後児童クラブ)

新富士町4-6-8 H18.5 こども育成課

51-5101 120.00

阿寒町富士見2丁目10番1号 H15.4 (阿寒)保健福祉課

66-1188 57.10

(助産施設)

春湖台1-12

41-6121 6

p-ぽけっと 太田　幸恵
木造在来軸組工法

保育園こどものおしろ
(有)ハートアンド

ドリーム

木造2階建(1階)

釧路市中部子育て支援拠点センター

サテライト

(社福)

釧路愛育協会

新橋六丁目ビル3階の一部

幼保連携型

認定こども園よしの

学校法人

香木学園

木造平屋建

木造ﾓﾙﾀﾙ一部2階建
釧路市白樺児童館

施設名
建物の構造

とんけし児童センター
木造平屋建

芦野児童センター

釧路市

昭和中央児童センター 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

鶴野児童センター 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

美原児童センター 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

釧路市助産施設 釧路市
市立釧路総合病院内

阿寒放課後児童クラブ 釧路市
阿寒幼稚園内

新陽放課後児童クラブ 釧路市
新陽小学校内

釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

木造ﾓﾙﾀﾙ一部2階建
望洋児童センター 釧路市

釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

鶴ヶ岱児童センター 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部2階建

第2武佐児童センター

昭和児童センター 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部2階建

愛国児童センター 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

桜ヶ岡児童センター 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

米町児童センター 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

大楽毛児童センター 釧路市

光陽児童館 釧路市
木造ﾓﾙﾀﾙ一部2階建

武佐児童センター 釧路市

釧路市
木造ﾓﾙﾀﾙ2階建

松浦児童館

治水児童館 釧路市
木造ﾓﾙﾀﾙ2階建

木造ﾓﾙﾀﾙ一部2階建

木造平屋建

春日児童館 釧路市
木造ﾓﾙﾀﾙ2階建

緑ヶ岡児童館 釧路市

鳥取西児童センター
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所在地 設置为体 設置(建設)年 施設長名

電話 経営为体 延床面積(㎡) 敷地面積(㎡) 認可年 定員(人)

(その他)

阿寒町阿寒湖温泉5-5-7 H10.4 (阿寒)保健福祉課

67-2070 155.46 4,500.00

阿寒町富士見2-10-1 H24.5 (阿寒)保健福祉課

66-3939 54.40

音別町朝日2丁目81 H23.4 (音別)保健福祉課

01547-6-2110 87.15

【その他の施設】

（社会福祉施設）

旭町12-3 S56.5 清水　幸彦

24-1565 2,307.52 1,118.22

鳥取南7-2-20 雇用促進事業団 S57.11 井上　雅敬

51-9865 釧路市 1,395.75 2,885.00

柏木町10-12 H4.11 地域福祉課

42-7789 263.25 493.42

阿寒町阿寒湖温泉4-7-43 H11.3 (阿寒)保健福祉課

66-2120（連絡先） 103.29 405.00

音別町本町3-50 S59.11 (音別)保健福祉課

01547-6-2941 231.99 975.59

音別町中園2-119 H9.10 (音別)保健福祉課

01547-9-5151 630.00 12,743.00

（生活館）

寿2-4-10 S37.12 地域福祉課

23-5647 336.96 961.92 H3.11改築

新富士町3-7-8 S42.12 地域福祉課

51-4783 292.75 661.15

大楽毛4-8-7 S44.12 地域福祉課

57-8467 298.47 772.08

春採1-12-22 S53.11 地域福祉課

41-7083 286.00 671.21

弥生2-8-15 S54.12 地域福祉課

42-9696 396.80 1,178.87

阿寒町阿寒湖温泉4-7-43 H11.3 (阿寒)保健福祉課

66-2120（連絡先） 255.03 405.00

音別町直別原野基線13-3 S50.12 (音別)保健福祉課

135.00

音別町放課後子ども広場 釧路市
音別町ふれあい図書館内

施設名
建物の構造

阿寒町子ども交流広場 釧路市
阿寒幼稚園内

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部4階建

阿寒湖温泉子供交流館 釧路市
鉄筋コンクリート平屋建

アイヌ共同作業所 釧路市
木造2階建

釧路市総合福祉センター
釧路市社会福祉協

議会

阿寒湖畔共同浴場 釧路市
鉄筋コンクリート2階建

釧路市障害者
教養文化体育施設

鉄骨平屋建

社会福祉会館 釧路市
木造ﾓﾙﾀﾙ平屋建

福祉保健センター 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建

寿生活館 釧路市
木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

ﾌﾞﾛｯｸ平屋建

大楽毛生活館 釧路市
ﾌﾞﾛｯｸ平屋建

新富士生活館 釧路市

直別生活館 釧路市
木造ﾓﾙﾀﾙ平屋建

東栄生活館 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部2階建

阿寒町緑町生活館 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

春採生活館 釧路市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建
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２ 市内福祉施設等経営法人一覧（平成 28年 4月 1日現在） 
電話

FAX

養護老人ホーム 1

障害福祉サービス事業所 2

保育所 2
ケアホーム・グループホーム 6

特別養護老人ホーム 3
認知症高齢者グループホーム 2

小規模多機能型居宅介護 1

生活支援ハウス 1

地域包括支援センター 1

特別養護老人ホーム 2

軽費老人ホーム 1

老人保健施設 1

障害者支援施設 1

障害福祉サービス事業所 1

養護施設 1

保育所 4

児童家庭支援センター 1

障害福祉サービス事業所 8
ケアホーム・グループホーム 18

障害福祉サービス事業所 2

グループホーム 1

地域包括支援センター 1

老人保健施設 1

地域包括支援センター 1

老人保健施設 1

地域包括支援センター 1

老人保健施設 1
認知症高齢者グループホーム 1

特別養護老人ホーム 1

軽費老人ホーム 1

障害福祉サービス事業所 7

グループホーム 11

特別養護老人ホーム 1

社会福祉法人
　孝仁会

釧路市芦野1丁目27番1号
理事長
 齋藤 孝次

37-5512
37-1200

障害福祉サービス事業所 1

保育所

特別養護老人ホーム 2

釧路市鳥取南7丁目2番10号
理事長
　宝力　百合子

65-9200
65-9201

社会福祉法人
　音別憩いの郷

釧路市音別町川東1丁目200番
地1

理事長
　吉田　正勝

01547

6-2811

6-2814

社会福祉法人
  アシリカ

社会福祉法人
　扶躬会

釧路市阿寒町富士見2丁目5番
10号

理事長
 末岡　巧

66-1010
66-1011

理事長
 古川　隆之

会長
 佐々木　信幸

理事長
 柏木　ナオミ

釧路市昭和中央5丁目6番9号

51-5772
51-6010

44-3880
44-3881

22-4530
22-4560

25-6479
22-0275

釧路市駒牧8線107番地3

釧路市北斗76番の5

理事長
 葭本　正美

理事長
 清水 幸彦

理事長
 豊増 省三

理事長
 豊増 省三

保育所

保育所

保育所

第2種社会福祉事業

(011)
811-7403

56-2321
56-2322

37-5512
37-1200

56-2633
56-2634

41-5238

42-1997

51-5772
51-6010

代表者名

(03)
5276-
0311

55-7331
55-7332

(011)
717-8181

4

1

1

2

事業内容

2

理事長
 岩崎 守男

理事長
 吉岡 猛

理事長
 齋藤 孝次

1

3保育所

保育所

保育所

理事長
 植松 誠

理事長
 花井 紀明

支部長
 伊藤 義郎

(011)
231-7126

社会福祉法人
　釧路丹頂協会

社会福祉法人
　釧路のぞみ協会

社会福祉法人
　釧路恵愛協会

釧路市若竹町4番7号

釧路市緑ヶ岡1丁目10番42号

釧路市昭和190番地130

釧路市昭和190番地130

釧路市鶴丘149番地の2

社会福祉法人
　釧路まりも学園

事務局所在地

社会福祉法人
　釧路若草会

社会福祉法人
　釧路緑ヶ岡学園福祉会

日本赤十字社
北海道支部

釧路市白樺台2丁目2番9号

法人名

社会福祉法人
　聖公会北海道福祉会

医療法人
　道東勤労者医療協会

釧路市治水町3番5号

社会医療法人
　孝仁会

医療法人
　豊慈会

社会福祉法人
　夕秀会

理事長
 松原 久幸

91-3120
91-3115
32-1150

釧路市旭町12番3号
（総合福祉センター内）

釧路市春採7丁目9番8号
社会福祉法人
　釧路創生会

46-7233

46-7236

理事長
　佐藤　幹介

理事長
 髙橋 忠良

56-2031
56-2032

社会福祉法人
　釧路市社会福祉協議会

会長
 清水　幸彦

社会福祉法人
　釧路啓生会

釧路市北園1丁目1番27号
理事長
 中島 太郎

55-5252

55-5251

24-1565
23-3776

社会福祉法人
　釧路愛育協会

釧路市紫雲台2番18号
理事長
 内田　守

社会福祉法人
　釧路百葉福祉会

東京都千代田区麹町5-1
公益財団法人
　鉄道弘済会

札幌市中央区大通東4丁目5番
1号

札幌市中央区北1条西5丁目

札幌市北区北15条西5丁目1-
12

社会福祉法人
　ろうふく会

釧路市芦野1丁目27番1号
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３ 福祉施設等整備協力債務負担（平成 28年 4月 1日現在） 

元金 利子
独立行政法人

福祉医療機構

北海道新聞社会

福祉基金
その他

社会福祉法人

　釧路まりも学園

風の子保育園

　建設協力費
H18～H38 41,700 20,000 5,423

ケアハウス

　建設協力費
H11～H30 104,347

特別養護老人ホーム
　建設協力費

H16～H35 100,026

特別養護老人ホーム
　建設協力費

H17～H37 133,971

啓生園増改築協力費 H14～H33 57,286

在宅複合型施設

　建設協力費
H11～H30 151,600

生活支援ハウス
　建設協力費

H13～H33 41,500
8,424

+割増金

医療法人豊慈会
老人保健施設
　建設協力費

134,416 134,416 H8～H32 134,416

医療法人

　道東勤労者医療協会

老人保健施設

　建設協力費
124,840 124,840 H9～H33 108,984 15,856

老人保健施設

　建設協力費
134,663 134,663 H10～H34 134,663

特別養護老人ホーム
　建設協力費

H19～H38 69,687

特別養護老人ホーム
　建設協力費

H11～H31 251,328
140,006
+割増金

在宅複合型施設
　建設協力費

H11～H31 197,472
110,004
+割増金

特別養護老人ホーム

建設協力費
H25～H44 48,708

社会福祉法人

  孝仁会

特別養護老人ホーム

　建設協力費
H20～H39 59,288

社会医療法人
  孝仁会

老人保健施設
　建設協力費

140,046 140,046 H11～H35 140,046

社会福祉法人
　釧路百葉福祉会

昭和どんぐりの家
　保育園建設協力費

H12～H31 42,900 20,000 2,900

社会福祉法人

　釧路丹頂協会

丹頂の園

　増改築協力費
H14～H33 159,474 14,226

社会福祉法人

　孝仁会

特別養護老人ホーム

　建設協力費
H23～H48 108,530

社会福祉法人
　釧路愛育協会

鶴が丘学園
　建設協力費

H24～H43 157,476

社会福祉法人
　扶躬会

特別養護老人ホーム
　建設協力費

H26～H56 120,710

社会福祉法人

釧路緑ヶ岡学園福祉会

釧路双葉保育園

建設協力費
H26～H45 216,681

社会福祉法人

　音別憩いの郷

おんべつ学園

建設協力費
H27～H46 146,630

216,681と一定割合の割増金

120,710と一定割合の割増金

108,530と一定割合の割増金

社会福祉法人
　釧路創生会

307,476と一定割合の割増金

69,687と一定割合の割増金

173,700 と一定割合の割増金

157,476と一定割合の割増金

48,708と一定割合の割増金

期間
借入先

67,123と一定割合の割増金

391,334と一定割合の割増金

社会福祉法人
　釧路啓生会

57,286と一定割合の割増金

社会福祉法人
　夕秀会

133,971と一定割合の割増金

100,026と一定割合の割増金

151,600と一定割合の割増金

49,924と一定割合の割増金

146,630と一定割合の割増金

59,288と一定割合の割増金

債務
負担額

内容

104,347と一定割合の割増金

法人名
債務負担の
契約内容

65,800 と一定割合の割増金
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４ 福祉施設等整備状況年次（平成 28年 4月 1日現在） 

H８年度
昭和在宅介護支援ｾﾝ

ﾀｰ開設

老健くしろ開設

H９年度

福祉保健ｾﾝﾀｰ（りん

どう開設）

ひまわり・白樺介護

支援ｾﾝﾀｰ開設

音別支援センター

ケアコートひまわ

り開設

H10年度
啓生園用地取得 阿寒在宅介護支援

センター開設

音別町在宅介護支

援センター開設

H11年度

はるとりの里新設

 (50床)

ケアハウス楽寿苑新

設

はまなす・昭和啓生

園介護支援ｾﾝﾀｰ開設

老健たいよう・老

健星が浦開設

H12年度
福寿草開設 はまなすの家星が浦

開設

はるとりの里介護支

援ｾﾝﾀｰ開設

H13年度
鶴ヶ岱啓生園増築

(50床→80庄)

H14年度
和の杜開設

H15年度

百花苑新設

 (50床)

さんぽみち、育成会

望・灯・楽、はると

り、さくら苑、入江

開設

釧路市基幹型在宅介

護支援センター開設

道東勤医協在宅支援

センターすこやか開

設

H16年度

ひだまりの丘･鶴ヶ

岱・ふれ愛･あいこ

く･さくら苑・ｺﾑｽﾝ

のほほえみ釧路中

園・ひなたぼっこ・

音別そら開設

老健くしろ(10床)

老健たいよう(8床)

増床

H17年度

北園啓生園新設

（90床、昭和啓生

園より60床移転分

含む）

H18年度

釧路市西部・中

部・東部北・東部

南・阿寒・音別地

域包括支援セン

ター開設

基幹型在宅介護支援

センター廃止

地域型3ヶ所（望

洋・昭和・ひまわ

り）包括へ移行

H19年度

さくらの里新設

（５０床）

ｺﾑｽﾝのほほえみ釧路

昭和・ｺﾑｽﾝのほほえ

み釧路中園　閉鎖

ﾆﾁｲのほほえみ釧路

昭和・ﾆﾁｲのほほえ

み釧路中園　開設

H20年度

えぞりんどうの里

開設 （５０床）

H21年度

グループホームコロ

イ（共生型）・グ

ループホーム桜ヶ

岡・グループホーム

まこと・グループ

ホームふれ愛の花

開設

H22年度

グループホームウィ

スタリア・グループ

ホーム道　開設

釧路市中部北地域

包括支援センター

開設

※中部北開設に伴

い、中部が中部南

に変更

H23年度

きんれんかの里開

設（８０床）

・鉄北ディサービス

センター(洗面所改

修）・星が浦ディ

サービスセンター洗

面所改修）

H24年度

グループホームふみ

ぞの・グループホー

ムやよい・グループ

ホーム桜ケ岡･そら

開設

全センター廃止

H25年度

さくらの里増築

（50床→90床）

H26年度

湿原の里開設（29

床）

鶴の園移転増設

（80床→90床）

グループホーム　ま

りもの家開設

H27年度

グループホーム

和喜あいあい開設

ケアコートひまわ

り増築

（90床→100床）

H28年度

　 福祉施設

 年度

養護老人ホーム
特別養護

老人ホーム
軽費老人ホーム 生活支援ハウス

認知症高齢者
グループホーム

地域包括支援
センター

在宅介護支援
センター

老人保健施設
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H８年度
鳥取廃止

H９年度

白樺ふれあい交流ｾﾝﾀｰ建

設

床改修

H10年度
阿寒町保健・福祉サービ

ス複合施設（ひだまり）

外壁全面改修

福祉ﾊﾞｽ更新

第二おんべつ学園

分場ワークショッ

プ大きな木開設

H11年度

浴室内装改修

H12年度
火災報知設備取替 はしどい学園

分場開設

H13年度
30床増床

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ新設

ｼｮｰﾄｽﾃｲ4床増床

H14年度
清風荘床建具暖房改修

星鶴荘屋根改修

鶴風荘加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ取替修理

ワークショップ大

きな木Ⅱ開設

H15年度

緑風荘建具ｼﾞｭｰﾀﾝ改修

鉄北荘建具改修

桜花荘身障者ｽﾛｰﾌﾟ設置

H16年度

美原荘防水屋根改修

桜花荘ﾄｲﾚ･ｼﾞｭｰﾀﾝ改修

緑風荘畳替

和室畳替

屋根改修

丹頂の園通所部

開設

鶴が丘学園通所部

開設

H17年度

大楽毛荘管理人室等改修

橋南荘屋根改修

寿荘屋根塗装

美原荘ジュータン張替

老人憩の家屋根改修

H18年度

H19年度

緑風荘車庫解体

鶴風荘管理人室改修

橋南荘管理人室改修

平成荘敷地内法面復旧

H20年度

望洋ふれあい交流セン

ター

・屋上防水補修工事

高齢者生きがい交流プラ

ザ

・ステージ昇降設備改修

・貯湯槽室設備改修

・機械室床暖設備改修

・1階玄関自動ドア改修

星鶴荘旧浴室工事

平成荘改修工事

鶴風荘給排水改修

大楽毛荘屋根改修

寿荘屋根改修

ｶｰﾍﾟｯﾄ張替え修繕

自動ﾄﾞｱ改修

暖房設備取付修理

おんべつ学園　障害

福祉サービス事業所

移行

はしどい学園　大

きな木　障害福祉

サービス事業所移

行

H21年度

高齢者生きがい交流プラ

ザ

・電波障害修理

・除雪機修理

・クラフトルーム天井補

修

・３階暖房設備改修

・１階ロビー排煙設備改

修

・陶芸釜焼成設備改修

・1階3階ロビー窓補修

・浴場換気設備改修

・浴室ろ過槽改修

緑風荘（外壁・内装改修、機械室

改修、スロープ修繕）・清風荘

（屋根葺替・トイレ等改修、煙突

撤去工事、スロープ修繕）・鶴風

荘（誘導灯・暖房機排気口・ス

ロープ修繕）・平成荘（テレビ受

信機・誘導灯・スロープ修繕、

フェンス改修（撤去）、床改

修）・桜花荘（床下点検口取付、

照明器具ガード・集会室床・ス

ロープ修繕、玄関ポーチ改修）・

橋南荘（集会室床下点検口取付・

給湯室床・教養娯楽室床・スロー

プ修繕）・鉄北荘（トイレ等改

修、スロープ修繕）・寿荘改修工

事・美原荘（ガス暖房機排気取付

工事、スロープ修繕）・星鶴荘

（ストーブ取付工事・スロープ修

繕）

昭和老人集会所

・看板設置

・屋根改修

阿寒湖畔老人憩の家

・3月31日廃止

H22年度

望洋ふれあい交流セン

ター暖房設備改修

白樺ふれあい交流セン

ターデジタル放送受信設

備改修

美原荘屋外排水管整備工事

平成荘ガス給湯器修繕

橋南荘トイレ様式化工事

エレベーター改修

浴室を相談室へ改修

H23年度

・望洋ディサービスセン

ター(洗面所改修）・白

樺ふれあい交流センター

（ディサービスセンター

入口路盤修繕、給湯暖房

設備改修）・プラザよね

まち（漏水改修、給水設

備改修、電波障害受信傷

害対策設備撤去工事、浴

室非常照明器具取替）

・桜花荘（内窓取付、トイレドア

改修、ホール天井塗装）・美原荘

（スロープ手摺等改修、絶縁不良

修繕）・星鶴荘（トイレ扉外開き

化工事、ストーブ修繕）・鶴風荘

（トイレ扉外開き化工事）・寿荘

（トイレ扉外開き化工事・平成荘

（身障トイレ扉・排水設備改修・

ストーブ修繕、引戸鍵修繕）・大

楽毛荘(男子小便器改修、ストー

ブ修繕）・橋南荘（照明器具改

修、屋根改修、外壁改修、床点検

口設置）・緑風荘(漏電修繕、ト

イレ改修、漏電設備改修）

・昭和老人集会所

（外壁塗装、収納椅

子設置）・鉄北中央

老人集会所(ストーブ

設置）

丹頂の園　障害福

祉サービス事業所

移行

鶴が丘学園　耐震改

築 　障がい福祉

サービス事業所移行

さわらび学園　障

害福祉サービス事

業所移行

H24年度

・高齢者生きがい交流プ

ラザ（浴室グレーチング

工事、浴室関連電気改

修）

・白樺ふれあい交流セン

ター（誘導灯電池取替、

デイサービスセンター部

分ガスメーター取替、伝

承室部分ガスメーター取

替）

・緑風荘（埋設ガス管修繕）・橋

南荘（床改修、埋設ガス管修繕、

誘導灯蓄電池取替）・桜花荘（埋

設ガス管修繕）・美原荘（埋設ガ

ス管修繕,電気設備漏電修繕）・

鶴風荘（埋設ガス管修繕、誘導灯

蓄電池取替）・平成荘（暖房設備

改修、ドアクローサー取替工事、

誘導灯蓄電池取替、屋根防水工

事）・星鶴荘（暖房設備改修）・

鉄北荘（暖房設備２台改修）・清

風荘（結露及び窓枠改修、埋設ガ

ス管修繕、自動火災報知設備取

替）・大楽毛荘（自動火災報知設

備蓄電池取替）

エレベータ修繕工事

玄関　長尺シート張替え

（剥がし含む）

車庫軽量シャッター補修工

事

点字布設工事

事務室ドア　ドアクロー

ザー交換工事

水道メーター減径工事

屋上防水修繕、雤水管補

修、防水改修工事

給湯室漏水修繕

スチールドア修繕

H25年度

・美原荘（玄関ホール漏電照明取

替え工事）・星鶴荘（健康相談員

ストーブの交換）・大楽毛荘（北

面トイレ内窓設置、火災感知器増

設）・橋南荘（自動ドア手動

化）・鶴風荘（融雪電力契約再導

入工事）・美原荘（身障用トイレ

扉改修）

屋外用看板修繕工事

H26年度

白樺(デイサービスセン

ター自動ドア修繕、消防

設備修繕)

望洋(消防設備修繕)

橋南荘(駐車禁止看板取り付け、

禁煙窓修繕)、鶴風荘(スロープ手

すり改修、消防設備修繕)、緑風

荘(法面陥没修繕)、桜花荘(屋外

排水管一部取り替え)、美原荘、

水抜き栓修繕

H27年度

・鶴風荘(散水栓取替え工事)

・桜花荘(屋内給水整備工事)

H28年度

　福祉施設

 年度

複合施設 老人福祉センター 老人集会所
身体障害者
福祉ｾﾝﾀｰ

身体障害者
療護施設

知的障害者
更生施設

知的障害者
授産施設
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知的障害児
通園施設

肢体不自由児
通園施設

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
事業施設

H８年度
芦野保育園開園

H９年度

屋外遊具整備 通園ﾊﾞｽ更新

屋外遊具整備

白樺児童館・大楽

毛児童ｾﾝﾀｰ内部改

修

武佐児童館ﾌｪﾝｽ修

繕

H10年度
大楽毛・春洋保育園

水洗化

大楽毛児童ｾﾝﾀｰ水

洗化

鳥取西･旭児童ｾﾝ

ﾀｰ内部修繕

H11年度

H12年度
集会室改修工事他 昭和どんぐりの家保

育園開園

H13年度
ﾄｲﾚ改修工事 ﾄｲﾚ改修工事 第2武佐児童ｾﾝﾀｰ

広場防犯ﾌｪﾝｽ設置

H14年度
通園ﾊﾞｽ民間委託 通園ﾊﾞｽ民間委託 布伏内保育所

３月３１日廃止

H15年度

屋外遊具整備 音別保育所水洗化 山花保育園

４月１日廃止

阿寒放課後児童ク

ラブ新設

H16年度

H17年度

昭和中央児童セン

ター新築

つどいの広場開設

H18年度

春採保育園民営化、

釧路はるとり保育園

開園

新陽放課後児童ク

ラブ新設

H19年度

春洋保育園閉園

釧路風の子保育園開

園

城山保育園屋根・

サッシ改修工事

美原児童センター

屋根修繕、美原児

童センター遊戯

室・工作室床修繕

光陽児童館屋根修

繕

H20年度

施設改築移転 施設改築移転 施設改築移転 北星保育園改修工事

桜ヶ岡保育園屋根葺

替工事

武佐児童センター

新築

第二武佐児童セン

ター屋根修繕

H21年度

北星保育園民営化、

釧路ことぶき保育園

開園

子育て相談所から中

部子育て支援拠点ｾﾝ

ﾀｰへ名称変更

東部子育て支援拠点

センター開所

旭児童センター廃

止

中央小放課後児童

クラブ新設

米町児童セン

ター、愛国児童セ

ンター、緑ヶ岡児

童館屋根改修

H22年度

園児通園用

スロープ改修

愛光保育園民営化、

同名にて開園

H23年度

正面玄関自動ドア

改修

冷房設備設置

正面玄関自動ドア

改修

冷房設備設置

正面玄関自動ドア

改修

共栄保育園民営化、

釧路共栄保育園開園

H24年度

H25年度

大楽毛保育園民営

化、釧路おたのしけ

保育園開園

とんけし児童セン

ター新築、

中央小放課後児童

クラブはとんけし

児童センターに移

行

H26年度

治水保育園民営化、

治水どんぐりの家保

育園開園

徹別保育所

４月１日廃止

H27年度

双葉保育園民営化、

釧路双葉保育園開園

4月P-ぽけっと開設

7月保育園こどものおし

ろ開園

上音別保育所4月1

日廃止

H28年度
幼保連携型認定こ

ども園よしの開園

地域型保育施設 助産施設保育所

児童発達支援センター

へき地保育所
児童館

児童セン
ター

　福祉施設

 年度

児童養護施設 認定こども園
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H８年度
福祉保健センター建

設

東栄生活館外階段

補修

H９年度

集合煙突取替

H10年度
暖房管洗浄

屋上排水処理

大楽毛生活館水洗

化・屋根全面改修

緑町生活館改築

浴室内タイル改修

H11年度

屋上防水改修

大ホール音響設備改

修

消防設備改修

H12年度
煙感知器取替

H13年度
ボイラー室地下排水

ポンプ取替

水洗化

H14年度
非常灯不灯是正

H15年度

3階身障用トイレ自

動ドア装置修繕

通路・駐車場舗装 寿生活館

じゅうたん張替

H16年度

ロビー吹抜壁改修

屋上防水改修

体育館床改修工事 春採生活館

厨房他改修

H17年度

H18年度

H19年度

隣保浴場7月閉鎖

H20年度

旭町事務所増設 暖房設備改修

玄関自動ドア改修

トイレ整備

東栄･新富士・大楽

毛生活館～集会所

壁紙改修、新富

士・大楽毛生活館

～ストーブ改修、

配電修繕

H21年度

階段・壁修理

駐車場舗装補修

大会議室音響設備改

修

体育館床改修

暖房設備改修(教文

室)

玄関屋根補修

寿～玄関タイル補

修、東栄・大楽

毛・新富士～屋根

塗装・給水管取

替、東栄～外階段

撤去・給水管取

替・集会室塗装、

東栄・大楽毛・新

富士・寿～トレイ

洋式化、新富士～

ストーブ改修

H22年度

正面出入口扉交換工

事

屋根雪止め取付 新富士～外灯撤

去・設置、春採～

集合円筒補修・除

雪機小屋設置

H23年度

１階ロビー照明増設

工事・既存照明ＬＥ

Ｄ交換工事

３階身障トイレドア

改修工事

外壁避難口廻り腰壁

工事（浸水対策）

1階窓ガラス修繕 新富士～玄関戸取

替　　春採～非常

警報器取替

H24年度

サーバー移設に伴う

３階倉庫改修工事

（浸水対策）

車椅子バスケット

ボール用ゴールワ

イヤー処理装置付

替

暗幕掛替及び開閉

機能取付

体育室水銀灯昇降

機交換

女子トイレ洗面

台、手摺他修繕

屋外排水管修繕 春採～集会室網戸

設置

扉取替

H25年度

釧路市権利擁護成年

後見センター開所に

伴う改修工事

正面自動ドア装置取

替工事

屋外用看板修繕工

事

Ａ重油地下タンク

廃止洗浄砂埋め及

び地上タンク設置

工事

真空ヒーター部品

取替修理

春採～２階網戸設

置　寿～玄関鍵取

替

解体

H26年度

１階身障トイレドア

改修工事

３階小会議室及び４

階中会議室パネルラ

ジエター取替工事

釧路市障害者教養

文化体育施設体育

室高天井ランプ交

換工事

ＡＥＤバッテリー

購入

体育館・談話室非

常口アルミ引き戸

補修工事

春採～屋根防水修

繕・耐震診断

尺別生活館3月31日

廃止

H27年度

４柔道場内壁(1面)

修繕

情報室外側窓改修

工事

H28年度

隣保浴場 アイヌ共同納骨堂

   福祉施設

 年度

総合福祉センター
障害者教養

文化体育施設
アイヌ共同作業所 社会福祉会館 福祉保健センター 生活館
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